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様式第４

○ 基本計画の名称：守山市中心市街地活性化基本計画 

○ 作成主体：滋賀県守山市 

○ 計画期間：平成 21年３月 から 平成 27年３月 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］守山市の概要 

（１）自然的・地理的特性 

本市は、滋賀県の南部、琵琶湖の東南部に位置し、南西は草津市、南東は栗東市、北東は野

洲市に接した人口 74,806 人、世帯数 26,150世帯（平成 19年 10月住民基本台帳）の都市です。 

市域は、野洲川によって形成された沖積平野に位置し、標高 83.7ｍ～106.1ｍと、標高差は

わずか 22.4ｍの平坦な地形となっています。広さは、東西 6.3km、南北 10.9km、面積 54.81k

㎡であり、滋賀県の面積の 1.1％です。気候は温暖であり、年間降水量は県内では少ない方に

位置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山のゲンジボタルは、「守山ぼたる」の名で知られ、皇室にも献上された記録が残されて

おり、大正 13 年には天然記念物源氏蛍発生の地として指定されるなど古くからゲンジボタル

が飛び交う自然豊かなところですが、工場排水や生活排水を原因とする河川の水質汚濁によ

り、ゲンジボタルが絶滅し、その指定の解除を受けざるを得ない時期がありました。 

しかし、公共下水道等の整備の推進（H20.３現在 99.9%の整備率）や市民の地道な環境改善

への取り組みにより、河川の水質が大幅に改善され、現在では初夏に、街なかでゲンジボタル

が飛び交う姿をみることができる全国でも稀有な環境に恵まれた都市です。 

（２）社会的・経済的特性 

  本市の歴史は古く、縄文時代早期の湖底遺跡である赤野井湾遺跡、また、弥生時代の下之郷 
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遺跡や伊勢遺跡といった集落遺跡が見つかっています。大化の改新以降に施工された条里制

は、今も地形や地名に名残をとどめています。守山の地名起源は、比叡山延暦寺の鬼門説、「山

守部」起原説などがありますが、紀貫之の和歌「しらつゆも時雨もいたくもる山は下葉残らず

色づきにけり」に「もる山」の名で登場しているのが最古です。 

古くから中山道が通過していたことから、交通の要衝として発展し、織田信長は市内金森に

楽市楽座を許したほか、江戸時代寛政年間には中山道守山宿に制札が与えられ、宿駅を中心に

栄えてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

明治の町村制の施行後、間もなく守山村が町になり国鉄守山駅もつくられて市街化形成の様

相をみせています。守山町は、昭和 16年に物部村と、同 30年には小津村、玉津村、河西村、

速野村と合併し、さらに同 32 年に中洲村を編入して県下最大の町となりました。その後、京

阪神の近郊都市として急激な発展を遂げ、昭和 45年７月１日に守山市が発足しました。 

農業地域として栄えた守山も、昭和 30 年 1 月の町村合併後、町政振興の目玉として工場誘

致政策が重点的に展開されたことにより、同 31 年県下最大の化学繊維工場である「日窒アセ

テート㈱」を誘致し、現在では、旭化成㈱とチッソポリプロ繊維㈱が操業しています。守山市

の工場立地における特性は、第一は京阪神・中京・北陸への交通の要衝であること、第二は野

洲川の伏流水という良質で豊富な工業用水の存在が挙げられます。その後も、日本バイリーン

㈱、富士車輌㈱、グンゼ㈱、ダイハツディーゼル㈱、東レファインケミカル㈱、日本コカコー

ラ㈱などの化学・機械・繊維などの工場が立地し、工業都市化が進みました。 

この間、東海道本線の電化、琵琶湖大橋の開通など交通網もいっそう整備され、自然と文化、

さまざまな産業が調和しながら発展してきました。 

古くからたび重なる氾濫で多くの人々を苦しめた野洲川は、市制施行直後から進められた国

の直轄事業による抜本的な改修工事でようやく落ち着き、現在では琵琶湖をはじめとした自然

の恩恵を受け、これらと共生し、自然と文化に恵まれた都市として

成長しています。 

京都市中心部とは約 20km、大阪市中心部とは約 60km にあり、JR

守山駅から新快速を利用して京都まで約 23 分、大阪駅まで約 53

分と利便性の高い位置にあります。このため、本市は、湖南地域の

中核都市としての役割とともに、京都や大阪のベッドタウンとして

の性格も有しています。 
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〔２〕中心市街地の概況 

（１）中心市街地の概況 

本市の中心市街地は、古くから中山道が通過しており、江戸時代寛政年間には中山道守山宿

に制札が与えられ、「京発ち守山泊まり」の宿場町として栄えてきました。 

守山宿は、延長 11町 53間（1300ｍ）で、中山道では８番目に長い宿場町であり、本宿、及び、

加宿（今宿・吉身宿）が整備されました。本宿には本陣２、問屋１、問屋場１、旅篭 25 

が、今宿には旅篭８、吉身宿には旅篭 12 があり、江戸時代末期には、皇女和宮内親王が、第

十四代将軍徳川家茂への御降嫁に際し、本陣に宿泊されたとの記録もあります。旧本宿の沿道

には現在、「中央商店街」が形成されています。現在も年末には「もりやまいち」という市が

開催されています。これは一時の中断期間はありましたが、13 世紀からの伝統的な歳事であ

り、江戸末期の史料では、大阪の天満、江戸の両国よりも人が多く集まり、大道芸人をはじめ

全国各地のあらゆる露天商人が参加し、近隣 63 村の名物、名産が所せましと宿場道に並び、

大賑わいであったことが述べられています。 

明治時代末期の国鉄守山駅の整備に伴い、中山道から駅までの間の道路沿いに「ほたる通り 
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 商店街」が形成されました。また、昭和 40年の都市計画道路整備により、駅前通りの沿道に、

「銀座商店街」が形成されました。その後、昭和 46 年に西友守山店が、昭和 51年に平和堂守

山店が開業し、「銀座一番街」も整備され、中心市街地は、守山市及び近隣市の主要商業地域

として栄えてきました。昭和 61年には駅前広場に隣接して県内初の市街地再開発事業により、

専門店街を有する「セルバ守山」が整備されました。 

 

（２）中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資源、社会資本や産業資源等の既

存ストックの状況の分析及びその有効活用の方法の検討 

①歴史的・文化的資源 

中山道の宿場町として繁栄した歴史的経緯から、中心市街地内には数多くの歴史的・文化的

資源が存在します。 

中山道沿道には、守山の地名起源の一つとなっている『比叡山延暦寺の鬼門説』の「東門院」、

江戸時代に中山道を行く人々のために設けられた「一里塚」「中山道道標」、源頼朝を暗殺しよ

うとし逆討ちにあった源内兵衛真弘の首を丁重に葬った「源内塚」、菅原道真公の身重の息女

が女人の安産を強く祈願したといわれる『安産石』を有する「樹下神社」、本宿と加宿の今宿

を結ぶ橋で安藤広重が『木曾街道六十九次』の守山宿風景を描いたと言われる「土橋」、謡曲

「望月」の舞台になったと言われる「甲屋」跡、加えて、数多くの仏閣があります。また、沿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
土橋 

 東門院 

延暦寺開基に際し、比叡山の東の鬼門と
して建立された寺院であり、「守山」の名
の起源の一つ。 

源頼朝に逆討ちにあった源内兵衛の首を
丁重に葬った塚。 

源内塚 

かつては、河川の幅が 36mあり、この土橋
は舟運の発着点に位置しており、東海道の
「瀬田の唐橋」の古材を使って架け替えら
れた公儀御普請橋でもありました。 

 

 

中山道 

●大光寺 

●守善寺 

東門院● ●道標 

●源内塚 

●勝部神社 

●浄土寺 

●甲屋跡 

●慈眼寺 

●土橋 

守山駅 

●宇野本家 

縮尺 100m 

国の重要文化財 

勝部の火祭り 

樹下神社● 
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道には、近年大分少なくなりましたが、宇野宗佑元総理大臣の生家「宇野本家」などの、築

100年を超える商家や町家が所々に見られます。 

また、中心市街地には、大化５年（649年）に物部宿禰広国が祖神を祀り、物部大明神と称

したのが起源とされる「勝部神社」があります。勝部神社には国の重要文化財の本殿があり、

毎年１月には県選択無形民俗文化財の「勝部の火祭り」が盛大に開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自然、景観資源 

中心市街地には、野洲川頭首工から農業用水として流れる小河川（普通河川）が多く存在し

ています。野洲川改修以前は、天井川であった野洲川の伏流水が中心市街地の各地で湧いてお

り、尼が池、油池等の多くの湧水池がありました。また、守善寺周辺には、源頼朝が休息し馬

に水を飲ませたといわれる「青柳の清水」があったと言われています。 

中心市街地の小河川では、かつて、初夏にゲンジボタルが乱舞しており、大正 13 年には天

然記念物源氏蛍発生の地として指定されましたが、戦後の高度経済成長期に、工場排水や生活

排水を原因とする河川の水質汚濁により、ゲンジボタルが絶滅し、昭和 45 年に、その指定が

解除された歴史があります。 

 
■中山道の景観保全や町家活用に係る取組み経過 

平成 7 年：地域住民、地元商業者等が中心となり、活性化の一環と
して、「もりやまいち」を復活。 

 

平成 12年：地域住民が主体となって設立された「中山道守山宿景観
整備協議会」により、中山道守山宿まちづくり基本構想
が取りまとめられました。 

平成 14 年：地域住民により、「中山道守山宿まちづくり協議会」が
設立され、また、「中山道守山宿を守り育てるまちづく
り協定」が締結されました。 

平成 15年：地域住民・学生・市民ボランティアにより、中山道守山
宿の町家を活用し、｢町家ふれあい館筆忠｣が開設されま
した。軒先では毎週火曜日に朝市が開催されています。 

平成 18年：守山宿を題材とした「望月」の演目に因み、商店街・市
民団体・学生により、能楽ワークショップが開催されま
した。 

平成 19年：１月に、地域住民が、中山道沿道及びその周辺の景観を
守るために、都市計画法に基づく提案を行い、これを踏
まえて、平成 20 年２月に地区計画条例が施行されまし
た。また、(財)地域活性化センターの支援を受け、「町
家ふれあい館筆忠」を機能向上させる形で、「中山道街
道文化交流館」を開設しました。 

平成 20年: 守山観光物産協会による「中山道街道文化交流館」の運
営が始まりました。交流館では、「きもの園遊会」「だる
まそば」「中山道歴史講座」など、多くの方が参加する
イベントが開催されています。大学や大学生による町家
探検のイベントや「守山市再生プロジェクト展示」も開
催されています。 
また、「東門院」では、月１回、東門院の境内を利用し
て「門前アート市」が開催されるほか、紅葉の時期には
ライトアップが行われ、中心市街地における新たな集客
事業として期待されています。 

 

中山道街道文化交流館 

能楽ワークショップ 

 

  
きもの園遊会 

 

 

 
東門院門前アート市 

 
もりやまいち 
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しかし、公共下水道等の整備の推進（H20.３現在 99.9%の整備率）や、自治会やＮＰＯなど

の市民の環境改善への取り組みにより、河川の水質が大幅に改善され、現在では初夏に、中心

市街地の小河川でゲンジボタルが飛び交う姿をみることができ、この時期には、地域住民のみ

らならず、京阪神からも多くの方々が来訪し、中心市街地を散策しています。 

 

平成２０年３月には、『都市再生モデル調査』により、駅前地域の住民が主体となった『川

普請』が行われ、住民が持ち寄った「漬物石」を活用した「飛び石」整備により、子供達が水

に親しむ仕掛けを設けています。また、平成 20 年度に、勝部神社周辺では、野洲川土地改良

区により、小河川の遊歩道が整備され、地域住民の散策の場となっています。 

また、駅前では、平成 15 年度の駅前広場再整備に伴う都市緑地の整備により、広場・緑地

及び地下水を活用した親水空間があり、市民の憩いの場となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山道沿道には、近年大分少なくなりましたが、築 100 年を超える商家や町家が所々に見られ

ます。平成 12 年には、旧本宿の住民が中山道の景観を保全するため、「まちづくり協議会」を

立ち上げ、平成 20 年２月には高さ制限・意匠制限を含む地区計画条例が導入されました。ま

た、平成 20年６月に導入された景観計画・景観条例による景観規制により、中心市街地では、

 

 

守山駅 

中山道 

駅前緑地 

川普請 
遊歩道 

 

 

金森川 

吉川川 

守山川 

丹堂川 

 
 

 

 

 

 

縮尺 100m 



 
7 

沿道でのセットバックや小河川への開放性の確保に加え、風格を有しながら賑わいを創出する

デザインを、中山道沿道では歴史的な意匠を誘導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③社会資本や産業資源 

商業については、銀座商店街、銀座一番街商店街、ほたる通り商店街、中央商店街、セルバ

店舗会（セルバＳＥＥＤ）、今宿商工会、吉身商店街の７つの商店街と、平和堂守山店、西友

守山店等によって、中心商業地が形成されています。近年では、西友守山店の規模縮小(H14)、

セルバ守山の地下店舗の閉鎖(H10)、商店街の空き店舗の増加などにより商業の衰退や賑わい

が失われつつありますが、「商店街コミュニティスペース事業」「中山道街道文化交流館」など

の休憩・交流スペースの整備や、「駅前コミュニティホール」「駅前総合案内所」など、周辺住

■ゲンジボタルの復活と小河川の環境整備に係る取組み経過 

昭和 54 年：「ホタルのよみがえるまちづくり事業」を展開し、自治会、学校などの連携に
より、人工飼育や幼虫の放流、河川の水質改善に向けた取組みなどが進められ
ました。この取組みの継続の成果として、現在では、初夏に、街なかで、ゲン
ジボタルが飛翔・自生するまでになりました。 

平成 2 年：｢ふるさと創生一億円｣を活用し、市民運動公園に、
ホタルの生態・守山ボタルの歴史等の展示と、ホタル
の飼育研究等を行う「ほたるの森資料館」が整備され
ました。平成 18 年からは、NPO 法人びわこ豊穣の郷
が、指定管理者として管理・運営しています。 

平成 8 年：流域住民が主体となり、「ゲンジボタルが乱舞する故郷の再現」と「びわ湖と
シジミに親しむ故郷の再現」を目標に「豊穣の郷赤野井湾流域協議会」が設立
されました。同協議会は平成 16 年に NPO 法人となり、小河川の水質調査や環
境教育のためのイベントの開催、ホタルマップの作成等を行っています。 

平成 12年：ゲンジボタルを復活させ、水と緑のあふれるまちづくり
を推進するために、「守山市ほたる条例」が制定されま
した。 

平成 16年：守山市民待望のホタル祭りの復活として、ホタルを通じ
た河川環境保全の必要性を訴えるとともに、迷惑駐車や
ゴミのポイ捨て防止等の観点から、パーク＆ライド方式
を採用して、環境保全重視のホタル見学を行う「守山ほ
たるパーク＆ライド」（平成 19 年からは「守山ほたるパ
ーク＆ウォーク」）が、自治会、商店街、青年会議所、
NPO法人びわこ豊穣の郷等により、開催されています。 

平成 19 年：「NPO 法人びわこ豊穣の郷」が、水辺 100 選を選出した
ほか、「環境用水研究会」と共同で、「都市再生モデル調
査」を活用し、梅田自治会の丹堂川での「川普請」を行
い、家にある漬物石を丹堂川の河床に並べ、子どもが川
と親しめる環境づくりを行いました。 

平成 20年：財団法人リバーフロント整備センターにより、丹堂川の 
「モデル河川」整備として、木工沈床を設けるなどの整
備が行われました。また、守山幼稚園で「ホタルの唄」
が作成されるなど、今日では、ゲンジボタルが守山市の
自然環境の象徴として、市民に浸透しています。 

 

 

 

ほたるの森資料館 

 

 
川普請の風景 

「パーク＆ウォーク」 
のパンフレット 
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民による日常的な利用の需要に対応した整備や取組みが行われています。 

公共公益施設としては、中心市街地内に、守山市役所、市民交流センター、守山公民館、守

山小学校、守山幼稚園などの施設が立地しています。 

中心市街地の周辺（700ｍ以内）には、「県成人病センター」「市民病院」「県小児医療センタ

ー」といった中核医療施設を始め、福祉保健センター、市民運動公園、市民ホール、県の中高

一貫校のモデル校である県立守山中高、私立立命館守山中高が立地しており、子育て世帯から

高齢者世帯まで幅広い年齢層が生活しやすい環境が形成されています。 

公共交通については、ＪＲ東海道線のＪＲ守山駅を中心に、中心市街地には、守山市郊外や

市外を結ぶほとんどのバス路線が通っており、守山市の重要な交通結節点としての役割をにな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

守山市役所 

● 

市民交流センター 

★ 

守山公民館 

■ 
■ 

守山幼稚園 

▲ 

県成人病センター 
▲ 

市民病院 

▲ 

県小児医療センター 

▲ 

福祉保健センター 

■ 
守山中･高校 

■ 

★ 市民ホール 

Ｊ Ｒ 守 山

駅 

★ 

中山道街道 
文化交流館 

★ 

守山小学校 

駅前総合案内所 

★ 
駅前コミュニティホー

ル 

●官公署 

■教育施設 

▲医療・福祉施設 

★交流施設など 

 

<中心市街地近辺の公共公益施設等の分布状況> 

■ 
守山南中学校 

★ 

生涯学習教育支援センター 

▲ 

藤本クリニックデイサ
ービスセンター 

■ 

守山保育園 

▲ 

さいとうないかデイ 
サービスセンター 

■ 

■ 

カナリヤ第二保育園 

■ 

若鮎保育園 

立命館守山中･
高校 

市民運動公園 ★ 

▲ 

デイサービス守山今宿 

カナリヤ保育園 
■ 

吉身保育園 

縮尺 500m 
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［３］中心市街地の現状分析 

（１）人口、世帯数 

【人口】 

 

 

 

・中心市街地の人口は、平成 13年以降

増加し続けており、平成 11 年から

19年にかけて 1,266人増加していま

す。 

・守山市全体の人口に占める中心市街

地のシェアは、13.5％前後で推移し

ています。 

 

【世帯数】 

 

 

 

・中心市街地の世帯数は、増加傾向に

あり、平成 11 年から 19 年にかけて

937世帯増加しています。 

・守山市全体の世帯数に占める中心市

街地のシェアは、15％前後で推移し

ています。 

 

 

【世帯当たり人員】 

 

 

 

・世帯当たり人員は年々減少しています。 

・若年の単身世帯やファミリー世帯の転

入、更には、世帯分離により、世帯規

模が縮小しています。 

 

 
 

人口の推移

8,814 8,631
9,318 9,547

10,080

8,758
9,274 9,368

9,924

13.4%
13.2%

12.8%

13.5%
13.4%

13.3% 13.3%
13.6% 13.5%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

人
口

（
人

）

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

対
市

シ

ェ
ア

中心市街地 中心市街地のシェア

 
（資料：住民基本台帳各年 9月 30日現在） 

世帯数の推移

3,101 3,085
3,443

3,603

4,038

3,124
3,407 3,465

3,753

15.1%
14.8%

14.3%

15.2%
15.0%

14.7% 14.8% 14.9%

15.4%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

世
帯
数

（
世
帯

）

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

対
市
シ

ェ
ア

中心市街地 中心市街地のシェア
 

（資料：住民基本台帳各年 9月 30日現在） 

●人口は近年増加 

(H11年) 

8,814人 

(H19年) 

10,080人 

●世帯数は近年増加 

(H11年) 

3,101世帯 

(H19年) 

4,038世帯 

●世帯分離、核家族化が進行 

(H11年）  (H19年) 
2.84人/世帯  2.50人/世帯  

世帯人員の推移（人／世帯）

2.84
2.80 2.80

2.72 2.71 2.70
2.65 2.64

2.50

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
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【人口の年代別構成】 

 

 

 

 

・平成 12 年と 19 年の中心市街地の人

口の年代別構成をみると、住民の高

齢化が徐々に進んでいる一方、転入

により、30 代～40代が多くなってい

ます。 

・これらの年齢構成により、20年～30

年先に、急速な高齢化を迎えること

になります。 

 

【世帯数の動向】 

 

 

 

 

・本市の誕生時(昭和 45年)の世帯数

を在来住民世帯数、それ以外を新

規住民世帯数と捉えると、平成 19

年には中心市街地の新規住民世帯

が約７割となりました。 

・新規住民の増加に伴い、新規住民

と在来住民及び新規住民同士の人間

関係の希薄化によるコミュニティの

衰退や地域力の低下が懸念されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新規住民世帯の割合が増加 

(S45年)  

０割(基準) 

(H19年) 

約７割 

世帯数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

S45 S55 H2 H12 H19

世
帯
数

（
世
帯

）

新規住民世帯

在来住民世帯

約７割

約３割

●30代と高齢者が特に増加 

(H12年) 

30 代 ：16.6％ 

高齢者：13.7％ 

(H19 年) 

19.5％ 

15.0％ 

人口の年代別構成

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0～
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5～
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～

14
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～
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～

24
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～

29
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～

34

35
～

39

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

60
～

64

65
以

上

平成19年 平成12年
 

（資料：住民基本台帳各年 9月 30日現在） 

※65歳以上 
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（２）商業 

【商店数】 

 

 

 

 

・中心市街地の商店数は減少し続けており、

平成 6 年から 16 年にかけて 73 店舗

（29.9％）減少しています。 

・中心市街地のシェアは、38.2％（H6）か

ら 28.0％（H16）まで 10.2 ポイント減少

しています。 

・このデータから、中心市街地内の商店街

が衰退化していることがうかがえます。 

 

【商業従業者数】 

 

 

 

 

・中心市街地の商業従業者数は、平成 6 年

から 16年にかけて 144人（11.9％）減少

しています。 

・中心市街地のシェアは、36.8％（H6）か

ら 24.7％（H16）まで 12.1 ポイント減少

しています。 

 

 

【年間商品販売額】 

 

 

 

 

・中心市街地の年間商品販売額は、平成 6

年から 16年にかけて半減しています。 

・中心市街地のシェアは、37.7％（H6）か

ら 16.7％（H16）まで 21 ポイント減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

年間商品販売額の推移

23,199
19,988

11,278 11,982

37.7%

26.6%

16.7%16.1%

0
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（資料：商業統計調査） 

商店数の推移

244 254

189
171

38.2%
39.8%

30.0%
28.0%

0

50

100
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200

250

300

350

400
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H6 H9 H14 H16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

中心市街地 中心市街地のシェア

 
（資料：商業統計調査） 

●商店数は激減 

(H6年) 

244店舗 

(H16年) 

171店舗 

●商業従業者数は大幅に減少 

(H6年) 

1,206人 

(H16年) 

1,062人 

●年間商品販売額は半減 

(H6年) 

231億円 

(H16年) 

119億円 

従業者数の推移

1,206
1,443

1,071 1,062

36.8% 36.3%

23.4% 24.7%

0
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中心市街地 中心市街地のシェア

 
（資料：商業統計調査） 

商業 
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【売場面積】 

 
 
 
 

・中心市街地の売場面積は、平成 6～16 年

にかけて 3,122 ㎡（13.0％）減少してい

ます。 

・中心市街地のシェアは、43.5％（H6）か

ら 25.7％（H16）まで減少しています。 

・ららぽーと守山出店(H6)やセルバ守山規

模縮小(H10)、西友守山店規模縮小(H14)

などにより、中心市街地のシェアが低下

しました。 

【空店舗数】 

・中心市街地の商店街別の空店舗数は、ほ

たる通り 11 店、銀座一番街 6 店、守山

銀座 11店、中央 6店の合計 34店、空店

舗率は 21％となっており、5 店のうち 1

店が空店舗となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 商店街別空店舗数 

商店街名 店舗数 空店舗 空店舗率 

ほたる通り ４４ １１ ２５％ 

銀座一番街 ３０ ６ ２０％ 

守山銀座 ５６ １１ ２０％ 

中央 ３０ ６ ２０％ 

計 １６０ ３４ ２１％ 

●売場面積は減少 

(H6年) 

23,960㎡ 

(H16 年) 

20,838 ㎡ 

売場面積の推移

23,960 25,047
21,188 20,838

43.5%

25.7%
28.4%

30.5%

0

10,000

20,000
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50,000

60,000

H6 H9 H14 H16

（
㎡

）
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30%
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50%

中心市街地 中心市街地のシェア

 
（資料：商業統計調査） 

H6.11ららぽーと
守山出店 

H10.12セルバ
守山規模縮小 

H14.4西友守山店
規模縮小 
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（３）歩行者・自転車通行量 

 

 

 

 

 

・歩行者・自転車通行量について、同地点で調査された 3 地点の合計を見ると、平和堂守山店

が開店し最も賑わいのあった昭和 51 年に比べて平成 19 年の通行量は、平日では 3 分の 2 程

度、休日は 4分の 1程度に激減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地の歩行者・自転車通行 

量の休日平日比の経年変化を見る

と、以前と比較して休日よりも平日が

多くなってきており、通勤通学路とし

ての傾向が強くなってきていることが

うかがえます。 

 

 

 

 

●歩行者・自転車通行量は激減 

(S51年) 

休日：11,434人 

平日： 9,493人 

(H19年) 

2,831人 

6,002人 

歩行者自転車通行量

6,002

9,493

9,197

2,831

11,434

7,603

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

S51 S59 H19

通
行
量

（
人

）

平日 休日

来街者の休日平日比

0.550.51

0.83

1.08

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

S51 S59 H19 H20

休日/平日

休日の方が多い
(買い物客が多い)

平日の方が多い
(通勤通学者が多い)

歩行者自転車通行量

S51 S59 H19 S51 S59 H19
①北野電機前
（銀座通り）

3,300 3,661 3,386 4,180 3,043 1,615

②宇野本家前
（旧中山道）

2,757 2,147 495 3,260 1,258 236

③沢井電機店前
（ほたる通り商店街）

3,436 3,389 2,121 3,994 3,302 980

合 計 9,493 9,197 6,002 11,434 7,603 2,831

調査地点
平　　日 休　　日

１ 

２ 

３ 
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・平成 19年の調査結果を地点別に見ると、休日平日とも、①守山銀座西交差点（銀座通り）が

最も多く、次いで、③ほたる通り商店街北（ほたる通り商店街）、②旧中山道（ほたる通り商

店街北）の順となっています。 

 

・平成 20 年と平成 19 年の比較では、右グラ

フのとおり、平成 20 年に歩行者・自転車通

行量が増加しています。これは、ガソリン

高騰による自家用車の乗り控えが進んだ特

殊な要因によるものと考えられます。 
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（４）公共交通 

①ＪＲ守山駅の乗客数 

 
 

・守山市は近年人口が増加しているにも

かかわらず、ＪＲ守山駅の乗客数は、

隣接の栗東駅新設の平成５年をピーク

に、平成 17年まで逓減しており、中心

市街地の吸引力の低下と都市活力の低

下を象徴しています 

 

 

・近隣駅と守山駅の乗降客数と比較すると、以下のとおりであり、乗降客数の順位が低下して

います。 

○守山駅：13,000 人余（微減の傾向） 

○草津駅：27,000 人余で推移 

○南草津駅：立命館大学びわこキャンパ

スの開設等により、10 年間で乗降

客数が約２倍伸びて 20,000 人余 

○栗東駅（隣接）：10年で乗降客数が約

２倍伸びて 10,000 万人余 

○野洲駅（隣接）：守山駅とほぼ同数の

13,000 人余（企業増設等により微

増の傾向） 

 

②路線バスの乗降客数 

 
・近江バスの 1 日平均乗降客数は、

大幅な減少傾向にあり、ここ 15

年間で乗降客数は、1/3 程度まで

減少しています。 

 

 

  

 
路線バス一日平均乗降客数

7,977
7,395

6,733 6,698

5,804

3,460
2,943

2,3692,2542,318
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近江バス 江若バス

（資料：守山市統計書） 

ＪＲ守山駅及び近郊駅の一日平均乗車人員

17,858

20,182

27,831

10,308
13,770

17,602
13,909

5,000
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15,000

20,000

25,000
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大津駅 南草津駅 草津駅 栗東駅

野洲駅 近江八幡駅 守山駅

（資料：滋賀県統計書） 

ＪＲ守山駅一日平均乗車人員

14,699

14,512

13,739
13,585

13,347

13,909

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

立命館守山 
中高が開校 

（資料：滋賀県統計書） 

栗東駅新設 

平成 18年は、4 月に立命館守山中高が開校したことから、
平成 17年に比べて増加しました。 

●JR守山駅乗客数は減少傾向 

(H5年) 

14,699人 

(H17年) 

13,347人 

●バス乗降客数は激減 

(H4年) 

7,977人 

(H19 年) 

2,318 人 
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調査地点①●   ■ 
調査地点② 

  ▲ 
調査地点③ 

 

（６）土地利用動向 

①産業の動向 

 

 

 

 

・卸売・小売業、飲食店、宿泊業の

事業所数の市全域に占める中心市

街地のシェアは減少しており、業

務サービス機能の低下が進んでい

ることが分かります。 

 

 

 

 

 

・卸売・小売業、飲食店、宿泊業の

従業者数は増加している一方、市

全域に占める中心市街地のシェア

は減少しており、特に郊外での業

務サービス従業者が伸びているこ

とが分かります。 

 

②地価動向 

 

・平成 20年の地価を平成 10年と比較すると、半減しています。郊外では 20～25％の下落とな

っており、中心市街地の地価下落率は郊外の倍程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業所数の対市シェアは減少 

(H3年) 

63.7％ 

(H18 年)  

52.6％ 
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●従業者数の対市シェアは減少 

(H3年) 

65.1％ 
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●この 10年で地価が半減 
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●108 戸 

● 
30 戸 
 

38 戸 
● 

●84 戸 

111 戸● 

●19 戸 

 

 

 

●446 戸 

●114 戸 

●42 戸 

●112 戸 

●86 戸 

105 戸● 

●78 戸 

 

③マンションの整備動向 

 

 

・ 中心市街地には６階建て以上のマ

ンションが 1,496 戸あり、平均世

帯人員を掛けると、3,740 人の方

がお住まいになっていると考えら

れ、中心市街地の約４割の方がマ

ンションに居住されています。ま

た、現在、建設中若しくは建設予

定の物件が３つ・約 190 戸あり、

ますますマンションに居住される

方の増加が見込まれます。 

・これらマンションのうち築 20 年を超過しているものが 763 戸、築 15～20 年のものが 282 戸

であることから、今後、急速な高齢化が進展することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中心市街地の約４割の方がマンションに居住 

中心市街地におけるマンション供給戸数の推移
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④都市福利施設の状況 

《文化交流施設》 

 

 

 

 

・交流施設の利用者数は近年横ばいで 

推移しています。 

〔守山公民館〕近年 14,000 人前後で推

移しています。 

〔駅前総合案内所〕32,000 人前後で推

移しています。 

〔駅前コミュニティホール〕7,000 人

から 10,000 人程度で推移してい

ます。 

〔市民交流センター〕70,000～80,000 人程度で推移しています。H18年から H19年にかけて利

用者が約 9,000人減少したのは、H19 年からの指定管理制度への移行に伴い一部屋減とな

ったことによります。 

〔中山道守山宿郷土人形館〕年間 1000人程度の利用者がありましたが、平成 18 年に施設が閉

館しました。 

 

 

 

 

 

・中心市街地では、人口が増加する

一方、身近に歩いていける交流施

設の一人当たり面積が減少し続け

ています。 

・市民対象のアンケート結果(詳細に

ついては「[５]地域住民のニーズ

等の把握」参照)では、充実を図る

べき施設として文化交流施設を求

める意見が多くなっています。 

 

 

 

 

 

●人口増加の一方、一人当たりの文化交流施設面積は減少 

(H16年) 

18.2㎡/100人 

(H19年)  

13.3㎡/100人 

●文化交流施設利用者数は横ばい 

(H16年) 

121,010人 
(H19 年)  

126,082人 

交流施設の利用者数

900 1,300 700
5,126

15,062 14,274 13,860 14,581

37,399

32,236 33,330 31,234 31,266

8,885
10,080 10,518

6,869 7,737

62,332
71,330 81,666 72,498

52,310

121,010

130,152
133,629

126,082

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H15 H16 H17 H18 H19

中山道守山宿郷土人形館 守山公民館 駅前総合案内所

駅前コミュニティホール 市民交流センター 計

 

中心市街地の人口100人当たりの交流施設面積
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《高齢者福祉施設》 

 

 

 

・中心市街地内には高齢者福祉施設が３施設しかなく、将来の急速な高齢化を見据えると

身近に歩いていける高齢者福祉施設が不足しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●歩いていける身近な高齢者福祉施設が不足 

(市内全体の施設数) 

29施設 
(中心市街地内の施設数)  

３施設 

施設名 
中心市街地 
内 外 

老人憩いの家  ○ 
福祉保健センター(すこやかｾﾝﾀｰ)  ○ 
大型児童センター(ほほえみｾﾝﾀｰ)  ○ 
幸津川デイサービスセンター  ○ 
三宅デイサービスセンター・カナリヤショート
ステイ・カナリヤグループホーム・カナリヤの家 

 ○ 

石田デイサービスセンター  ○ 
介護老人保健施設シニアセンターティファニー  ○ 
特別養護老人ホームゆいの里・ゆいの里
守山デイサービスセンター・ショートステイゆいの里 

 ○ 

ケアハウスゆい  ○ 
グループホームゆい  ○ 
特別養護老人ホーム・デイサービスセンタ
ー・ケアハウス・ショートステイしがそせい苑 

 ○ 

さいとうないかデイサービスセンター ◆  
ゆうらいふデイサービス  ○ 

 

施設名 
中心市街地 
内 外 

デイサービスすいれん・グループホームすいれん  ○ 
まごころの家・守山  ○ 
デイホームまたあした  ○ 
デイホームまたあした伊勢  ○ 
デイサービスリハビリテーション守山  ○ 
リハビリデイサービスふくろうさん  ○ 
あかり家  ○ 
デイサービスあいむ  ○ 
コミュニティーハウスあいむ今浜  ○ 
デイホームきむらさんち  ○ 
デイホームみずほのきむらさんち  ○ 
ラポール・クリニックデイサービス  ○ 
デイサービスツクイ守山今宿 ◆  
藤本クリニックデイサービスセンター ◆  
小西醫院デイケアセンター・ショートステイ  ○ 
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［４］中心市街地の活性化に向けたこれまでの取り組みと評価 

本市では、モータリゼーションの進展に伴い、郊外への大規模店舗やロードサイドショップ

の立地が進む一方で、空き店舗の発生など中心市街地での都市活力の低下が進む状況を踏まえ、

中心市街地の活性化を図るため、これまで様々な取組みを実施してきたところです。 

また、平成７年に「守山市商業活性化ビジョン基本構想」（守山市経済懇話会）の提言を受け

て、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（平

成 10 年法律第 92 号）」が成立する前の平成９年に「守山市商業活性化基本計画書」（以下「商

業計画」という。）を策定し、本商業計画も踏まえ、活性化の取り組みを進めてきたところです。 

これまでの中心市街地における取組み、及び、商業計画に基づく事業の取組みは以下のとお

りです。 

 

○駅前広場周辺 

計画など 事業メニュー 実施状況 備考・反省点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商業計画 
 

駅前西口交通広場の
整備 

 
 
 
 
 
 
 

整備済 
 

－ 

駅前交差点の改良 － 

総合案内所・観光物
産館・駅前交番の整
備 

観光物産館については、総合案内所におけ
る地域物産の販売及び駅自由通路におけ
る地域物産の情報発信により対応。 

駅前西口公園の整備 － 

駅前東口広場(水の
広場)整備 

－ 

東口エスカレーター
の設置 

－ 

東口駐輪場の設置 － 

飲食店街の整備 未着手 計画書策定時において、権利者との十分な
議論が行われておらず、その後も機運が盛
り上がりませんでした。現在は、地権者が
土地の有効活用について検討を進めてい
ます。 

歩行者デッキの整備 中心市街地をオーバーデッキで結ぶ構想
であり、身の丈に合った内容ではありませ
んでした。 

○銀座商店街・銀座一番街 

計画など 事業メニュー 実施状況 備考・反省点 
－ 楓三道整備事業（コ

ミュニティ道路整備
事業） 

 
 

整備済 

中山道から勝部神社・住吉会館までの間の
一方通行化・カラー舗装化 

 
 
 
 

商業計画 
 

駅前通り歩行者空間
の整備（電線地中化
やカラー舗装化等） 

－ 

店舗併用共同住宅の
整備 

未着手 計画書策定時において、権利者で十分な議
論や合意が行われておらず、その後も機運
が盛り上がりませんでした。 
現在は、地権者による商店街活性化の議論
が進められています。 

個店による整備 

拠点駐車場の整備 

親水広場・親水緑道
の整備 

親水公園の整備については、改正法に基づ

く中活計画の認定を受け、進めることとし

ています。 
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○中央商店街 

計画など 事業メニュー 実施状況 備考・反省点 
 
 
 
 
 
 
 

商業計画 

まちなみギャラリー
の整備 

整備済 中山道街道文化交流館の整備(H19) 

個店による整備 未着手 計画書策定時において、権利者で十分な議
論や合意が行われておらず、その後も機運
が盛り上がりませんでした。 
中山道沿道には多くの町家が残っており、
町家を活用した賑わい拠点づくりや高齢
者のふれあいづくりを、改正法に基づく中
活計画の認定を受け、進めることとしてい
ます。 

中山道の整備 継続中 平成 12年に中山道の景観保全のための「ま
ちづくり協議会」が設置され、平成 20 年
２月には高さ制限・意匠制限を含む地区計
画条例が施行されたところです。また、平
成 20年３月に、国交省の委託事業として、
一方通行化による歩道確保を社会実験と
して実施しました。今後、その結果も踏ま
え、地域との議論を行う中、歩道確保やカ
ラー舗装化について検討を進めて参りま
す。 

 

○ほたる通り商店街 

計画など 事業メニュー 実施状況 備考・反省点 
－ コミュニティ道路の

整備 
 
 
 

継続中 

平成５年に一方通行化による歩道の整備
を進めようとしましたが、沿道住民の賛同
が得られませんでした。平成 20年３月に、
国交省の委託事業として、一方通行化によ
る歩道確保を社会実験として実施しまし
た。今後、その結果も踏まえ、地域との議
論を行う中、カラー舗装化等について検討
を進めて参ります。 

 
 

商業計画 

文化交流施設の整備  
 

未着手 

計画書策定時において、権利者で十分な議
論や合意が行われておらず、その後も機運
が盛り上がりませんでした。空き店舗が多
いことから、今後、まちづくり会社等によ
る活用の検討を進めて参ります。 
計画書では、親水広場・親水緑道の整備は、
丹堂川沿いの用地買収による大規模な広
場整備を伴うものでしたが、地権者の意向
等を踏まえると困難であることから、今回
の事業では、水辺遊歩道整備を行います。 

個店による整備 

親水広場・親水緑道
の整備 

 

○駅北側地域 

計画など 事業メニュー 実施状況 備考・反省点 
 
 
 

商業計画 

守山駅北線の整備  
 
 

未着手 

ＪＲ東海道線の線路の下を結ぶ駅東西ア
クセス道路の整備の検討を進めましたが、
多額のコストを要するため、事業化に至っ
ていません。今後、駅前のＪＲ貨物用地及
び市保有地の有効活用の検討を進める中、
駅東西のアクセスの充実についても併せ
て検討して参ります。 

市民プラザ等の整備 駅東西アクセス道路の整備に合わせた整
備として位置づけており、事業化の目途は
立っていません。 店舗併用住宅等の整

備 
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○新商業集積ゾーン 

計画など 事業メニュー 実施状況 評価（反省点） 
－ 都市計画道路勝部吉

身線の整備 
整備済 － 

 
 
 
 

商業計画 

親水緑道の整備 市道勝部吉身線の整備に伴い緑道を整備
しました。 

大規模店舗化・専門
店街化 
 

未着手 市道勝部吉身線の延伸に伴い、沿道での事
業化を位置づけていましたが、計画書策定
時において、大規模商業施設整備の事業者
や権利者と十分な議論や合意が行われて
おらず、その後も機運が盛り上がりません
でした。現在は、沿道で宅地開発が進めら
れています。 

歩行者デッキの整備 

 

本商業計画は、中心市街地の都市活力の再生のため、商業振興策を中心にとりまとめられて

いました。 

本商業計画に基づき様々な事業を実施したところですが、多くの事業が未着手となっている

状況です。これは、計画策定時において、権利者や関係者と十分な議論や合意が行われておら

ず、その後も機運が盛り上がらなかったことによります。また、その後の社会経済情勢に沿わ

ない、若しくは、身の丈に合った計画となっていなかった部分もあります。 

現在、中心市街地における都市活力の減退が進展しつつあることから、本市では中心市街地

の活性化が最重要課題であるとの認識の下、平成 19 年度から検討を進めてきたところです。そ

の検討に当たっては、商業者、地元住民、環境、交通、教育・文化、治安、行政等の関係者か

ら成る「守山市中心市街地活性化推進委員会」と、個別課題について検討を行う７つ小委員会

を設置し、総勢 120人により熱の入った議論を行って頂きました。 

その結果、中心市街地の活性化に当たっては、改正中心市街地活性化法・改正都市計画法の

趣旨も踏まえ、従来の商業振興策のみならず、将来の都市構造も見据えた、「都市機能の集積」

「地域資源を活用した身の丈に合った展開」「中心市街地へのアクセス強化」を併せて進めるべ

きとの結論に至り、その視点から、中心市街地活性化基本計画の国の認定を受け、それを弾み

として、民間事業者、商店街、地元住民、ＮＰＯ、行政等が連携・一丸となり取組みを進めて

参りたいと考えています。 

 また、平成 19年２月から、概ね週１回のペースで商工会議所主催の「まちなか再生ワークシ

ョップ」が開催されており、中心市街地の商店街のメンバーによる活性化に向けた議論が行わ

れています。その結果、従来からの「夏まつり」「銀座夜市」「もりやまいち」に加え、「秋まつ

り」「もりやま冬ホタルイベント（中心市街地でのイルミネーションイベント）」「駅前ショップマップ作成」「フ

リーマーケット」等、商店街が主体となった取組みが行われています。 

今般では、中心市街地の活性化、更には、日本文化の良さを見直す動きの中から、中山道に

おける地元住民、地元商店街、民間事業者等による「“中山道土橋”案内板の設置」「守山宿き

もの園遊会」「東門院アート市（毎月 17・18日）」「朝市」等が開催されています。 

平成 20 年９月には、「まちづくり」や「人づくり」、更には、「賑わいの創出」を調整・牽引

する組織が必要との観点から、市民、事業者、商工会議所、市等が出資し、資本金 5,000 万円

超で、まちづくり会社「（株）みらいもりやま２１」が設立されたところです。 
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［５］地域住民のニーズ等の把握 

（１）中心市街地活性化基礎調査（アンケートによる市民ニーズの把握） 

調査の概要 

調査期間：平成 20 年２月 13日～２月 25日 

調査方法：郵送によるアンケート配布、回収 

配布数：2,000票（市域全域から 2,000 人を抽出）、回収数：920票、回収率：46.0％ 

《中心市街地へ訪れる目的》 

・中心市街地内へ訪れる目的として、「買い物」が最も多い 

・ 中心市街地内を訪れる目的として「買い物」75.5％、「銀行・郵便局の利用」46.3％、「JR

守山駅の利用」43.0％、「病院への通院」31.7％、「市役所の利用」24.1％の順になっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中心市街地へ訪れる頻度》 

・週１回以上、中心市街地に訪れる市民は６割近くを占める 

 ・「ほぼ毎日」9.7％、「毎週 4、5 回程度」8.9％、「毎週 2、3回程度」22.3％、「毎週 1回程度」

17.0％で週１回以上、訪れる市民は 6割近くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=920

3.9%

46.3%

31.7%

24.1%

43.0%

2.7%

2.0%

7.9%

16.0%
75.5%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80%

１　買い物

２　飲食

３　習い事、サークル、余暇

４　散歩や散策

５　イベントや祭への参加

６　銀行・郵便局の利用

７　病院への通院

８　市役所の利用

９　JR守山駅の利用

10　その他

　　不明・無回答

N=920

７　全く訪れない
0.9%

６　年に数回程度
11.6%

５　月に数回程度
27.5%

　　不明・無回答
2.2%

４　毎週１回程度
17.0%

３　毎週2、３回程度
22.3%

２　毎週４、５回程度
8.9%

１　ほぼ毎日
9.7%
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《充実を求める施設》 

・『交流・福祉施設の充実』を望む声が多い 

・中心市街地に充実を求める施設として、「スポーツ・健康施設」(40.8％)、「図書館等の文化

施設」(36.5％)、「高齢者福祉施設」(36.3％)、「子育て支援施設」(26.8％)があげられてお

り、交流・福祉関係施設の充実を求めるニーズが高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中心市街地への交通の利便性》 

・中心市街地へのアクセスの強化が必要です 

・中心市街地への交通の利便性に関しての意見として、「バスの本数が少ない」30.9％、「特に

不便は感じていない」26.1％、「駐車場が少ない」24.2％、「バスの運賃が高い」22.8％の順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地への交通の利便性

0% 10% 20% 30% 40%

バスの本数が少ない

バスの路線が不便

バスの時刻が正確でない

バス停留所まで遠い

バスの運賃が高い

駐車場が少ない

駐車料金が高い

駐輪場が少ない

道路が渋滞している

安全に歩ける道が少ない

特に不便は感じていない

その他

不明・無回答

N=920

14.3%

14.3%

18.6%

7.0%

8.0%

36.3%

36.5%

40.8%

26.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１　図書館等の文化施設

２　スポーツ・健康施設

３　子育て支援施設

４　高齢者福祉施設

５　観光情報サービス施設

６　若者向けﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

７　行政の窓口

８　その他

　　不明・無回答
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（２）通勤者・通学者の利用交通手段調査（アンケート結果） 

調査の概要 

調査期間：平成 20年２月 21（木）,22日（金）［16:00～21:00］ 

調査方法：JR守山駅でアンケートを配布し、その場で回収 

回収数：444 票 

《ＪＲ守山駅周辺に充実を求める機能》 

・『商業機能の充実』を望む声が多い 

・通勤者･通学者の利用交通手段調査」(平成２０年２月調査実施)によると、JR 守山駅周辺に

充実を求める機能として、「飲食店」「食料品等の物販店」「生活用品などの物販店」を望む声

が多く、JR 守山駅周辺に商業機能の充実が必要であることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）マンション住民のニーズや行動範囲に関する調査（アンケート結果） 

調査の概要 

調査期間：平成 20年 11月 10日（月）～11月 20 日（木) 

調査主体：滋賀県立大学 人間文化学部 生活デザイン学科 卒業論文 

調査方法：梅田町自治会がアンケート用紙を配布し、回収箱設置により回収。 

調査対象：守山市梅田町に位置するマンション５棟 

回収数：122 票（配布件数 419票、回収率 29.1%） 

《守山市内の商業施設に満足できない理由》 

・『魅力的な商業機能』を求める声が多い。 

 ・守山市内の商業施設に満足できない理由として「好みのお店がない」38％、「欲しいものが手

に入らない」28％と魅力ある商業機能の充実を求める声が多くなっています。 

N=444

34.2%

12.6%

21.2%

24.3%

13.1%

26.1%

5.6%

2.9%

23.4%

20.5%

52.0%

18.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１　飲食店の充実

２　食料品等の物販店の充実

３　生活用品等の物販店の充実

４　娯楽施設等の充実

５　図書館等の文化サービスの充

実

６　子育て・育児サービスの充実

７　健康・スポーツサービスの充実

８　駐車機能の充実

９　駐輪機能の充実

10　バス等公共交通の充実

11　その他

　　不明・無回答
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38%

28%

9%

8%

5%

4%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

①好みのお店がない

②欲しいものが手に入らない

③商品の値段が高い

④入りづらい

⑤交通が不便

⑥駐輪場・駐車場が少ない

⑦その他
N=122

 

《余暇の過ごし方》 

・余暇に、自宅で過ごす人が多い。 

 ・余暇をどこで過ごすという質問に対して、42％が「自宅」と回答しています。 

④無回答, 2%

③①と②両方, 2%

②自宅の外, 54%

①自宅, 42%

N=122

 

《中山道を歩いた経験があるか否か。》 

・住民の 50％超が中山道を散策したことがない。 

 ・54％の方が中山道を散策したことがないと回答しています。 

③無回答, 3%

②中山道を散策し

たことがない, 54%

①中山道を散策し

たことがある, 43%

N=122
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［６］中心市街地の活性化に向けた課題の整理 

中心市街地の現状や地域住民のニーズなどを踏まえ、活性化に向けた課題を整理すると、以

下のとおりです。 

 

（１）教育・福祉機能の充実の必要性 

中心市街地では、人口が増加しており、年齢別人口分布としては、30代～40 代の子育て世

代や 65才以上の高齢者世代が多い状況です。 

市民を対象に行ったアンケート結果では、充実すべき都市機能として「図書館等の文化施

設」(36.5%)、「高齢者福祉施設」(36.3%)、「子育て支援施設」(26.8%)が挙げられており、教

育文化機能や子育て支援の充実、更には高齢者福祉施設を求める声が高くなっています。 

このため、主に 30～40代の子育て世代を対象とした、教育文化機能および子育て支援の充

実が必要であるほか、高齢者向けの福祉機能の充実が必要です。更に、20～30年先には、現

在の子育て世代が一気に高齢者となるため、将来を見据えて、福祉機能の充実に現時点から

取り組み、「歩いて暮らせるまちづくり」を実現することが必要です。 

また、中心市街地を週 1 回以上訪れる市民は７割を占めていることから、教育文化機能、

子育て機能、高齢者向け福祉機能の充実により、市民全体の利便性、安全・安心を高めるこ

とができます。 

一方、路線バスの本数は激減しており、

駅利用者を対象に行ったアンケート結果

では、中心市街地で充実すべき機能とし

て、「バス等公共交通」(26.1%)、「駐車場」

(24.3%)が挙げられており、中心市街地へ

のアクセス手段の確保が大きな課題とな

っています。 

   このため、バスをはじめとする公共交通

の充実や、自転車道整備等による自転車に

より来訪しやすい都市環境の整備が必要

です。 

 

（２）商業機能の充実の必要性 

中心市街地では商店数、商業従業者数、年間商品販売額、売場面積が減少し、また、空店

舗率が高くなっているなど、中心市街地の商業機能が低下しています。 

  市民を対象に行ったアンケート結果では、通勤・通学以外で中心市街地を訪れる理由とし

て「買い物」(75.5%)が挙げられており、「買い物」で中心市街地を訪れる人が多い状況です。

また、65才以上の高齢者世代の居住者が多いことから、中心市街地内で身近に歩いて買い物

ができる都市環境の整備が必要です。 

駅利用者を対象に行ったアンケート結果では、中心市街地に充実を求める機能として「飲

食店」(52.0%)、「食料品等の物販店」(20.5%)、「生活用品等の物販店」(23.4%)が挙げられて

います。また、中心市街地内のマンション住民を対象としたアンケート結果では、「好みのお

 人口の年代別構成

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
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上

平成19年 平成12年
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店がない」(38%)、「欲しいものが手に入らない」(28%)と魅力ある商業の充実を求める声が多

くなっています。 

このため、中心市街地内の居住者が歩いて利用できる商業サービス機能の充実と併せて、

魅力的な商業機能の充実が必要です。 

 

（３）コミュニティの再生・強化の必要性 

中心市街地では、新規住民世帯の割合が７割を占めており、新規住民と既存住民、および、

新規住民同士の人間関係の希薄化によるコミュニティの衰退や地域力の低下が懸念されま

す。中心市街地内のマンション住民を対象としたアンケート結果では、余暇をどこで過ごす

かという質問に対して、42％が「自宅」と回答しています。 

このため、新規住民と既存住民、および、新規住民同士の交流を深める仕掛けづくりが必

要です。新規住民の多くは子育て世代であることを踏まえると、“子ども”を介した「家族間

交流・世代間交流」の促進や、守山の特色である“ホタル”の育成や“中山道”の景観保存

などを通じた「人と人の絆」づくりなどにより、コミュニティの再生・強化を進めることが

必要です。 

 

（４）地域資源を活かした取組みの必要性 

中心市街地には、中山道を始め、勝部神社、源内塚など歴史的資源が数多く残っていますが、

市民が回遊するまでに至っていません。中心市街地内のマンション住民を対象としたアンケ

ート結果では 54％の方が中山道を散策したことがないと答えています。また、中心市街地に

は多くの小河川がありますが、土砂上げ場がある程度の整備状況で小河川沿いを連続して歩

ける状況ではありません。 

市民を対象にしたアンケート結果では、中心市街地で充実すべき機能として「スポーツ・

健康施設」(40.8％)が挙げられており、市民の健康に対する意識が高くなっていることが伺

えます。近年ではウォーキングで歩く人が増加していますが、「車を気にせず、歩ける道がな

い」「楽しく歩ける道がない」との意見を多く聞く状況であり、安全・安心に歩ける基盤整備

が整っていません。 

このようなことから、中心市街地で、小河川や歴史資源をネットワーク化し、地域資源を

繋げることにより、“回遊性ある歩行空間”“歩きたくなる歩行空間”を整備することが必要

です。併せて、ゲンジボタルが自生できる河川環境整備により、ゲンジボタルが舞う初夏に、

回遊性を高めることが必要です。 

 

（５）住み続けたくなる良好な居住環境形成の必要性 

中心市街地の約４割の方がマンションに居住されており、既存マンションについて、今後、

空き家の発生が懸念されることに加え、マンション周辺の都市環境が悪化した場合、所得に

余裕のある者は転出し、所得の比較的低い方のみが残り、将来、いわゆるスラム化すること

が懸念されます。 

このため、中心市街地において、「歩いて暮らせるまちづくり」の実現や、初夏に「ゲンジ

ボタル」が舞う自然環境の保全などにより、“住んでいる方がいつまでも住み続けたくなる”

良好な居住環境形成を進めていく必要があります。 
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［７］中心市街地活性化の基本方針 

 

中心市街地は、前述のとおり、①教育・福祉機能の充実の必要性、②商業機能の充実の必要

性、③コミュニティの再生・強化の必要性、④地域資源を活かした取組みの必要性、⑤住み続

けたくなる良好な居住環境形成の必要性という５つの大きな課題を抱えており、活性化に向け

た取組みが喫緊の課題です。 

このため、本市の中心市街地活性化では、都市活力の基礎となる「人と人の絆」（すなわち「コ

ミュニティの再生・強化」）を基本姿勢として、都市活力の再生、回遊性の確保、良好な市街地

環境形成等に、市民、商業者、行政等が一丸となって取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

この基本理念のもと、中心市街地の活性化に向けて整理した課題を踏まえ、中心市街地活性

化の基本方針として、以下の３つを定めます。 

 

 

 

 

 

＜概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 理 念 

『絆と活力ある「共生都市」の創造』 

「絆」 ：①人と人の絆、②人と小河川等の自然のつながり、 

③人と中山道等の歴史のつながり、 

④地域資源・既存ストックのつながり（連携強化）、 

⑤歩いてつながる、を意味します。 

「活力」 ：①都市機能の集積、②商業機能の充実、を意味します。 

「共生」 ：①人と人の共生、②人と文化の共生、③人と自然の共生、 

④人と歴史の共生、⑤都市の魅力と住みやすさの共生、 

を意味します。 

 

この「絆」と「活力」により、中心市街地において、市内及び中

心市街地の子どもからお年寄りまでが、寛容(Clemente)な気持ちを

持って、人と人の絆を保ち続け、かつ、利便性・安全・安心を享受

し、「共生」できる都市空間を創造します。 

基本方針１：都市機能の集積と商業機能の充実を図る。 

基本方針２：住民参加により地域資源の活用を図る。 

基本方針３：ゲンジボタルが舞う良好な居住環境の形成を図る。 

基 本 理 念 

『絆と活力ある「共生都市」の創造』 

基本方針１： 

都市機能の集積と商業機

能の充実を図る。 

基本方針２： 

住民参加により地域資源の活用

を図る。 

基本方針３： 

ゲンジボタルが舞う良好

な居住環境形成を図る。 
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基本方針１：都市機能の集積と商業機能の充実を図る。 

市民アンケート調査の結果より、中心市街地のまちづくりにおいて、「スポーツ・健康施設」

「図書館等の文化施設」、「高齢者福祉施設」、「子育て支援施設」「商業機能」の充実が重要とな

っており、さらなる都市機能の集積と商業機能の充実が望まれています。 

中心市街地には、既に、市役所、市民交流センター、駅前総合案内所、駅前コミュニティホ

ールなど都市機能があり、また、近接して県成人病センター、市民病院、小児医療センター等

が存していますが、将来の急速な高齢化の進展等を見据えて、より一層の都市機能の集積を図

ることが必要です。 

このため、守山小学校と守山幼稚園の合築に合わせて、都市福利施設（市民ギャラリー、特定高齢者の介

護予防教室、読み聞かせ等の子育て支援施設、ほたるの情報発信施設、多世代や障害者などの交流施設）を整備します。また、中

山道沿道の町家を活用して高齢者ふれあい施設等の整備を図ります。 

さらに、既存大規模店舗の改築、空き店舗活用、まちづくり会社による賑わい拠点づくり、

駐車場整備などの商業環境の整備、魅力ある店舗誘致、駅周辺低未利用地の有効活用の促進、

更には、店舗等の魅力向上や定期的なイベント・ウォークラリー等の商店街の活性化に向けた

取組みにより、中心市街地の商業機能の強化・充実を図ります。 

交通の利便性が高く市域全体から利用しやすい中心市街地において、これらの都市機能の集

積と商業機能の充実を図るとともに、中心市街地へのアクセスの強化として自転車活用・自転

車道整備、公共交通の充実を図ります。 

 

基本方針２：住民参加により地域資源の活用を図る。 

中心市街地活性化協議会の下で住民参加により、特徴ある地域資源である小河川を活かした

「水辺遊歩道ネットワーク」の形成およびゲンジボタルが自生できる川づくりを進めます。ま

た、中山道や中心市街地内に点在する多くの歴史的資産を活用して「歴史回廊ネットワーク」

を形成し、回遊性のあるまちづくりを推進します。 

また、中山道の景観保全やゲンジボタルなどの地域の特徴を活かしたソフト事業の継続的展

開により、子育て世代などを引き込み、コミュニティの再生・強化を図り、まちの新たな魅力

発見や賑わいに繋げます。 

このように地域資源を活かした事業展開により、中心市街地内を散策したくなる環境を整え、

賑わいのある中心市街地として再生を図ります。 

 

基本方針３：ゲンジボタルが舞う良好な居住環境の形成を図る。 

まず、中心市街地を、良好な居住環境として不可欠な「人と人との絆」を醸成する場所とし

て再生します。守山小学校に都市福利施設を併設するとともに、隣接して親水公園を設けるこ

とにより、子どもを介した家族内交流・世代間交流を促進します。 

また、都市機能や商業機能の配置は、将来の急速な高齢化も見据え、高齢者や障害者や障害

者等が移動のしやすいコンパクトなまちづくりに配慮し、「歩いて暮らせるまちづくり」を実現

します。 

さらに、中心市街地における良好な居住環境形成を図るため、その象徴である「ゲンジボタ

ル」が自生できる河川環境の保全を地域住民等と協働で進めるとともに、景観計画条例により

街並み整備の誘導により、都市景観と自然環境が調和した、潤いのある快適な居住環境の形成

を図ります。 
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 ＜参考＞ゲンジボタルを復活させる取組みについて 

ゲンジボタルは守山市の良好な居住環境の象徴です。本市では、地域住民等と行政

が協働して、ゲンジボタルの復活を目指した取り組みを行っており、今では中心市街

地においても自生が確認されています。ゲンジボタルの飛翔数の調査は、市民の協力

得て、「NPO 法人びわこ豊穣の郷」が毎年実施しており、中心市街地内の飛翔数の推移

は下に示すとおりです。 

ゲンジボタルの飛翔数は、年々、増加しており、平成 19 年度に 1,286 匹が観測され

ました。平成 20年度は減少し、877 匹となりました。 

今後、引き続き、ゲンジボタルが舞う良好な河川環境の整備・維持保全について、

地域住民等と行政が協働で取り組み、平成 25年度に、ゲンジボタルの飛翔数が今まで

の最高値を上回る 1,300匹以上となることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

  

1.ＪＲガード下付近 

2.守山川蛍端上流 

3.伊勢戸川 

4.アーバンライフ裏竹
やぶ 

5.勝部神社入口～今宿間 

6.カナリア保育園裏 

7.山本鑑定所付近 

9.東門院内 

10.東門院～三津川間 

11.セルバ駐車場横（丹堂川） 

12.今宿土橋上流 
守山小学校前 

8.守善寺前 

 

 
中心市街地におけるゲンジボタル飛翔数(匹) 

421 454 

602 617 
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H20ゲンジボタル飛翔箇所 

初夏に街なかで舞う
ゲンジホタル
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２．中心市街地の位置及び区域 

［１］位置 

位置設定の考え方 

ＪＲ東海道本線守山駅周辺に広がる市街地は、本市の南東部にあり、中山道守山宿を中心に形

成され、神社仏閣が多く点在しているところである。また、江戸時代には朝鮮通信使のほか大名

行列や庶民の往来も盛んで、中山道の大宿でした。 

ＪＲ守山駅は、京都や大阪などの大都市と湖南地域を結ぶ玄関口であり、普通、快速、新快速、

関空特急はるかの停車駅でもあります。駅前広場にはバス路線の発着場（平日で 144 本が発車、

154 本が到着）があり、本市で最も公共交通機関の利用しやすい場所です。 

駅周辺には近年大規模マンションが林立するなど関西圏のベッドタウンとしての性格を有して

います。 

また、駅を中心として半径 1.5km 以内に平和堂守山店や西友守山店などの大規模スーパー、幼

稚園から高校まで 10施設を超える学校教育施設のほか、市役所、法務局守山出張所等の行政施設、

市民病院、市立図書館などの都市サービス施設が立地し、湖南地域の中核をなす地区です。 

今後本市がコンパクトなまちづくりを推進する上で、市全域及び周辺市町から公共交通機関を

利用しやすく、既存ストックを活用し、効率的な都市機能の集積が図れる地区において中心市街

地を形成すべきです。 

このため、公共交通機関が利用しやすく、各種の都市機能の集積の大きいＪＲ守山駅周辺を本

市の中心市街地として位置づけます。 

（位置図） 
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［２］区域 

区域設定の考え方 

（１）区域の面積   約 146ha 

（２）区域の境界 

東北の境界…市道下之郷吉身線、市道勝部吉身線、県道高野守山線 

東南の境界…市道勝部浮気線 

西南の境界…県道片岡栗東線、市道焔魔堂大門線 

西北の境界…市道二町播磨田幹線 

（３）区域設定の考え方 

・中心市街地は、居住又は都市機能の誘導をすべき区域であることから、住居系及び商業系の

用途地域を中心とします。 

・コンパクトなまちづくりを推進するにあたり、公共交通機関の結節点としての駅から歩いて

いける概ね 1kmの範囲とします。 

・中山道の宿場町として発展してきた歴史的な経緯から中山道を含み市街地を形成している範

囲とします。 

・幹線道路等で境界が明確となる一団の区域とします。 

（区域図） 

 

 

市道二町播磨田幹線 

市道下之郷吉身線 

市道勝部吉身線 

県道高野守山線 

市道勝部浮気線 

県道片岡栗東線 

市道焔魔堂大門線 

中心市街地区域 
約 146ha 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第１号要件 

当該市街地に、相

当数の小売商業者

が集積し、及び都市

機能が相当程度集

積しており、その存

在している市町村

の中心としての役

割を果たしている

市街地であること 

①商業が集積しています 

・中心市街地の面積 146ha は、守山市全体の 2.7％であり、この範囲に、小

売商業の事業所数の 28.0％、従業者数の 24.7％、売場面積の 25.7％、年

間商品販売額の 16.7％を占めており、小売商業が集積しています。 

表 小売商業の状況 

 中心市街地 守山市 対市シェア 

面積 146ha 5,481ha 2.7％ 

事業所数 171 店 610店 28.0％ 

従業者数 1,062人 4,298人 24.7％ 

売場面積(㎡) 20,838 81,044 25.7％ 

年間販売額(億円) 119.8 718.5 16.7％ 
（資料：平成 16年商業統計） 

 

②人口が集中しています 

・中心市街地として設定した区域は、守山市全域の人口の 13.5％、世帯数

の 15.4％を占めているなど、人口が集積しています。 

表 人口・世帯数の集積状況 

 中心市街地 守山市 対市シェア 

面積 146ha 5,481ha 2.7％ 

人口 10,080人 74,806人 13.5％ 

世帯数 4,038 26,150 15.4％ 
（資料：住民基本台帳（H19.9.30現在）） 

 

③事業所が集積しています 

・事業所数、従業員数の市内占有率が高くなっています。 

表 事業所（民間）の集積状況 

 中心市街地※ 守山市 対市シェア 

面積 146ha 5,481ha 2.7％ 

事業所数 1,402 2,640 53.1％ 

従業者数 12,903 22,877 56.4％ 

※中心市街地は守山、吉身学区 （資料：平成 16年事業所・企業統計調査） 
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④公共公益施設、都市福利施設が集積しています 

・市役所や駅前総合案内所、法務局守山出張所などの公共公益施設や、小学

校、幼稚園、保育園、市民交流センター、守山公民館などの教育文化施設、

民間の医療機関や社会福祉施設など、都市福利施設が集積しています。ま

た、市民病院、県立成人病センター、県立小児保健医療センターが隣接し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤公共交通の結節点です 

・ＪＲ守山駅をはじめ、同駅を発着場とした湖南地域のバス路線網が整備さ

れているなど、湖南地域の公共交通の結節点となっています。 

■バス路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＪＲ守山駅 

循環 18本 

往復 26本 

往復 41本 

往復 116本 

往復 33本 

循環 1 本 

往復 6 本 

 凡  例 

● 主要公共施設 

● 市民ｾﾝﾀｰ･市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

● 文化･教養施設 

● 病院 

● 福祉･保健施設 

● 保育園 

● 幼稚園 

● 小学校 

● 中学校 

● 高校 

 

守山 
市役所 大津地方法務局 

守山出張所 

守山市高年齢者職業相談室
(ジョブプラザ守山) 

守山市駅前総合案内所 

守山小学校 

藤本クリニック 
デイサービスセンター 

さいとうないか 
デイサービス 児童厚生施設友愛児童館 

・カナリヤクラブ 

通勤会館 

守山駅前 
コミュニティホール 

●吉身保育園 

守山保育園● 

守山幼稚園● 

市民交流センター 
(さんさん守山) 

守山会館 

デイサービスツクイ 
守山今宿 

● 
カナリヤ保育園 

(社)守山市 
シルバー人材センター 

市民病院 

県立成人病センター 

県立小児保健医療センター 

吉身 
小学校 

物部小学校 

立命館守山高校 

立命館守山中学校 

県立守山中学校 

県立守山高校 

守山南中学校 

●吉身幼稚園 

● 
浮気保育園 

古高保育園● 

縮尺  500m 
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第２号要件 

 当該市街地の土

地利用及び商業活

動の状況等からみ

て、機能的な都市活

動の確保又は経済

活力の維持に支障

を生じ、又は生ずる

おそれがあると認

められる市街地で

あること 

①今後、急激な高齢化を迎えます。 

・平成 12年と 19 年の中心市街地の人口の年代別構成をみると、住民の高

齢化が徐々に進んでいる一方、転入により、30 代～40 代が多くなって

おり、これらの年齢により、20 年～30年後、急激な高齢化を迎えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②歩行者・自転車通行量（平日）が激減 

・平成 19 年の歩行者・自転車通行量（平日）は昭和 51,59 年の３分の２

程度に減少しています。また、休日については３～４分の１程度にまで

激減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中心市街地人口一人当たりの交流施設面積が減少 

・中心市街地では、人口増加に伴い、身近に歩いていける文化交流施設の一

人当たり面積が減少しており、「人と人の絆」を育む仕組みづくりが必要

です。 
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（資料：住民基本台帳各年 9月 30日現在） 
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調査地点①●   ■ 
調査地点② 

  ▲ 
調査地点③ 

 

 

④商店数が激減 

・商店数を平成６年と比較すると 244 店から 171 店へと 73 店(30％)減少し

ました。また、市全体に対する商店数シェアが 38.2％から 28.0％に低下

しています。 

 
⑤年間商品販売額が激減 

・年間商品販売額を平成６年と比較すると、231億から 119 臆に半減しまし

た。また、市全体に対する商店数シェアが 37.7％から 16.7％に低下して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地価の下落率が大きくなっています 

・中心市街地の地価の下落率をみると、中心市街地以外よりも下落率が大き

く、相対的に衰退傾向にあることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店数の推移
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⑦新規住民世帯の増加に伴ってコミュニティや地域力が低下しています。 

・本市の誕生時(昭和 45 年)の世帯数を在来住民世帯数、それ以外を新規住

民世帯数と捉えると、平成 19 年には新規住民世帯が約７割となっており、

新規住民の増加に伴い、地域活動に参加しない住民が増えることにより、

コミュニティや地域力の低下が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

S45 S55 H2 H12 H19

世

帯

数

（
世

帯

）

新規住民世帯 

在来住民世

帯 

約７割 

約３割 

 



 
39 

第３号要件 

 当該市街地にお

ける都市機能の増

進及び経済活力の

向上と総合的かつ

一体的に推進する

ことが、当該市街地

の存在する市町村

及びその周辺の地

域の発展にとって

有効かつ適切であ

ると認められるこ

と 

 

①第４次守山市総合計画（もりやまレインボープラン） 
 ※策定年月日：平成 12年 3月 26日（基本構想議決日） 

市の南部に位置する市街地は、人口集中地域であり、都市機能や交

通機能の集積がみられる反面、宿場町としての発展の歴史をもつなど

守山市の都市的中心地域としての性格を持っています。今後想定され

る人口および世帯数の増加や生活様式の変化、定住志向の高まり等を

踏まえつつ、うるおいと安らぎのある良好な居住環境を形成するため、

低・未利用地の積極的な活用を進めるとともに、公園、道路等の生活

関連施設の整備、防災機能の充実等を図ります。また、駅前について

は多様な都市機能を集積させる施策を進めて行きます。 

  

②守山市都市計画基本方針（守山市都市計画マスタープラン） 
 ※策定年月日：平成 19年 7月 6日（都市計画審議会にて決定） 

【中心商業拠点】 

○ＪＲ守山駅周辺において、街並みの再生を図り、本市の玄関口及び

中心商業地としてふさわしい市民や訪れた人々が交流する拠点を形

成します。また、小河川を活かし、街なか居住を基本に、「歩く」、「出

会う」、「憩う」をキーワードに、にぎわいと活力ある市街地を形成

し、核となる文化・医療・福祉施設や生活者の利便性の向上に資す

る施設の整備推進を図ります。 

○中山道沿道については、歴史的な街並みの保全を推進するとともに、

景観上重要な建築物等の保全を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構想イメージ 

＜参考＞ 

【北部リゾート拠点】 

豊かな自然環境との保全と

新しい景観の創出に努めな

がら、都市部に隣接した貴

重な観光・レクリエーショ

ンゾーンとしての魅力ある

活用を図る。具体的には、

琵琶湖の良好な景観を活か

した観光・リゾート拠点と

して、観光・レクリエーシ

ョンに資するリゾートホテ

ルや温泉源を活用した温浴

施設、市民の憩いや健康増

進の場としての施設立地を

促進。 
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③周辺市町村と結びつきが強く、本市及び周辺地域の発展に有効です。 

・本市は、草津市、大津市、栗東市、野洲市、近江八幡市等との通勤・通

学人口や県成人病センターへの来街者が多く、周辺他都市との結びつき

が強く、湖南地域の中核都市としての役割を有するなど、中心市街地の

活性化は、周辺地域の発展に有効です。 

 

④既存施設との連携により、効率的な展開が可能である 

・本市の中心市街地は、公共交通機関の結節点であり、公共公益施設、都

市福利施設、商業施設等の多様な都市機能が集積しており、これらのス

トックを連携することで、相乗効果を発揮し、効率的に持続可能な都市

の形成ができます。 
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３．中心市街地の活性化の目標 

 

［１］中心市街地活性化の目標 

本市では、基本理念である『絆と活力ある「共生都市」の創造』を実現するため、３つの「基

本方針」の下、以下の目標を掲げ、中心市街地の活性化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもから高齢者まで幅広い世
代が共生できるまち 

住民参加により、地域資源を活か
し、魅力的で歩いて楽しいまち 

●中心市街地活性化の考え方 

①教育・福祉機能の 
充実の必要性 

③コミュニティの再生・
強化の必要性 

⑤住み続けたくなる良好な
居住環境形成の必要性 

②商業機能充実の
必要性 

④地域資源を活かし
た取組みの必要性 

       

 

(1)都市機能の集積と商
業機能の充実を図る 

(2)住民参加により地域
資源の活用を図る。 

(3)ゲンジボタルが舞
う良好な居住環境
の形成を図る。 

課 

題 
  

 
 
 
 
 
 
  

  
 

基
本
方
針 

 
 
 
 
       

 

目 

標 

基本理念：『絆と活力ある「共生都市」の創造』 
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目標１ 子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 住民参加により地域資源を活かし、魅力的で歩いて楽しいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小学校と幼稚園の合築に合わせた、福祉・文化・交流施設の複合化 

・新たな居住者が気軽に本市の歴史・風土・文化を学ぶことができる歴史文化拠点の整備 

・子育て年代を対象とした読み聞かせ等の子育て支援機能の強化 

・町家を活用し、昔親しんだ環境を復元した高齢者のふれあい施設の整備 

・既存大規模店舗の改築による質の高い商業拠点の整備 

・特徴ある本市の自然を身近に感じることのできる親水公園の整備    など 

・中心市街地内に訪れる機会を増やし、まちの活力を生み出す。 

・住み続けたくなる居住環境の形成を図る。 

誰もが利用しやすい場所に都市機能等を充実し、 

幅広い世代が共生できる環境を整える 

・特徴ある小河川を活かした「水辺遊歩道ネットワーク」の形成とゲンジボタルが自

生する河川環境整備 

・旧中山道、神社・仏閣、一里塚、道標や歴史的街並みなどの名所・旧跡を有機的に

結ぶ「歴史回廊ネットワーク」の形成 

・四季の感じられる並木道整備 

・中山道の町家を活用した学生による講座開設やイベントの実施 

・空き店舗や空地を活用した店舗誘致    

・快適に歩ける歩行空間の確保や歩道のバリアフリー化 

・公共交通の充実、自転車活用・自転車道の整備             など 

まち全体の魅力を高め、歩いて楽しい中心市街地を形成する 

住民参加により地域資源を活かし、ネットワーク化を進

め、魅力的で、楽しく、快適に歩ける環境を整える 
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［２］計画期間 

計画期間は、実施事業効果が現れると考えられる平成 27年３月までとします。 

 

［３］数値目標 

（１）評価指標設定の考え方 

本計画では、中心市街地を活性化していくために設定した目標について、それぞれ定量的な

評価指標を設定します。 

 

「目標１ 子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できるまち」に対応する評価指標 

「子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できるまち」評価指標として、福祉※・文化・

交流施設の利用者数、居住者数、自治会活動の参加者数、市民の福祉・文化・交流施設の満

足度などが考えられます。  

※：ここでいう「福祉」施設とは、介護の必要のない高齢者の福祉に資する場、及び、読み聞かせ等の子育て

支援の場をいう。 

本市では、市民の文化・交流活動の参加のしやすさを考え、市民交流センター、コミュニ

ティホール、駅前総合案内所などを多くの市民が利用しやすい場所に整備し、各施設の利用

者数を経年的に把握してきました。 

今後、本計画に基づき、「都市活力の確保」「まちの拠点性の確保」「住み続けたくなる居

住環境の形成」の観点から、歴史文化拠点、親水公園、小学校・幼稚園の合築に合わせた福

祉・文化・交流施設などの整備を進めます。そこで、常時観測が可能であり、定期的なフォ

ローアップもできる指標である「中心市街地内の福祉・文化・交流施設※の利用者数」を設

定します。 

※福祉・文化・交流施設の対象は、守山公民館、駅前総合案内所、駅前コミュニティホール、市民交流セ

ンター、及び、今後本計画に基づき整備する歴史文化拠点、市民ギャラリー、特定高齢者向け介護予防

教室、読み聞かせ等の子育て支援施設とします。 

   

 

「目標２ 住民参加により地域資源を活かし、魅力的で歩いて楽しいまち」に対応する評価

指標 

「住民参加により地域資源を活かし、魅力的で歩いて楽しいまち」評価指標として、歩行

者・自転車通行量、名所・旧跡の来訪者数、市街地内での滞在時間、まちの好感度などが考

えられます。 

本市では、「歴史回廊ネットワーク」や「水辺遊歩道ネットワーク」の形成や、バリアフ

リー化など来訪者が安全で、安心して、楽しく、快適に、歩いてみたくなる環境を整え、ま

ち全体の魅力を高めます。このため、評価指標として「歩行者・自転車通行量（平日）」を

設定することが、市民にとってもわかりやすく、定期的に観測が可能な指標であると考えら

れます。 
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（２）評価指標に基づく数値目標の設定 

【評価指標① 中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者数】 

中心市街地内の既存の文化交流施設※1の入館者数は、平成 18 年度まで増加傾向を示して

いましたが、平成 19 年度は減少し 126,082 人となりました。これは、市民一人当たりに換

算すると年間 1.7回（７ヶ月に１回）利用していることになります。 

今後、小学校及び幼稚園の合築に合わせた福祉・文化・交流施設、歴史文化拠点整備によ

り、交流を育む環境を整え、平成 26年度に福祉・文化・交流施設全体の利用者数を 37,200

人増とすることを目指します。これは、中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用回数を

市民の半数がプラス１回多く利用していただくことを目指すもので、利用する頻度を７ヶ月

に１回から 5.5ヶ月に１回程度とするものです。 

  
※1 既存の文化交流施設：守山公民館、駅前総合案内所、駅前コミュニティーホール、市民交流センター 

なお、計画の終期は、当初予定していた平成 27年２月から平成 27年３月へ変更されました

が、これに伴う推計値、事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとします。 

◆数値目標の根拠の考え方◆ 

 今後、中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者数は横ばいで推移することが想定され

るが、守山小学校に併設する都市福利施設※2 の利用者および歴史文化拠点の整備による利用

者、ならびに中山道街道文化交流館の機能充実（広場・駐車場）による利用者が増加すること

を見込みます。 

※２ 守山小学校に併設する都市福利施設：市民ギャラリー、特定高齢者の介護予防教室、子育て支援機能 

 (1)守山小学校に併設する都市福利施設による利用者の増加：25,900人 

  守山小学校には都市福利施設として福祉・文化・交流施設を併設し、利用者の増加を見込

むものとする。 

    ①市民ギャラリーの整備による利用者の増加：13,500人 

個展などを開催できる市民ギャラリーとしての整備を行います。利用者数は、中心市街地

内の既存の文化交流施設の利用者数から推定します。 
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文化施設の規模(㎡)×中心市街地内の文化交流施設の㎡あたり年間利用者(人･年/㎡)※３ ×1/2※４＝ 想定利用者 

270㎡ × 50人･年/㎡ ≒ 13,500 人 

※３ 中心市街地内の文化交流施設の㎡あたり年間利用者：100人・年/㎡ 

※４ 最初の間は、利用者が少ないので、年間利用者に 1/2を乗じている 

 

②特定高齢者の介護予防教室の整備による利用者の増加：9,000人 

特定高齢者の介護予防教室を整備することから、類似施設の利用者数から利用者を推定し

ます。 

１教室あたりの利用者数×開催回数×稼働日数＝想定利用者 

15人 × 2回/日 × 300 日 ≒ 9,000 人 

 

③読み聞かせ等の子育て支援機能の整備による利用者の増加：3,400人 

類似施設である市「ほほえみセンター」の利用者数から利用者を推定します。 

子育て支援機能の施設規模×㎡あたり利用者(人･日/㎡)×稼働日数＝想定利用者 

70㎡ × 0.16人･日/㎡ × 300 日 ≒ 3,400 人 

 

(2)歴史文化拠点の整備による利用者の増加：7,000人 

歴史文化拠点として、中山道に沿った歴史を偲ばせる建築物に整備し、守山市の歴史文化

や情報の発信基地として、また、語り部などを配し、来訪者と地域住民の交流の拠点として

整備するほか、別棟には飲食物産施設を配置します。 

この歴史文化拠点の整備による利用者として、県内の類似施設の年間利用者が 600人～５

万人となっています。 

本市の歴史文化拠点施設は、県内他の類似施設と同種の施設を整備するものではありませ

んが、「ほたるの森資料館」と同程度の床面積（約 100 ㎡）であることから、年間利用者数

を「ほたるの森資料館」と同程度で見込みます。 

＜参考＞県内の類似施設の年間利用者数（守山市調べ） 

施 設 名 都市名 
年間利用者

数 

東海道歴史資料館 湖南市 5,000 人 

水口城資料館 甲賀市 4,000 人 

水口歴史民族資料館 甲賀市 4,000 人 

甲賀歴史民族資料館 甲賀市 600人 

近江八幡市立資料館 近江八幡市 50,000 人 

草津宿街道交流館 草津市 16,000 人 

草津宿本陣 草津市 18,000 人 

ほたるの森資料館 守山市 7,000 人 

栗東歴史民族博物館 栗東市 34,300 人 

近江日野商人館 日野町 7,000 人 

木地師資料館 東近江市 800人 
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(3)中山道街道文化交流館の機能充実（広場・駐車場）による利用者の増加：4,500人 

既存の中山道街道文化交流館に、広場・駐車場等の機能の充実を図ることによる利用者数

の増加を見込みます。 

施設の規模(㎡)×中心市街地内の文化施設の㎡あたり年間利用者(人･年/㎡) ※３ ×1/2※４ ＝ 想定利用者 

90㎡ × 50人･年/㎡ ≒ 4,500 人 

 

 

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者 (H19） 126,082人 

 

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用増加人数(H25)  

(1)守山小学校に併設する都市福利施設の整備よる利用者の増加 25,900 人増 

(2)歴史文化拠点の整備による利用者の増加 7,000 人増 

(3)中山道街道文化交流館の機能充実による利用者の増加 4,500 人増 

合計 37,400人増 

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者 (H26) 163,000人 

 

◆フォローアップ 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置を講じ

ていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成 23 年度には数値目標を検証し、状況に

応じて目標達成に向けた改善措置を講じていきます。また、最終年度にあたる平成 26 年度

の終了後には、平成 23年度で検証した事項を含め再度検証します。 

 

 ◆調査方法 

   利用者数については、毎年 3 月頃に既存の文化交流施設である「守山公民館」「駅前総合

案内所」「駅前コミュニティーホール」「市民交流センター」の４施設と、新たに加える「守

山小学校に併設する都市福利施設」「歴史文化拠点施設」「中山道街道文化交流館」の３施設

を加えた計７施設の年間利用者数を調査します。 
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【評価指標② 歩行者・自転車通行量(平日)】 

中心市街地内の歩行者・自転車通行量（平日）について、同地点で調査された３地点（①③

④）の合計を見ると、平和堂守山店が開店し最も賑わいのあった昭和 51 年と比較して平成 19

年の通行量は、３分の２程度に減少しています。32 年間で 3,491人（36.8％）減少しており、

毎年 1.1％減少したことになります。この傾向で推移すると、平成 25 年にはさらに減少し、

5,350人程度になるものと思われます。 

今後、来訪者が安全で、魅力的で歩いて楽しい環境を整え、まち全体の魅力を高めることに

より、この減少を食い止め、平成 26 年に、平成 19 年度に対して年 0.5％以上増加させること

を目指します。 

 

 

具体的には、歩行者・自転車通行量（平日３地点合計）、平成 19年の 6,002 人について、目

標年次の平成 26年に 6,200 人（平成 25年の予測値よりも 850 人増）とすることを目指します。 

 

なお、計画の終期は、当初予定していた平成 27年２月から平成 27年３月へ変更されました

が、これに伴う推計値、事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S51 から年 1.1％

で減少した場合 
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■ 歩行者・自転車通行量の調査地点と数値目標達成に向けた考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆数値目標の根拠の考え方◆ 

(1)歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の利用者による増加：56人 

歴史文化拠点の利用者及び中山道街道文化交流拠点の利用者ならびに歴史文化拠点内の

地域活性化施設※の利用者が増加することを見込みます。 

※：歴史文化拠点内にまちづくり会社が設けるテナントミックス（飲食店等） 

①歴史文化拠点の年間利用者：7,000人 

②中山道街道文化交流館拠点の年間利用者：4,500 人 

③地域活性化施設の年間利用者：25,200人 

地域活性化施設の施設規模(㎡)×㎡あたり年間利用者(人･年/㎡) 

210㎡×120 人･年/㎡＝25,200 人 

 

・歴史文化拠点の整備 

・中山道街道文化交流拠点の整備 

・東門院門前にぎわいづくり事業 

・地域活性化施設の整備 

水辺遊歩道ネットワーク

の形成 

歴史回廊ネットワークの

形成 

都市福利施設（市民ギャラリー、

特定高齢者の介護予防教室、読み

聞かせ等の子育て支援機能）・親

水公園・地域活性化施設の整備 

③ 
① 

② 

調査地点 

縮尺 100ｍ 



 
49 

①～③の施設の利用者合計 36,700 人の歩行者・自転車利用者は、京阪神都市圏パーソン

トリップ調査より守山市における代表交通手段別発生集中交通量から、徒歩（14.4％）及び

自転車（19.8％）での利用者の割合から求めると、 

歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の年間想定利用者数 × 徒歩及び自転車

分担率 ＝ 徒歩及び自転車での年間想定利用者数 

36,700人×（14.4％＋19.8％）＝ 12,600 人 

施設の稼働日数を年間 300 日と想定すると、1日当たりの利用者は 

12,600人 ÷ 300 日 ≒ 42人/日 

と想定されます。 

 

歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点は、①から②の間で整備する予定です。歩行者・

自転車での利用者 42 人は、①地点では 42 人の 1/6、②地点では 42 人の 1/2 が往復として

カウントされるため、歩行者自転車通行量としては 42×(1/2＋1/6)×２=56 人となります。 

 

表 守山市代表交通手段別発生集中交通量（H12年平日）   単位：トリップエンド、％ 

 徒歩 自転車 
自転車を

除く二輪車 
自動車 バス 鉄道 計 

ﾄﾘｯﾌﾟ数 

（構成比） 
44,146 

(14.4) 

60,879 

(19.8) 

6,242 

(2.0) 

166,84

5 

(54.4) 

3,420 

(1.1) 

25,113 

(8.2) 

306,69

6 

(100) 
（資料：京阪神都市圏パーソントリップ調査） 

 

 

(2)「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネットワーク」形成により中心市街地内の居住者の

歩く人の潜在需要を喚起し、歩行者が増加：756人 

現在の歩行者・自転車通行量の１２．６％増（※）を見込みます。 

6,002人 × 0.126 ≒ 756 人 

※本市が昨年度実施した『にぎわい回遊歩行空間形成に向けての交通社会調査』において、地域住

民や来訪者が安全で安心して歩けることのできる環境を整備した場合の社会実験を行った結果、

歩行者・自転車通行量が平日で１２．６％増加しました。この増加量を潜在需要と考えられます。 

 

(3)守山小学校に併設する都市福利施設等の整備による歩行者・自転車通行量の増加：66人 

①市民ギャラリーの 1日平均の利用者：45人 

市民ギャラリーの年間利用者 13,500 人について、稼働日を 300 日として、一日の平均利

用者数を想定すると、 

13,500人 ÷ 300 日 ≒ 45人/日 

②特定高齢者の介護予防教室の利用者：30人 

特定高齢者の介護予防教室の利用者は、 
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１教室あたりの利用者数×回数＝一日当たり想定利用者 

15人 × 2回 ≒ 30 人/日 

③読み聞かせ等の子育て支援機能の利用者：11人 

子育て支援機能の施設規模×㎡あたり利用者(人･日/㎡)＝想定利用者 

70㎡ × 0.16人･日/㎡ ≒ 11 人 

④地域活性化施設※の利用者：84人 ※：都市福利施設内にまちづくり会社が設けるテナントミックス（飲食店） 

店舗数×1 店舗あたりの店舗の席数×客回転率（レストラン）＝一日当たり想定利用者 

3店舗×25 席×1.3＝98人 
 

①～④の施設の利用者合計 184人の利用による歩行者・自転車通行量の増加について、次

の通り推計します。 

 

施設の利用者 184 人のうち歩行者・自転車利用者は、京阪神都市圏パーソントリップ調

査より守山市における代表交通手段別発生集中交通量から、徒歩（14.4％）及び自転車

（19.8％）での利用者の割合から求めると、 

施設の利用者 × 徒歩及び自転車分担率 ＝ 徒歩及び自転車での利用者数 

184 人 ×（14.4％＋19.8％）＝ 63人 

この徒歩及び自転車での利用者 63 人は、施設整備する守山小学校前の銀座商店街の歩

行者の方向別の割合で利用するものとし、方向別に求めます。 

観測地点①での方向別歩行者・自転車通行量は、北進方向が 1,619 人、南進方向が 1,767

人（平成 19年 11月 20日平日調査）の合計 3,386 人となっています。 

したがって、北方面から往復し、観測地点①で歩行者・自転車通行量としてカウントさ

れる人数は、 

63人 ×1,767 人÷（1,767 人＋1,619 人）×２ ＝ 66 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
歩行者自転車通行量の観測地点 

① 

② 

③ 1,619人 

1,767人 
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(4)東門院門前にぎわいづくり事業による歩行者・自転車通行量の増加：31人 

東門院の門前において町屋を利用して、門前カフェ事業やアート市の開催、舞台・納涼床

を設置し賑わいの創出を図ることにより歩行者・自転車通行量が増加することを見込みま

す。 

当該施設の年間利用者数を推計し、そこから歩行者・自転車利用者を想定します。 

当該施設の施設規模×㎡あたり利用者(人･年/㎡)＝想定利用者 

225㎡ × 88人･年/㎡ ≒ 19,800 人 

徒歩・自転車利用者は、 

年間想定利用者数 × 徒歩及び自転車分担率 ＝ 徒歩及び自転車での年間想定利
用者数 

19,800人×（14.4％＋19.8％）＝ 6,770 人 

施設の稼働日数を年間 300 日と想定すると、1日当たりの利用者は 

6,770人 ÷ 300日 ≒ 23人/日 

と想定されます。 

 

東門院門前にぎわいづくり事業は、①から②の間で整備する予定です。歩行者・自転車で

の利用者 23 人は、①地点では 23 人の 1/6、②地点では 23 人の 1/2 が往復としてカウント

されるため、歩行者自転車通行量としては 23×(1/2＋1/6)×２=31 人となります。 

 

以上より、目標年次の平成 26年に 6,259人（平成 25 年の予測値よりも 909人増）となり

ます。 

 

中心市街地内の歩行者・自転車通行量 (H19） 6,002人 

 

平成 25年の歩行者・自転車通行量の予測値 5,350人 

中心市街地内の歩行者・自転車通行量の増加量 (H25） 増加数 

(1) 歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の利用者による

増加 
56人増 

(2) 「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネットワーク」

形成により居住者の歩く人の潜在需要を喚起 
756人増 

(3) 守山小学校に併設する都市福利施設等の整備による増

加 
66人増 

(4) 東門院門前にぎわいづくり事業による増加 31人増 

合  計 909人増 

平成 26年の歩行者・自転車通行量 6,259人 
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◆フォローアップ 

事業の進捗促進について毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置を講じ

ていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成 23 年度には数値目標を検証し、状況に

応じて目標達成に向けた改善措置を講じていきます。また、最終年度にあたる平成 26 年度

の終了後には、平成 23年度で検証した事項を含め再度検証します。 

 

 ◆調査方法 

   歩行者・自転車通行量については、毎年 11 月頃に「北野電気前（銀座通り）」「宇野本家

前（旧中山道）」「沢井電気店前（ほたる通り商店街）」の計 3箇所で交通量調査を行います。 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整

備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］市街地の整備改善の必要性  

【現状と市街地の整備改善の事業の必要性】 

中心市街地活性化の中で、都市活力を再生するため、既存ストック等を活用した都市機能

の集積や商業機能の充実が必要です。これに併せて、中心市街地へのアクセスしやすい都市

基盤の整備及び回遊したくなる都市基盤の整備が必要不可欠です。 

さらに、本市は京都、大阪との利便性も高く、ＪＲ守山駅周辺ではマンションが建設され

るなど中心市街地の人口は増加しており、住み続けたくなる環境整備の観点から、「人と人

の絆」を強化する都市基盤整備が必要です。 

このような現状のなか、本市の中心市街地における市街地整備改善の必要性は以下の点に

あります。 

① 中心市街地へのアクセスをしやすい都市基盤として、道路のバリアフリー化や自転車

活用・自転車道の整備、駐車場の整備等の取組みが必要です。 

② 回遊したくなる都市基盤として、安心して歩ける歩行空間確保、道路の美装化、「水

辺遊歩道ネットワーク」、「歴史回廊ネットワークの整備」「分かりやすいサイン表示」

等の取組みが必要です。 

③ 安心して住み続けられる環境を整えるため、豪雨時の浸水対策としての雨水幹線の整

備及び災害時の避難場所等としての公園の整備等の取組みが必要です。 

④ コミュニティの再生・強化を図る観点から、「人と人の絆」を醸成する親水公園を整

備し、子どもから高齢者までが共生できる場づくり等が必要です。 

 

【フォローアップの考え方】 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講じま

す。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

市道勝部浮気線（道路） 

◎事業内容 

中心市街地の道路のバ

リアフリー化 

■実施時期 

H20～21年度 

守山市 【位置付け】 

勝部浮気線のバリアフリー化整備を

行う。 

【必要性】 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくな

る環境づくり、及び歩行者の回遊性向

上を目指すために必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H20～21 年

度 

 

●事業名 

親水公園整備事業（地

域創造支援事業） 

◎事業内容 

守山小学校東交差点付

近において親水公園を

整備 

■実施時期 

H21 年度 

 

守山市 【位置付け】 

守山小学校東交差点付近において親

水公園を整備し、市民が交流できる場

を提供する。 

【必要性】 

親水公園を整備することにより、子育

て世代及び高齢者が交流を育む場を

設けることは、にぎわいを創出するた

めに必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H21 年度 

 

●事業名 

水辺遊歩道ネットワー

クの形成事業（地域創

造支援事業） 

◎事業内容 

守山川、丹堂川、金森

川、目田川の水辺遊歩

道整備や小公園整備な

ど 

■実施時期 

H21 年度 

 

 

 

守山市 【位置付け】 

中心市街地を流れる守山川、丹堂川、

金森川、目田川において水辺遊歩道を

整備するほか、丹堂川、金森川におい

てほたるが自生できるような護岸整

備を行う。また、遊歩道には所々に市

民が休憩できる小さな公園を整備す

る。 

【必要性】 

水辺遊歩道のネットワークや親水性

の高い河川整備などにより、自然との

出会いを回復すると共にゲンジボタ

ルの自生する環境を創出するために

必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H21 年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

一里塚、土橋、東門院、

本陣跡、源内塚等歩行

者支援施設整備 

◎事業内容 

史跡等の案内のための

設備の設置、休憩のた

めのベンチの設置 

■実施時期 

H21～25年度 

守山市 【位置付け】 

中山道の史跡等に、史跡等を案内する

設備を設置すると共に、中山道を回遊

する市民のためにベンチを設置する。 

【必要性】 

市民が回遊し、歩いてみたくなる気持

ちが高まり、楽しめる空間を形成して

いくには必要な事業である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画） 

■実施時期 

H21～25 年

度 

 

●事業名 

道路の美装化事業(高

質空間形成施設、道路) 

◎事業内容 

美装化舗装、無電柱化

に向けての検討および

実施 

■実施時期 

H21、H24～H26 年度（H25

年度繰越） 

滋賀県 

守山市 

【位置付け】 

ほたる通り及び中山道の一部の区間

において美装化を施した舗装を行う。 

また、親水公園及び福祉・文化・交流

施設に接する道路の無電柱化の検討

を行い、実施する。 

【必要性】 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくな

る環境づくり、及び歩行者の回遊性向

上を目指すために必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H24～H25年

度 

 

●事業名 

道路のバリアフリー化

整備事業（道路） 

◎事業内容 

中心市街地の道路のバ

リアフリー化 

■実施時期 

H21～H24年度 

守山市 【位置付け】 

二町播磨田線のバリアフリー化整備

を行う。 

【必要性】 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくな

る環境づくり、及び歩行者の回遊性向

上を目指すために必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H21～H24年

度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

分かりやすいサイン表

示の設置事業（地域生

活基盤施設） 

◎事業内容 

案内板設置 

■実施時期 

H23～H25年度 

 

 

守山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置付け】 

本事業は各施設を看板表示および道

路上案内表示するものである。 

【必要性】 

人々が目印となる特徴付けや距離、方

角、内容などの情報を提供することに

より、街の構造を判りやすく示し、

人々の街における諸活動の手助けと

なるものであり、回遊性を求めるのに

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H24～H25年

度 

 

 

●事業名 

あまが池親水緑地整備

事業（公園、地域創造

支援事業） 

◎事業内容 

守山小学校東交差点付

近において親水公園を

整備 

■実施時期 

H22～H24年度 

守山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置付け】 

守山小学校東交差点付近において親

水公園を整備し、市民が交流できる場

を提供する。 

【必要性】 

親水公園を整備することにより、子育

て世代及び高齢者が交流を育む場を

設けることは、にぎわいを創出するた

めに必要な事業である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H22～H24年

度 

 

●事業名 

水辺遊歩道ネットワー

クの形成事業(高質空

間形成施設、地域生活

基盤施設、地域創造支

援事業) 

◎事業内容 

守山川、丹堂川、金森

川の水辺遊歩道整備や

小公園整備など 

■実施時期 

H22～H26 年度（H25 年

度繰越） 

守山市 【位置付け】 

中心市街地を流れる守山川、丹堂川、

金森川において水辺遊歩道を整備す

るほか、金森川において多自然型護岸

整備を行う。また、遊歩道には所々に

市民が休憩できる小さな公園を整備

する。 

【必要性】 

水辺遊歩道のネットワークや親水性

の高い河川整備などにより、自然との

出会いを回復すると共にゲンジボタ

ルの自生する環境を創出するために

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H22～H25年

度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

守山駅前シェルター整

備事業（高質空間形成

施設） 

◎事業内容 

既存シェルターの延長

整備 

■実施時期 

H24 年度 

守山市 【位置付け】 

守山駅前の既存シェルターの延長整

備を行う。 

【必要性】 

駅前ロータリーにおける歩行者等の

利便性向上と混雑緩和を図り、安全・

安心に歩ける環境をつくるために必

要な事業である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H24 年度 

 

●事業名 

駐車場整備事業（地域

生活基盤施設） 

◎事業内容 

守山幼稚園跡地の駐車

場整備 

■実施時期 

H23～H24年度 

 

守山市 【位置付け】 

守山幼稚園跡地を駐車場として整備

する。 

【必要性】 

駐車場の整備により訪れやすい環境

を整え、市民と来訪者の交流を促進す

るために必要な施設である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H23～H24年

度 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

都市計画公園整備事業 

◎事業内容 

焔魔堂公園の整備 

■実施時期 

H16～22年度 

守山市 【位置付け】 

焔魔堂町地先に整備する本公園は、近

隣公園また災害時の避難場所として

の機能を有するものであり、バリアフ

リーによる誰もが楽しめる公園とし

て位置付けている。 

【必要性】 

子育て世代及び高齢者が交流を育む

と共に、災害時における安全な避難場

所を確保するために必要な事業であ

る。 

●支援措置 

都市公園事

業 

 

■実施時期 

H16～22 年

度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

浸水対策事業 

◎事業内容 

県が実施する雨水幹線

に市雨水幹線を接続す

る。 

■実施時期 

H14～H26年度 

守山市 【位置付け】 

雨水幹線を整備することにより中心

市街地内において浸水による被害を

なくす。 

【必要性】 

中心市街地内に安心して暮らせるよ

うな環境整備を行うために必要な事

業である。 

 

●支援措置 

下水道事業 

■実施時期 

H14～H26年

度 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置

の内容及び

実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

守山栗東雨水幹線事業 

◎事業内容 

守山市三宅町から栗東

市出庭に至る雨水幹線

整備による浸水対策と

市街地排水浄化対策 

■実施時期 

H14～H20年度 

 

 

 

 

滋賀県 【位置付け】 

雨水幹線を整備することにより中心

市街地内において浸水による被害を

なくす。 

【必要性】 

中心市街地内に安心して暮らせるよ

うな環境整備を行うために必要な事

業である。 

●支援措置 

下水道事業 

■実施時期 

H14～H20年

度 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

道路のバリアフリー化

整備事業 

◎事業内容 

中心市街地の道路のバ

リアフリー化 

■実施時期 

H24～H26年度 

守山市 【位置付け】 

古高川田線のバリアフリー化整備を行

う。 

【必要性】 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくな

る環境づくり、及び歩行者の回遊性向

上を目指すために必要な事業である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

安全・安心に歩ける環

境整備検討 

◎事業内容 

安心して歩ける歩行空

間の創出の検討 

■実施時期 

H22～H25年度 

守山市 【位置付け】 

ほたる通り、中山道において歩行空間

を再検討する。 

【必要性】 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくな

る環境づくり、及び歩行者の回遊性向

上を目指すために必要な事業である。 

  

●事業名 

自転車の活用等検討事

業 

◎事業内容 

中心市街地内の円滑な

移動手段の確保の検討 

■実施時期 

H22 年度 

守山市 【位置付け】 

自転車道の整備や自転車等の活用によ

る円滑な移動手段の検討 

【必要性】 

歩行者が安全・安心に歩くことができ、

自転車利用者等が安全・安心に運転で

きる環境づくり、及び歩行者や自転車

利用者等の回遊性向上を目指すために

必要な事業である。 

  

●事業名 

駐車場整備事業 

◎事業内容 

ＪＲ貨物用地を有効活

用するため駐車場とし

て整備 

■実施時期 

H20 年度 

ＪＲ貨

物 

【位置付け】 

ＪＲ貨物用地を暫定的に駐車場として

活用するものである。 

【必要性】 

本駐車場の整備により来街者が増加

し、賑わい創出及び商業の活性化につ

ながることから必要な事業である。 

  

●事業名 

ＪＲ貨物用地・市保有

地の有効活用の検討 

◎事業内容 

ＪＲ貨物用地・市保有

地の有効活用の検討 

■実施時期 

H24 年度～ 

守山市

ＪＲ貨

物 

【位置付け】 

中心市街地の都市機能の充実や回遊性

向上等の観点から、駅東口の低未利用

地の有効活用方策の検討と併せて、駅

東西アクセスの強化の検討を行う。 

【必要性】 

駅周辺の低未利用地の有効活用は、中

心市街地の活性化に大きく寄与するも

のであることから必要な事業である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

【現状と都市福利施設の整備の必要性】 

本市の中心市街地には、市役所、法務局守山出張所などの公共施設や、小学校、幼稚園、

保育園などの教育施設、市民交流センター、駅前総合案内所、駅前コミュニティホール、守

山公民館などの文化交流施設、民間の社会福祉施設などの都市福利施設が集積しています。

また、守山市民病院、県立成人病センター、県立小児保健医療センターなどの医療施設、市

民ホール、市民運動公園等の文化体育施設、立命館守山中高・県立守山中高といった教育施

設も近接しています。 

都市機能を強化する観点から、高齢者福祉・子育て支援・文化・交流施設等の充実が必要

です。また、新住民に守山の歴史・風土・伝統等を等しく理解いただくため、歴史文化施設

の整備が必要です。 

さらに、地区内では、人口増加に伴い今後守山幼稚園・守山小学校の園児数・児童数の増

加が予測されることから、これらに対応した施設の充実が求められています。 

このような現状の中、本市の都市福利施設の整備の必要性は以下の点にあります。 

 

①市全体の文化水準を高め、居住者の活発な交流活動を促すため、市民の文化活動の拠点

整備などの取組みが必要です。 

②コミュニティの再生・強化により、「人と人との絆」を育むため、多世代の交流はもと

より、家族間の交流を促進するような、交流拠点の整備や歴史文化施設の整備などの取

組みが必要です。 

③子どもから高齢者までの「共生」を可能とするため、昔親しんだ環境で時間を過ごせる

高齢者のふれあい施設、高齢者福祉及び子育て支援に資する施設整備などの取組みを行

い、「歩いて暮らせるまちづくり」のための都市機能整備が必要です。 

④中心市街地に立地する守山小学校・守山幼稚園は、耐震化の問題や児童数の増加に対応

した施設整備などの取組みが必要です。 

 

【フォローアップの考え方】 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講じま

す。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施

時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

教育施設の合築および

福祉・文化交流施設の

複合化に向けた基本構

想策定事業（地域創造

支援事業） 

◎事業内容 

教育施設の統合・合築

および福祉・文化交流

施設の複合化に向けた

基本構想を策定 

■実施時期 

H20、21年度 

 

 

守山市 【位置付け】 

老朽化が進んでいる守山小学校の耐

震改築、守山幼稚園の大規模改築、市

民の福祉・文化等交流施設として、利

便性や安全・安心なまちとしての機能

を向上させるため、教育施設の統合・

合築および福祉・文化交流施設の複合

化に向けた基本構想を、関係者ワーク

ショップ（行政・PTA・自治会等）等

を実施により策定する。 

【必要性】 

行政サービスを提供する場を設ける

ことにより、市民の利便性や安全・安

心なまちとしての機能を向上させる

ために必要な施設である。 

 

 

 

●支援措置 

「まちづく

り交付金」 

■実施時期 

H20、21 年

度 

 

 

 

●事業名 

旧八幡信用金庫広場整

備（地域生活基盤施設） 

◎事業内容 

広場・駐車場の整備 

■実施時期 

H21 年度 

 

守山市 【位置付け】 

市民、来訪者の交流を促進するため、

中山道街道文化交流館の機能充実の

一環として、広場・駐車場を整備する

ものである。 

【必要性】 

広場・駐車場の整備により訪れやすい

環境を整え、市民と来訪者の交流を促

進するために必要な施設である。 

 

 

 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H21年度 
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事業名、内容及び実施

時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

福祉・文化・交流施設

の複合化事業 

◎事業内容 

文化・福祉・子育て支

援・多世代交流など複

合化施設の整備 

■実施時期 

H21 年度 

 

 

 

 

守山市 【位置付け】 

守山小学校と守山幼稚園の合築に合

わせ、公共施設(市民ギャラリー・特

定高齢者の介護予防教室・子育て支援

施設・ほたるの情報発信施設・多世代

や障害者などの交流促進施設・地域活

性化施設)を整備するものである。 

【必要性】 

行政サービスを提供する場を設ける

ことにより、市民の利便性や安全・安

心なまちとしての機能を向上させる

ために必要な施設である。 

 

●支援措置 

「暮らし・

にぎわい再

生事業」 

■実施時期 

H21年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

福祉・文化・交流施設

の複合化事業（高次都

市施設、地域創造支援

事業） 

◎事業内容 

文化・福祉・多世代交

流など複合化施設の整

備 

■実施時期 

H23～H24年度 

 

 

守山市 【位置付け】 

守山小学校と守山幼稚園の合築に合

わせ、公共施設(市民ギャラリー・特

定高齢者の介護予防教室・多世代交流

促進・地域活性化施設)を整備するも

のである。 

【必要性】 

行政サービスを提供する場を設ける

ことにより、市民の利便性や安全・安

心なまちとしての機能を向上させる

ために必要な施設である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H23～H24年

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

歴史文化拠点整備事業 

(既存建造物活用事業、

地域創造支援事業) 

◎事業内容 

守山に関する歴史文化

拠点の設置 

■実施時期 

H22～H23年度 

 

 

守山市 【位置付け】 

町家を活用して、守山の歴史文化の情

報発信や物産販売を行う施設として

有効活用する。 

【必要性】 

新しい住民と古くからの住民との守

山の歴史文化に対する知識の差を埋

め、円滑なコミュニケーションやコミ

ュニティの再生・強化につなげる場と

して必要な施設である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H22～H23年

度 
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事業名、内容及び実施

時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

教育施設の統合化事業

（幼稚園）（地域創造支

援事業） 

◎事業内容 

守山小学校、守山幼稚

園の一体的整備 

■実施時期 

H22～H23年度 

守山市 【位置付け】 

守山小学校の校舎は築 50 年が経過す

ることから施設の老朽化が進んでい

るとともに、耐震基準に適合していな

い。更に市街化区域内であることから

住宅開発が進み、児童数も年々増加し

ているため増築も必要な状況である。

また、守山幼稚園の園舎は築 26 年が

経過し、施設の延命措置を講ずる時期

に近づき、施設の大規模改修が必要で

あるほか、小学校と同様に園児が年々

増加し、更に中心市街地において新た

に幼稚園での３歳児保育を実施する

ためには園舎の増築も必要である。な

お、整備に当たっては｢環境に配慮し

た施設｣とする。 

【必要性】 

幼・小の現状の解決策として、幼・小

を統合することにより幼・小の連携を

一段と図ることが出来、時代に即した

教育施設や教育環境の整備が出来る。

また、施設整備経費や運営等の経費節

減が出来ることから、教育機能を充実

するために必要な事業である。 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画） 

■実施時期 

H22～H23年

度 

 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施

時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

東門院門前にぎわいづ

くり事業 

◎事業内容 

門前アート市の開催、

町家を利用した門前カ

フェ事業、舞台・納涼

床の設置事業 

■実施時期 

H20 年度 

㈱ルー

ププラ

ンニン

グ 

【位置付け】 

守山宿らしい景観を確保しつつ、東門

院を中心にその隣接する町家を活用

し、賑わいの創出と高齢者の居場所づ

くりを行う。 

【必要性】 

中山道守山宿のにぎわいの創出と集

客力を高めるほか、中心市街地への来

訪機会を増やすために必要な事業で

ある。 

●支援措置 

地域介護・

福祉空間整

備等交付金 

■実施時期 

H20年度～ 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

シルバーほのぼのハウ

ス事業 

◎事業内容 

子ども体験教室、高齢

者の健康料理教室、高

齢者の体操教室、リサ

イクル工芸 

■実施時期 

H20 年度 

(社)守

山市シ

ルバー

人材セ

ンター 

【位置付け】 

商店街の空き店舗を利用して、親・

子・孫の三世代のための居場所づく

り、ならびに高齢者の就労の確保を行

う。 

【必要性】 

親・子・孫の三世代が交流する機会を

つくる活動を通じ、コミュニティの再

生をしていくためには必要な事業で

ある。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

新設マンションへの事

務所・店舗等の設置誘

導 

◎事業内容 

JR 守山駅周辺の一定規

模以上のマンションの

新設に対し、事務所・

店舗等の設置を誘導す

る 

■実施時期 

H22年度～ 

 

守山市 【位置付け】 

駅周辺において一定規模以上のマン

ションを新設する際に、事務所・店舗

等の設置を誘導することにより、職住

共存特別用途の検討を行う。 

【必要性】 

JR守山駅周辺では、居住用マンション

の供給が盛んである一方、商業や業務

の衰退傾向が見られる状況であるた

め、これを是正するために必要な措置

である。 

  

●事業名 

福祉交流拠点検討 

◎事業内容 

JR 守山駅東側の福祉交

流拠点について検討す

る。 

■実施時期 

H22年度～ 

守山市 【位置付け】 

今後の少子高齢社会を見据えて、地域

住民の生活を支える福祉等の行政サ

ービスを受けられる環境のより一層

の充実について検討する。 

【必要性】 

今後の少子高齢社会を見据えて、住み

続けたくなる居住環境を実現する観

点から必要な事業である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

教育施設の統合化事業 

◎事業内容 

守山小学校、守山幼稚

園の一体的整備 

■実施時期 

H22～H24年度 

守山市 【位置付け】 

守山小学校の校舎は築 50 年が経過す

ることから施設の老朽化が進んでい

るとともに、耐震基準に適合していな

い。更に市街化区域内であることから

住宅開発が進み、児童数も年々増加し

ているため増築も必要な状況である。

また、守山幼稚園の園舎は築 26 年が

経過し、施設の延命措置を講ずる時期

に近づき、施設の大規模改修が必要で

あるほか、小学校と同様に園児が年々

増加し、更に中心市街地において新た

に幼稚園での３歳児保育を実施する

ためには園舎の増築も必要である。な

お、整備に当たっては｢環境に配慮し

た施設｣とする。 

【必要性】 

幼・小の現状の解決策として、幼・小

を統合することにより幼・小の連携を

一段と図ることが出来、時代に即した

教育施設や教育環境の整備が出来る。

また、施設整備経費や運営等の経費節

減が出来ることから、教育機能を充実

するために必要な事業である。 

●支援措置 

安全・安心

な学校づく

り交付金 

 

■実施時期 

H22～H24年

度 

 

●事業名 

身近に歩いて行政サー

ビスを受けられる環境

のより一層の充実検討 

◎事業内容 

福祉・文化等の行政サ

ービスの充実について

検討する。 

■実施時期 

H21～H26年度 

守山市 【位置付け】 

今後の少子高齢社会を見据えて、身近

に歩いて、地域住民の生活を支える福

祉・文化等の行政サービスを受けられ

る環境のより一層の充実について検

討する。 

【必要性】 

今後の少子高齢社会を見据えて、住み

続けたくなる居住環境を実現する観

点から、「歩いて暮らせるまちづくり」

を推進するために必要な事業である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

火まつり等伝統行事継

承事業 

◎事業内容 

火まつりや地域歴史文

化等の情報発信 

■実施時期 

H22～H26年度 

勝部自

治会 

【位置付け】 

正月に行われる「火まつり」をはじめ、

由緒ある伝統行事を継承するため、歴

史文化の継承と市内外への情報発信

を行う。 

【必要性】 

新しい住民と既存の住民が守山の歴

史文化に対する知識を共有し、市内外

へ情報を発信することは、中心市街地

の活性化にとって必要である。 

  

●事業名 

中山道にぎわい創出事

業 

◎事業内容 

伝統文化の啓発、継承

と町屋の保全と活用、

まちづくり講座の開催 

■実施時期 

H20 年度～ 

守山市 【位置付け】 

守山の歴史・文化資源が豊かな中山道

周辺を軸に地域の歴史や伝統的な生

活文化に親しみ、人との交流によるコ

ミュニティの醸成と商店主の自主的

な活性化に向けた取り組みを行なう。 

【必要性】 

中心市街地の商業者と協働し、まちづ

くりの人材の発掘や育成を通じて中

心市街地の活性化を目指すために必

要です。 

 

  

●事業名 

回想法※の拠点づくり 

◎事業内容 

福祉・文化・交流施設

を利用した高齢者のふ

れあいづくり 

■実施時期 

H21～H26年度 

 

※昔親しんだ環境の中で時

間を過ごすことにより、認

知症予防を行う取組みで

す。 

守山市 【位置付け】 

本事業は、福祉・文化・交流施設を利

用して高齢者のふれあいづくりを行

い、高齢者の介護予防を推進するもの

である。 

【必要性】 

少子高齢社会を見据えた介護予防の

場として必要な事業である。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及

び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］街なか居住の推進の必要性  

【現状と街なか居住の推進の必要性】 

近年、ＪＲ守山駅周辺では高層マンションの建設が目立っており、本市の中心市街地では

人口が増加しています。しかしながら、一方ではこれらマンションの建設に伴って、景観や

住環境の保全に関する問題が生じています。 

街なか居住を推進していくにあたっては、生活の場としての利便性や安全性の確保、地域

コミュニティの形成などが大切になってきます。 

『絆と活力ある「共生都市」の創造』を基本理念に据えて中心市街地活性化に取り組む本

市にとって、街なか居住の推進のためには、駅前としての良好な環境形成や歴史的景観の保

全に向けた取り組みと同時に、良好な居住環境を創出していく取り組みが必要です。その一

環として、本市では中山道守山宿等地区計画及び景観条例・景観計画を定めており、良好な

景観形成を誘導しています。 

このような状況のなか、本市の街なか居住の推進、居住環境の向上に向けた取り組みの必

要性は以下の点にあります。 

①中山道守山宿の歴史的景観を保全するとともに、中山道守山宿等地区計画の活用により

歴史的な街並と調和した建築物の誘導を図ることが必要です。 

②ＪＲ守山駅の周辺においては、守山の顔にふさわしい良好な景観の形成が必要です。 

③小河川などを活かし、自然環境と調和した良好な居住環境を創出することが必要です。 

④中心市街地の魅力を高め、民間活力による街なか居住の推進が必要です。 

 

【フォローアップの考え方】 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講じま

す。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

泉町金森線（高質空間

形成施設） 

◎事業内容 

泉町金森線の緑化の推

進 

■実施時期 

H18～H21年度 

守山市 【位置付け】 

泉町金森線において、市民が歩いて四

季を感じることができる並木道づく

りを行う。 

【必要性】 

歩いてみたくなる環境づくり、及び歩

行者の回遊性向上のために必要な事

業である。 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H18～H21年

度 

 

●事業名 

ホタル関係環境保護事

業（まちづくり活動推

進事業） 

◎事業内容 

パーク＆ウォークによ

るホタル観賞回遊及び

来訪を促進するため、

臨時駐車場・バスを用

意すると共にＰＲ活動

を行う 

■実施時期 

H18～H21年度 

 

守山ほ

たるパ

ーク＆

ウォー

ク実行

委員会 

【位置付け】 

ゲンジボタルが飛翔する時期にあわ

せて来訪しやすい環境を整え、より多

くの方に「中心市街地」でのホタル観

賞を楽しんで頂くための仕掛けとし

て「パーク＆ライド」を発展させ、「パ

ーク＆ウォーク」を展開する。 

【必要性】 

貴重な地域資源であるゲンジボタル

を通して川の環境を守ることの大切

さを学び、 市民ひとり一人が誇りの

持てるまちづくりを推進するために

必要な事業である。  

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H18～H21年

度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

水辺遊歩道ネットワー

クの形成事業（再掲） 

◎事業内容 

守山川、丹堂川、金森

川、目田川の水辺遊歩

道整備や小公園整備な

ど 

■実施時期 

H21 年度 

守山市 【位置付け】 

中心市街地を流れる守山川、丹堂川、

金森川、目田川において水辺遊歩道を

整備するほか、丹堂川、金森川におい

てゲンジボタルが自生できるような

護岸整備を行う。また、遊歩道には

所々に市民が休憩できる小さな公園

を整備する。 

【必要性】 

水辺遊歩道のネットワークや親水性

の高い河川整備などにより、自然との

出会いを回復すると共にゲンジボタ

ルの自生する環境を創出するために

必要な事業である。 

●支援措置 

まちづくり

交付金 

■実施時期 

H21年度 

 

●事業名 

水辺遊歩道ネットワー

クの形成事業(高質空

間形成施設、地域生活

基盤施設、地域創造支

援事業)（再掲） 

◎事業内容 

守山川、丹堂川、金森

川の水辺遊歩道整備や

小公園整備など 

■実施時期 

H22～H26 年度（H25 年

度繰越） 

 

守山市 【位置付け】 

中心市街地を流れる守山川、丹堂川、

金森川において水辺遊歩道を整備す

るほか、金森川において多自然型護岸

整備を行う。また、遊歩道には所々に

市民が休憩できる小さな公園を整備

する。 

【必要性】 

水辺遊歩道のネットワークや親水性

の高い河川整備などにより、自然との

出会いを回復すると共にゲンジボタ

ルの自生する環境を創出するために

必要な事業である。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業（守山

中心市街地

地区）） 

■実施時期 

H22～H25年

度 
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②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

    

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

●事業名 

中山道の街並み整備事

業 

◎事業内容 

中山道の街並みに合致

した修景整備に対して

助成する 

■実施時期 

H20～H26年度 

 

 

守山市 【位置付け】 

中山道守山宿等地区計画区域内の沿

道に面した建築物等において、地区計

画および施工基準に適合した修景整

備を行った場合に助成する。 

【必要性】 

中山道の歴史的な建造物や中山道守

山宿らしい風情ある景観を保全・再生

することにより、市民が誇りを持てる

環境形成を図るうえで必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（守山市南

部地区）地方

都市リノベ

ーション事

業と一体の

効果促進事

業 

■実施時期 

H20～H26年

度 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

守山市景観条例等の

活用による景観誘導 

◎事業内容 

中山道守山宿等地区

計画及び景観条例・景

観計画による景観規

制 

■実施時期 

H20 年度～ 

 

守山市 【位置付け】 

良好な市街地景観を保全・創出する

ため、景観規制を行う。(H20.6.1施

行済み) 

【必要性】 

秩序ある市街地景観の形成を誘導

し、本市の美しい景観を後世に引き

継いでいくために必要な措置であ

る。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

四季を感じる景観形

成の推進事業 

◎事業内容 

新中山道の緑化の推

進 

■実施時期 

H23～H24年度 

守山市 【位置付け】 

新中山道において、市民が歩いて四

季を感じることができる並木道づく

りを行う。 

【必要性】 

歩いてみたくなる環境づくり、及び

歩行者の回遊性向上のために必要な

事業である。 

 

  

●事業名 

新設マンションへの

事務所・店舗等の設置

誘導（再掲） 

◎事業内容 

JR 守山駅周辺の一定

規模以上のマンショ

ンの新設に対し、事務

所・店舗等の設置を誘

導する 

■実施時期 

H22 年度～ 

 

守山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置付け】 

駅周辺において一定規模以上のマン

ションを新設する際に、事務所・店

舗等の設置を誘導することにより、

職住共存特別用途の検討を行う。 

【必要性】 

JR守山駅周辺では、居住用マンショ

ンの供給が盛んである一方、商業や

業務の衰退傾向が見られる状況であ

るため、これを是正するために必要

な措置である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

守山ほたるパーク＆

ウォーク 

◎事業内容 

パーク＆ウォークに

よるホタル観賞回遊

及び来訪を促進する

ため、臨時駐車場・バ

スを用意すると共に

ＰＲ活動を行う 

■実施時期 

H22 年度～ 

 

守山ほた

るパーク

＆ウォー

ク実行委

員会 

【位置付け】 

ゲンジボタルが飛翔する時期にあわ

せて来訪しやすい環境を整え、より

多くの方に「中心市街地」でのホタ

ル観賞を楽しんで頂くための仕掛け

として「パーク＆ライド」を発展さ

せ、「パーク＆ウォーク」を展開する。 

【必要性】 

貴重な地域資源であるゲンジボタル

を通して川の環境を守ることの大切

さを学び、 市民ひとり一人が誇りの

持てるまちづくりを推進するために

必要な事業である。  
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措

置に関する事項 

［１］商業の活性化の必要性  

【現状と商業の活性化の必要性】 

本市の商業の現状については、商店数は、平成６年には 244 店ありましたが、平成 16年に

は 171 店となり、７割程度となりました。年間商品販売額は、平成６年には約 232 億円あり

ましたが、平成 16年には約 120億円と半減しました。また、対市シェアについても、37.7％

から 16.7％と半分以下になりました。年間商品販売額の減少が大きいことから、今後も商店

数が減少していくことが予想されます。 

また、消費者ニーズの変化に対応できていない商業者や後継者問題が生じている商業者が

多く見られるなどの問題を抱えています。 

アンケート調査からも、商業機能の充実を求める声が大きい状況にあり、商業機能は都市

活力を確保するのみではなく、中心市街地内居住者及び市民にとって、生活基盤上、必要不

可欠な機能です。 

このような状況のなか、本市における商業の活性化の必要性は以下の点にあります。 

 

①既存大規模店舗の改築による賑わい創出の取組みが必要です。 

②歩いてみたくなる魅力を高めるため、空き店舗の既存ストックの活用等により商店街と

しての賑わいの連続性を確保することが必要です。 

③中心市街地の活性化に向けて、公共施設の整備に併せて、民の賑わい創出の機能を導入

するなど、公・民の連携した取組みが必要です。 

④行政・事業者・市民による協働のまちづくりを推進するため、中心市街地の活性化を担

う多くの団体が参加し、公民の役割分担の下、コンセンサスの形成やまちの運営の役割

を担う組織づくりが必要です。 

⑤中心市街地の賑わいを創出するイベントの開催などソフト的な取り組みが必要です。 

 

【フォローアップの考え方】 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講じま

す。 
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［２］具体的事業等の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

●事業名 

歴史文化拠点内の「地

域活性化施設」テナン

トミックス事業 

◎事業内容 

㈱みらいもりやま 21

が地域活性化施設を活

用して賑わい創出を図

る。 

■実施時期 

H22～H23年度 

 

 

 

 

 

 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

近年において、中心市街地の商店街が

衰退する中、歴史的資源である町家を

活かし賑わいを生み出すための取組

みが始まっている。このような中、守

山市が中山道に面した町家を歴史文

化拠点として整備を行い、その一部を

地域活性化施設として、㈱みらいもり

やま 21 が活用し、テナントミックス

事業（飲食店）を行う。店舗について

は、町家を活かした交流の場として飲

食店２店舗の設置を行い、市民や来訪

者が守山の歴史文化に気軽に触れる

機会を創出する。 

【必要性】 

テナントミックス事業により、賑わい

を創出するための拠点を整備するこ

とは、中心市街地活性化に必要であ

る。 

 

●支援措置 

戦略的中心

市街地商業

等活性化支

援事業 

■実施時期 

H23年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

中心市街地活性化協議

会事務局支援事業 

◎事業内容 

専門的な調査研究を行

う 

■実施時期 

H21～H23年度 

 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

本市の中心市街地の商業機能は低下

しており、商業機能の充実が喫緊の課

題となっている。こうした中、協議会

等が基本計画の事業を推進していく

うえで必要な専門的調査研究を委託

し、効率的な事業推進を図る。 

【必要性】 

専門的な調査研究により、より効果的

な活性化策を講じることが期待でき

るため、必要な事業である。 

●支援措置 

戦略的中心

市街地商業

等活性化支

援事業 

■実施時期 

H21 ～ H23

年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

●事業名 

セルバ守山地下施設整

備事業 

◎事業内容 

セルバ守山地下に多様

な店舗による商業施設

および、子育て世代等

のための交流スペース

を整備し、賑わいの創

出を図る。 

■実施時期 

H25 年度 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

セルバ守山地下の空き店舗において、

多様な店舗による商業施設や、子育て

世代等のための交流スペースを整備

することにより、回遊性と集客力向上

および賑わいの創出を図る。 

【必要性】 

セルバおよび中心市街地全体の賑わ

いを創出するため、市民ニーズに合っ

たセルバ地下の施設整備を行うこと

は、中心市街地活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

中心市街地

魅力発掘・

創造支援事

業費補助金 

■実施時期 

H25 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

（仮称）平和堂守山店

建替え事業 

◎事業内容 

総合スーパーの建替え 

■実施時期 

H24～H26年度 

 

 

㈱平和堂 【位置付け】 

中心市街地の中央部に位置する平和堂

守山店の建替により居住者や来街者の

利便性を高め、回遊性と集客力向上を

図る。 

【必要性】 

水辺遊歩道ネットワークの整備事業と

連携を図ることで、中心市街地のにぎ

わいの創出と活性化に貢献する必要な

事業である 

  



 
76 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

新たに店舗を誘致する

外部投資誘導事業 

◎事業内容 

空店舗や市街地におけ

る空閑地への店舗誘致 

 

■実施時期 

H21～H26年度 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

まちづくり会社が活用する地域活性化

施設とともに新たに外部資本を導入す

ることにより既存商店へ波及効果を与

える 

【必要性】 

水辺遊歩道ネットワークや歴史回廊ネ

ットワークでの回遊性を高めていくう

えで、民間資本の誘致が必要である。 

  

●事業名 

回想法※の拠点づくり

（再掲） 

◎事業内容 

福祉・文化・交流施設

を利用した高齢者の居

場所づくり 

■実施時期 

H21～H26年度 

 

※昔親しんだ環境の中で時

間を過ごすことにより、

認知症予防を行う取組み

です。 

 

守山市 【位置付け】 

本事業は、福祉・文化・交流施設を利

用して高齢者の居場所づくりを行い、

高齢者の介護予防を推進するものであ

る。 

【必要性】 

少子高齢社会を見据えた介護予防の場

として必要な事業である。 

  

●事業名 

東門院門前にぎわいづ

くり事業（再掲） 

◎事業内容 

門前アート市の開催、

町家を利用した門前カ

フェ事業、舞台・納涼

床の設置事業 

■実施時期 

H20 年度 

㈱ループ

プランニ

ング 

【位置付け】 

守山宿らしい景観を確保しつつ、東門

院を中心にその隣接する町家を活用

し、賑わいの創出と高齢者の居場所づ

くりを行う。 

【必要性】 

中山道守山宿のにぎわいの創出と集客

力を高めるほか、中心市街地への来訪

機会を増やすために必要な事業であ

る。 

●支援措置 

地域介護・

福祉空間整

備等交付金 

■実施時期 

H20年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

銀座商店街の活性化の

検討 

◎事業内容 

銀座商店街の活性化に

向け方策を検討する 

■実施時期 

H20～H26年度 

守山銀座

商店街振

興組合 

 

【位置付け】 

銀座商店街の活性化を図ることで、回

遊性と集客力向上を図る。 

【必要性】 

賑わいを創出するための活動拠点とし

て方策を検討することは中心市街地活

性化に必要な事業である。 

  

●事業名 

セルバ守山地下の有効

活用の検討 

◎事業内容 

セルバ守山地下の有効

活用検討を行う 

■実施時期 

H21～25年度 

セルバ守

山管理組

合、守山

市、(株)

みらいも

りやま 21

等 

 

【位置付け】 

セルバ守山地下の空き店舗の有効利用

を官民協働により、回遊性と集客力向

上を図る。 

【必要性】 

賑わいを創出するための活動拠点とし

て方策を検討することは中心市街地活

性化に必要な事業である。 

  

●事業名 

商店街コミュニティス

ペース事業 

◎事業内容 

商店街の空きスペース

を活用してコミュニテ

ィ形成の場を設ける 

■実施時期 

H17～H25年度 

守山商工

会議所 

【位置付け】 

商店街の空きスペースを活用して、情

報発信や交流の場を設けることによっ

て商店街の活性化を図る。 

【必要性】 

商店街の中に立ち寄りたくなる公的な

場を設けることは、商店街の活性化の

ために必要な事業である。 

  

●事業名 

近江鉄道用地の有効活

用検討 

◎事業内容 

駅前広場付近にある近

江鉄道用地の有効活用

方策を検討する 

■実施時期 

H21～H26年度 

 

近江鉄道 【位置付け】 

当該地に存する既存の商業施設は立地

条件の良さを活かしきれていないた

め、より有効な活用方策を検討する。 

【必要性】 

駅前広場に面する一帯の土地を有効活

用することは、賑わいの創出に有効で

あるため、検討を進めることは必要で

ある。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

中心市街地情報発信事

業 

◎事業内容 

ホームページ等により

中心市街地に関する情

報を発信する 

■実施時期 

H20～H26年度 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

中心市街地を活性化するため、ホーム

ページ等により中心市街地に関する情

報を発信する。 

【必要性】 

中心市街地の情報を発信することは、

中心市街地の活性化にとって必要であ

る。 

  

●事業名 

市民との協働のための

プラットフォームづく

り事業 

◎事業内容 

場の提供、コーディネ

ート、情報収集発信 

■実施時期 

H20～H26年度 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

多様・多能な市民同士のネットワーク

づくりを行い、市民の発意・提案を支

援し、その過程の中で計画・実施・評

価の各段階を共有し、市民活動の支援

を行う。 

【必要性】 

市民が主役のまちづくりを進める場、

また、市民･地域と行政をつなぐ場、発

信拠点づくりとして必要な事業であ

る。 

  

●事業名 

地域社会研究調査事業 

◎事業内容 

中心市街地に拠点を置

き研究を進める。 

研究・調査、定例公開

講座他 

■実施時期 

H20～H26年度 

京都大学

フィール

ドステー

ション守

山 

【位置付け】 

守山市を市街地・農村・漁村の３種類

の地域社会に分類するなかで、今後の

調和がとれた発展と県内での位置づけ

を研究する。 

【必要性】 

研究・調査と連携するなかで、中心市

街地と周辺地域との結びつきの強化を

検討していく。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

町家活用のまちづくり

事業 

◎事業内容 

中山道街道文化交流館

を拠点に大学生による

講座開催や賑わいイベ

ントを実施 

■実施時期 

H21 年度 

 

大学ゼミ 【位置づけ】 

中山道の町家を活用するため大学生が

講座の開催等を実施することにより周

辺地域の賑わい創出に寄与する。 

【必要性】 

中山道の交流施設を活用し賑わいを創

出する 

事業を実施することは回遊性を高める

うえでも必要である。 

  

●事業名 

商店街にぎわいイベン

ト事業 

◎事業内容 

マーケット開催、空き

店舗活用、応援プロジ

ェクトチームの設置 

■実施時期 

H22～H26年度 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

歩行者の流れを創出するため、マーケ

ットを開催するほか、空き店舗を活用

し伝統文化等を発信する拠点を設けま

す。また、市民を巻き込んだ応援プロ

ジェクトチームを立ち上げ、各個店に

あった店舗イメージ等を分析する取組

みを実施します。 

【必要性】 

中心市街地内の商店街に訪れるきっか

けを定期的に設け、その魅力を知って

もらうことにより、中心市街地への来

訪者や回遊性を高めるため必要な事業

である。 

  

●事業名 

もりやま夏まつり 

◎事業内容 

コンサートや抽選会な

どのイベント開催 

■実施時期 

H18～H26年度 

守山夏祭

り実行委

員会 

【位置付け】 

市民の主体性を見出し、住民主導のま

つりとして、商店街の活性化、市民相

互のふれあいを促進する。 

【必要性】 

駅前で開催することにより、中心市街

地活性化の一環として、また、各商店

街、自治会、市民、企業の参加により

「市民が主役のまちづくり」として必

要な事業である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

もりやまいち 

◎事業内容 

地産地消に資する地元

産物の販売 

■実施時期 

H6～H26年度 

もりやま

いち実行

委員会 

【位置付け】 

歴史・文化資源の豊かな中山道を軸で

取り組むことにより、中心市街地の商

業者と協働し新たなまちづくりに向け

ての人材発掘や育成を目指す。 

【必要性】 

まちの活性化には、地域の歴史や伝統

的な生活文化に親しみ、人との交流に

よるコミュニティの醸成が必要であ

る。 

  

●事業名 

銀座夜市 

◎事業内容 

模擬店による販売 

■実施時期 

S45～H26 

 

守山銀座

商店街振

興組合 

【位置付け】 

夏の風物詩として銀座商店街で夜市を

することにより、市民にコミュニティ

の場を提供する。 

【必要性】 

中心市街地活性化の一環として、また、

銀座商店街、自治会、市民の参加によ

り「市民が主役のまちづくり」として

必要な事業である。 

  

●事業名 

守山音楽コンサート 

◎事業内容 

守山音楽コンサートを

開催する。 

■実施時期 

H21～H26 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

文化の香り高い中心市街地を形成する

ため、親水公園および既存音楽ホール

等を活用して、守山音楽コンサートを

開催する。 

【必要性】 

中心市街地における賑わいを創出する

ために必要な事業である。 

  

●事業名 

もりやま市民活動屋台

村 

◎事業内容 

市民、ボランティア、

ＮＰＯ等の活動の成果

や取り組みをＰＲし、

各団体の交流を促進す

る。 

■実施時期 

H17 年度～ 

もりやま

市民活動

屋台村実

行委員会 

【位置付け】 

市民交流センターにおいて、住民相互

の活発な交流を促進し、コミュニティ

の再生・強化を図るとともに中心市街

地内の活力を創出する。 

【必要性】 

市民が主体となって活動する各種団体

の交流を促進することは、コミュニテ

ィの再生・強化を図るため必要な事業

です。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

もりやま冬ホタル 

◎事業内容 

冬季に駅前広場周辺に

おいてイルミネーショ

ンを実施する。 

■実施時期 

H18 年度～ 

守山商工

会議所 

【位置付け】 

ホタルを彷彿させるイルミネーション

により四季折々の守山のよさを感じ、

市民が愛着を持って住み続けたくなる

環境整備を図る。 

【必要性】 

四季折々の守山の良さを感じること

は、市民の誇りを持って住み続けたく

なる意識を醸し出し、定住の促進につ

ながる事業です。 

  

●事業名 

フリーマーケットの開

催 

◎事業内容 

定期的にフリーマーケ

ットを開催する。 

■実施時期 

H18 年度～ 

ほたる通

り商店街 

【位置付け】 

若い人達を中心に、中心市街地に訪れ

る機会を少しでも増やす取り組みで

す。 

【必要性】 

集客効果により商店街の賑わいを創出

するために必要な事業です。 

  

●事業名 

中山道にぎわい創出事

業 

（再掲） 

◎事業内容 

伝統文化の啓発、継承

と町屋の保全と活用、

まちづくり講座の開催 

■実施時期 

H20～H22年度 

 

守山市 【位置付け】 

守山の歴史・文化資源が豊かな中山道

周辺を軸に地域の歴史や伝統的な生活

文化に親しみ、人との交流によるコミ

ュニティの醸成と商店主の自主的な活

性化に向けた取り組みを行なう。 

【必要性】 

中心市街地の商業者と協働し、まちづ

くりの人材の発掘や育成を通じて中心

市街地の活性化を目指すために必要で

す。 

  

●事業名 

守山 100円商店街 

◎事業内容 

商店街全体を１軒の

100 円ショップに見立

てる。 

■実施時期 

H22 年度～ 

守山 100

円商店街

実行委員

会 

 

【位置付け】 

商店街全体を１軒の 100 円ショップに

見立て、店頭に 100 円コーナーを設置

することで、回遊性を高め、商店の活

性化を図る。 

【必要性】 

回遊性や集客効果により商店の賑わい

を創出するために必要な事業です。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

もりやまバル 

◎事業内容 

一定範囲の飲食店が連

携し、共通チケットで

の飲み歩きを可能とす

る。 

■実施時期 

H22 年度～ 

守山商工

会議所 

【位置付け】 

一定範囲の飲食店が連携し、共通チケ

ットでの飲み歩きを可能とすること

で、回遊性を高め、商店の活性化を図

る。 

【必要性】 

回遊性や集客効果により商店の賑わい

を創出するために必要な事業です。 

  

●事業名 

得する街のゼミナール 

◎事業内容 

各商店が講師となり、

ゼミを開催する。 

■実施時期 

H22 年度～ 

守山商工

会議所 

【位置付け】 

各商店が講師となり、専門知識等を無

料で受講できるゼミを開催し、市民と

の交流を通して商店の活性化を図る。 

【必要性】 

各商店と市民との交流を通し、商店の

ファンづくりや人材の発掘・育成を図

り、商店の活性化を目指すために必要

な事業です。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

●事業名 

福祉・文化・交流施設

内の「地域活性化施設」

テナントミックス事業 

◎事業内容 

㈱みらいもりやま 21

が地域活性化施設を活

用して賑わい創出を図

る。 

■実施時期 

H21～H24年度 

 

 

㈱みらい

もりやま

21 

【位置付け】 

中心市街地の商業ゾーンに隣接し、立

地する守山小学校は、築 50年が経過し、

耐震性を踏まえた建替えが決定してい

る。この建替えに併せて、守山小学校

に併設する福祉・文化・交流施設内の

地域活性化施設を㈱みらいもりやま 21

が活用し、テナントミックス事業（飲

食店）を行う。店舗についてはアンケ

ート等による各種調査において、市民

要望の高い飲食店 3店舗の設置を行い、

地域にない先導的な店舗展開を行い、

周辺に波及効果を与えていく。併せて、

ソフト事業で親水公園でのオープンカ

フェや休日には音楽会を開催し、集客

効果を高める。 

【必要性】 

テナントミックス事業により、賑わい

を創出するための拠点を整備すること

は、中心市街地活性化に必要である。 
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８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

【現状と必要性】 

本市の中心市街地内には、ＪＲ守山駅をはじめ、その駅前広場を発着場とする湖南地域の

バス路線網が整備されています。このため、ＪＲ守山駅は湖南地域の玄関口としての役割と

ともに、周辺地域から公共交通機関を利用してアクセスしやすい場所となっています。 

路線バスの利用者数は、年々減少傾向にあり、ここ 10 年間で 1/3 程度まで減少していま

すが、平成 19年は前年と比べ、僅かながら増加しました。 

アンケート調査により、公共交通の充実の声が多い状況です 

このような状況のなか、本市の公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性

は以下の点にあります。 

 

① 誰もが利用しやすい中心市街地として、湖南地域及び市域全域から中心市街地へ来訪

する機会を増やすために、公共交通機関の利便性の向上を図る取り組みが必要です。 

② バス利用者のニーズ、高齢社会への対応を踏まえ、まちづくりと一体化した公共交通

の維持、活性化が必要です。 

③ 市内バス路線の充実、広域バス路線の整備、バス停留所の適正な配置など、市民生活

の利便性の向上に向けた取組みが必要です。 

⑤ 人と自然が共生するまちづくりを目指す本市にとって、街なかでゲンジボタルが乱舞

する光景をより多くの方に楽しんでいただくために、自動車交通の市内への乗り入れ

規制とバスによる輸送の確保等が必要です。 

 

【フォローアップの考え方】 

事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講じま

す。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

   該当なし 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

●事業名 

公共交通の充実の検

討（オンデマンドバ

ス・タクシー※） 

※：予約乗合による公共交通 

◎事業内容 

公共交通をどのよう

に充実させるべきか

について検討する 

■実施時期 

H21 年度～ 

守山市 【位置付け】 

バス事業者とタクシー事業者との役

割分担を念頭に置きながら、行政・

市民・事業者等の連携により、公共

交通をどのように充実させるべきか

について検討を行う。 

【必要性】 

まちなかへの来街者を増やし回遊性

を高めるために必要な事業である。 

  

●事業名 

ホタル関係環境保護

事業（まちづくり活動

推進事業）(再掲) 

◎事業内容 

パーク＆ウォークに

よるホタル観賞及び

来訪を促進するため、

臨時駐車場・バスを用

意すると共にＰＲ活

動を行う 

■実施時期 

H18 年～H21 年度 

 

守山ほた

るパーク

＆ウォー

ク実行委

員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置付け】 

ゲンジボタルが飛翔する時期にあわ

せて来訪しやすい環境を整え、より

多くの方にホタル観賞を楽しんで頂

くための仕掛けとしてパーク＆ウォ

ークを展開する。 

【必要性】 

貴重な地域資源であるゲンジボタル

を通して川の環境を守ることの大切

さを学び、 市民ひとり一人が誇りの

持てるまちづくりを推進するために

必要な事業である。  
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

●事業名 

守山ほたるパーク＆

ウォーク (再掲) 

◎事業内容 

パーク＆ウォークに

よるホタル観賞及び

来訪を促進するため、

臨時駐車場・バスを用

意すると共にＰＲ活

動を行う 

■実施時期 

H22 年度～ 

 

守山ほた

るパーク

＆ウォー

ク実行委

員会 

【位置付け】 

ゲンジボタルが飛翔する時期にあわ

せて来訪しやすい環境を整え、より

多くの方にホタル観賞を楽しんで頂

くための仕掛けとしてパーク＆ウォ

ークを展開する。 

【必要性】 

貴重な地域資源であるゲンジボタル

を通して川の環境を守ることの大切

さを学び、 市民ひとり一人が誇りの

持てるまちづくりを推進するために

必要な事業である。 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●四季を感じる景観
形成の推進事業 

●都市計画公園整備事業 

●回想法の拠点づくり 
●中山道の街並み整備事業（地
域創造支援事業） 

●一里塚、土橋、東門院、本陣跡、
源内塚等歩行者支援施設整備(高
質空間形成施設) 

●安全・安心に歩ける
環境整備検討 

●駐車場整備事業 
 

●守山栗東雨水幹線事業 
●浸水対策事業 

●道路のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
整備事業 

●水辺遊歩道ﾈｯﾄﾜｰｸ
形成事業 

●市道勝部浮気線（道路） 

●教育施設の統合化事業 
●複合化に向けた基本構想策定事業 
●福祉・文化等交流施設の複合化事業 
●福祉・文化・交流施設内の「地域活
性化施設」テナントミックス事業 

●JR貨物用地・市保有
地の有効活用検討 

●近江鉄道用地の有効活用検討 
 

 ●自転車の活用等検討事業 
●シルバーほのぼのハウス事業 
●新築マンションへの事務所・店舗等の設置誘導 
●守山市景観条例・景観計画 
●ホタル関係環境保護事業(まちづくり推進事業) 
●商店街コミュニティスペース事業 
●新たに店舗を誘致する外部投資誘導事業 
●町家活用のまちづくり事業 
●もりやま市民活動屋台村 
●もりやま冬ホタル 
●フリーマーケットの開催 
●守山ほたるパーク＆ウォーク 
●守山 100円商店街 
●得する街のゼミナール 

●地域活性化施設の活用事業 
●中心市街地情報発信事業 
●中心市街地活性化協議会事務局支援事業 
●商店街にぎわいイベント事業 
●中山道にぎわい創出事業 
●分かりやすいサイン表示の設置事業(地域生活基盤施設) 
●市民との協働のためのプラットホームづくり事業 
●地域社会研究調査事業 
●身近に歩いて行政サービスを受けられる環境のより一層 
の充実の検討 

●銀座夜一、銀座商店街の活性化の検討 
●セルバ守山地下の有効活用の検討 
●もりやまバル 

●道路の美装化事業 

●歴史文化拠点整備事業 
●歴史文化拠点内の「地域活性化施
設」テナントミックス事業 

●旧八幡信用金庫広場整備(地域生活基
盤施設) 

●東門院門前にぎわいづくり事業 
 

●火まつり等伝統行
事継承事業 

縮尺  200m 

●もりやまいち 

●もりやま夏まつり 

●守山音楽コンサート 

●駐車場整備事業 
（地域生活基盤施設） 

●福祉交流拠点検討 

●親水公園整備事業 
（地域創造支援事業） 
●あまが池親水緑地整備事業 

●泉町金森線（高質
空間形成施設） 

●守山駅前ｼｪﾙﾀｰ整
備事業 

●セルバ守山地下施設整備事業 

●平和堂守山店建替事業 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等  

（１）守山市における庁内推進体制について 

守山市では、中心市街地活性化と商工業振興施策をより積極的に推進するため、平成 19年４月に

環境経済部の一部と都市整備部を統合して「都市経済部」を設置しました。これに伴って各課の事務

分掌を見直して課室の再編を行った結果、都市計画課内に「都市再生推進室」を設置しました。 

平成 20 年４月からは、中心市街地活性化事業などを一層推進強化するため、「都市再生推進室」が

課に格上げされ、「都市再生推進課」が全体を統括して進めています。 

また、中心市街地活性化を全庁体制で取り組んでいくため、「中活連携推進体制」を整えました。 

■守山市組織機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中活連携推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成18年度》 《平成19年度》 《平成20年度》

都市整備部 都市整備課 都市経済部 建設管理課 都市経済部 建設管理課

開発指導課 都市計画課 都市計画課

道路河川課

建築指導課

国県事業対策課 道路河川課 道路河川課

建築開発課 建築開発課

環境経済部 農政課 農政課 農政課

商工観光課 商工観光課 商工観光課

みどりの課 みどりの課

環境政策課

ごみ対策課

下水道課

都市再生推進室 都市再生推進課

副  市  長 

推進 
すべき
事項 

 
｢健全財政実行プ
ログラム｣及び｢総
合計画｣との整合 

  
事業別協議 

  
中活法に基づく国の認
定取得 

担当 

 
･政策調整部長､次
長、みらい政策課
長 
･総務部長､次長､
財政課長 

 ･各事業担当次長､課長等 
･政策調整部次長､みらい
政策課長等 
･総務部次長､財政課長等 
･都市経済部理事､次長､都
市再生推進課長等 

  
都市経済部理事､次長 
都市再生推進課長 

内容 

 ･事業別協議を踏
まえて、中活事業
計画と｢健全財政
実行プログラム｣
及び｢総合計画｣
との整合を検討
する。 

 ･各事業について、各担当
部局で事業内容･予算額･
年次計画等について整理
する。 
･各担当部局と企画･財政
等との事業別協議を開催
する。 

 ･地権者対応 
･まちづくり会社の設立 
･中活基本計画作成 
･推進委員会､小委員会
の開催 
･民間活力の導入促進 
･交通社会実験の実施等 

 

調
整 

調
整 

適宜報告 
協 議 

指示 

技監兼部長 宮本和宏 
次長    秋山新治 
室長    原田秀雄  小島秀晃 
担当課長  寺田善三  佐賀春樹 

西江庸行 
川端和行 
井口暢之 
髙岡由美子 
吉原史雄 
田中洋輔 
木下勝幸 

技監兼理事 宮本和宏 

部長    秋山新治 

次長    金森修一 

課長    原田秀雄  小島秀晃 

川端和行 

井上敦 

吉原史雄 

(兼務) 

(兼務) 

※室長以下は、都市計画

課および商工観光課兼務 
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（２）守山市議会における中心市街地活性化に関する審議の内容 

守山市議会における中心市街地活性化に関しての主な質疑について、以下のとおり答弁を行いまし

た。 

年月 審議の要旨 

平成 19

年６月

定例会

( 第 ２

回)本会

議 

（質問要旨） 

・今年度内の中心市街地活性化計画の策定に向けての現状と見通しについて。 

（市長答弁要旨） 

・学識経験者や地域の学区長などからなる中心市街地活性化推進委員会を６月末に

立ち上げる。 

・そのもとに個別課題について検討を行う７つの小委員会を設置したい。 

・現在、市民から小委員会の委員を公募中で、７月中旬に推進委員会を開催し、引

き続き小委員会を開催する。 

・中心市街地活性化基本計画の策定には課題も多いが、強い思い入れを持って、今

年度内の策定を目標に取り組んでいく。 

平成 19

年９月

定例会

( 第 ３

回)本会

議 

（質問要旨） 

・中心市街地活性化基本計画の策定に当たり、商工会議所との連携について。 

（市長答弁要旨） 

・中心市街地活性化推進委員会や小委員会の中に、それぞれ商工会議所の会頭を初

め、会員の方々も委員として多数参加していただいている。 

・商店街の活性化、再生のためには商工会議所によるリーダーシップが不可欠であ

ることから、さらなる連携の強化を図りたい。 

（質問要旨） 

・今後の体制も含め、どのように進めていこうと考えているのか。 

（市長答弁要旨） 

・中心市街地の活性化に向けては、具体的課題の検討を行う小委員会の事務局長に

各部局の次長級職員を配置し、庁内が一丸となって取り組めるよう進めている。 

・個別事業の計画策定には多くの課題があるため、推進体制については、必要に応

じて充実を図っていく中で、組織を挙げて取り組んでいきたい。 

（質問要旨） 

・地域住民への説明は今後どのように進めていくのか。 

（市長答弁要旨） 

・フォーラムの開催などにより市民の意識啓発を図ると共に、パブリックコメント

実施に合わせて市民説明会を開催する。 

・個別事業の計画の策定に当たっては、地権者の方々や地域との協議、連携をしっ

かり行っていきたい。 

平成 19

年 12月

定例会

( 第 ５

回)本会

議 

（質問要旨） 

・中心市街地活性化に取り組む決意のほどと、どのような中心市街地が構想の中に

あるのかについて。 

（都市経済部長答弁要旨） 

・本市の中心市街地活性化については、生活者の視点に立つ中、街並み景観の整備

と活性、生活者の利便性と安全・安心の確保、街なか居住と歩いて暮らせるまち

づくりを基本姿勢としている。 

・計画策定段階から、住民、商業者等、多様な関係者からなる中心市街地活性化推

進委員会および小委員会において、市民の視点で問題点の抽出から具体の解決策

をご提案頂いているところである。 
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・今後は具体の事業の規模、場所等の検討を進め、関係者との協議や連携を図りな

がら、市民、事業者、行政等が果たすべき役割と責任を明確化した上で実現可能

な中心市街地活性化基本計画にしたい。 

・市民の皆様が利便性、安全・安心を享受し、誇りを持てるまちづくりを推進し、

将来にわたっても魅力をしっかりと維持できる都市づくりに向け、誠心誠意取り

組んでいきたい。 

平成 20

年６月

定例会

( 第 ３

回)本会

議 

（質問要旨） 

・中心市街地活性化について、まちづくり三法の見直しを踏まえた対応、商店街や

地域での反応はどうなのか。 

（市長答弁要旨） 

・まちづくり三法の見直しを踏まえた対応については、旧法の取組みが商業の活性

化に重点が置かれ全国的にも上手く活性化に繋がらなかった反省を踏まえ、商業

の活性化だけでなく総合的な取組みが必要との考えであり、中心市街地活性化推

進委員会および小委員会を設け、地域住民の方々をはじめ多くの市民に参画いた

だきながら必要な事業を整理して絞り込んできた。 

・商店街や地域の反応については、広報での周知や中心市街地活性化推進委員会お

よび小委員会での説明、関係自治会長、商工会議所、青年会議所、市内有識者、

守山に縁の深い企業の方々などに説明し、中心市街地活性化の必要性や方向性に

ついては基本的な理解を頂いていると認識している。 

（質問要旨） 

・中心市街地活性化の具体策として、公共サービスの充実の必要性と、地域や市民

全体が本気になることが大事と考えることについて。 

（市長答弁要旨） 

・「公共サービスの充実の必要性」については、少子高齢社会・人口減少社会の到

来、地球温暖化やエネルギー事情への対応、都市構造の集約型への移行等を勘案

すると、公共施設の再配置も含め、行政サービスの充実について継続的に検討を

進めることが必要と認識している。 

・今回の中心市街地活性化の中では、「箱物」を作るのではなく、既存ストックを

活用することで、歩いて、身近に行政サービスが受けられる環境の整備を図って

いきたい。 

・「公共交通の充実」については、中心市街地活性化のみならず、地球温暖化対策

の一環としても取り組むべき課題であることから、調査や社会実験を行う中、市

民、事業者、行政が一体となり検討を進めていく。 

・「地域や市民全体が本気になることが大事である」ことについては、何よりも私

自身がその思い入れを持って当たると共に、地域住民、商業者、行政及びまちづ

くり会社が重層的なネットワークを形成し、ハード・ソフトの両方の側面から中

心市街地において魅力ある都市空間の創出を図っていきたい。 
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（３）守山市中心市街地活性化推進委員会 

中心市街地活性化基本計画策定に向け、課題の整理や活性化を議論する「中心市街地活性化推進委

員会」、ならびに個別の課題について検討を行う７つの「小委員会」を設置しました。各小委員会の

事務局長は市役所関係課の次長が担当しています。 

現在までに、推進委員会を３回、小委員会を 28 回、合同小委員会を２回、委員長副委員長会議を

３回、小委員会事務局長会議を 11回開催しました。 

また、平成 18年度より商店街（銀座通り・ほたる通り・中央）、商工会議所、市が共同で「まち再

生ワークショップ」を行っています。 

その他、都市再生フォーラムの開催や、先進地視察の実施も行っています。 

■組織概要 

守山市中心市街地活性化推進委員会【事務局：都市経済部】 

 
小委員会名 事務局長 

人数 
(人) 

検 討 内 容 

まちづくり 
小委員会 

都市経済部 

秋山次長 
15 

中心市街地の活性化のために必要なまちづくりの
課題への対策について検討を行います。 

商業施策 
小委員会 

都市経済部 

石田次長 
11 

既存の商店街を活性化させるための商業戦略上の
課題への対策について検討を行います。 

環境施策 
小委員会 

環境生活部 

川那辺次長 
13 

中心市街地におけるゲンジボタルが生息する水環
境の保全・再生、水量の確保、街路樹・緑化の推進等
の環境対策について検討を行います。 

交通戦略 
小委員会 

環境生活部大塚次長 

都市経済部西村次長 
16 

中心市街地の活性化のために必要な交通戦略上の
課題への対策について検討を行います。 

担い手づくり 
小委員会 

都市経済部 

石田次長 
13 

中心市街地活性化のために必要な担い手づくりの
整備について検討を行います。 

福祉施策との 
連携小委員会 

健康福祉部 

古高次長、岩井次長 
14 

中心市街地における居住者等への子育て支援・高齢
者福祉サービス等の充実の観点から、民間主体の関連
施設整備の促進方策等について検討を行います。 

教育・文化等 
小委員会 

教育部 

田中次長 
14 

中心市街地における文化・教育・歴史・スポーツ等
の機能の強化方策及び中心市街地の歴史の積極的情
報発信方策等について検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地活性化推進委員会 

まちづくり小委員会 

商業施策小委員会 

環境施策小委員会

かい 

交通戦略小委員会 

担い手づくり小委員

会 

福祉施策小委員会 

教育・文化等小委員会 
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■守山市中心市街地活性化推進委員会の構成員（平成 20年５月末現在） 

項 目 所 属 職 名 名 前 備 考 

学識者等 立命館大学 教授 及川 清昭 委員長 

 滋賀県立大学 准教授 近藤 隆二郎  

行政 守山市 副市長 松村 茂  

関係団体 守山市教育委員会 教育長 山川 芳志郎  

公共機関 滋賀県 南部振興局建設管理部長 堀井 佐登司  

 守山警察署 警務課長 田中 光厳  

地元・市民 守山学区 学区長 中條 忠文  

 吉身学区 学区長 川田 茂明  

 小津学区 学区長 小森 悦男  

商業・商店 守山商工会議所 会頭 大崎 忠男 副委員長 

 守山市商店街連盟 会長 堀井 隆彦  

店舗 株式会社平和堂守山店 店長 大塚 民夫  

 株式会社西友守山店 店長 長谷川 種次  

 おうみ冨士農業協同組合 代表理事専務 笠原 憲司  

企業団体 山水会 会長(旭化成㈱守山支社長) 西村 富士夫  

 守山湖岸振興会 会長(ﾎﾃﾙﾗﾌｫｰﾚ琵琶湖総支配

人) 

西本 憲良  

 守山市金融協議会 (滋賀銀行守山支店長) 中村 陽  

交通機関 近江鉄道バスあやめ営業所 所長 竹内 正人  

 JR西日本 野洲駅長 橋本 守雄  

 守山タクシー 代表取締役 三品 勝裕  

 株式会社近江タクシー守山 代表取締役 福田 陽  

関係団体 社団法人守山青年会議所 副理事長 間宮 良仁  

公共機関 近江守山ライオンズクラブ 会長 長谷川 裕二  

 守山ロータリークラブ 会長 中塚 勉  

 NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北田 俊夫  

 緑のもりやまを創る会 会長 西村 悌子  

 民生委員児童委員協議会 会長 園田 光三  

 社会福祉法人守山市社会福祉協

議会 

会長 山本 富夫  

 守山市観光協会 会長 今井 文哲  

事務局 都市経済部    

 ※守山市中心市街地活性化推進委員会および小委員会は、守山商工会議所とまちづくり会社である㈱みらいもりやま 21

が共同で設立した「中心市街地活性化協議会」に発展させることとし、終了した。（平成 20年 11月 14日解職） 

 

（４）まちづくり会社の設立 

本市では、中心市街地活性化のための事業を市民と協働で実施していくためのまちづくり会社「株

式会社みらいもりやま２１」が平成 20年９月に設立されました。 

「株式会社みらいもりやま２１」は、行政が中心に実施する「都市インフラの整備」や「行政サー

ビスの充実」と、市民や商業者等が中心に実施する「にぎわい創出の取組み」を、応援・補完・調整

するためのタウンマネジメント組織として、民間のノウハウを活かし、市民・事業者等との協働の立

場から、中心市街地活性化に必要なハード・ソフト事業に取り組んでいきます。 

■会社概要 

商  号   株式会社みらいもりやま２１ 

所 在 地   滋賀県守山市守山二丁目 16番 48号（守山市役所西棟１階） 

資 本 金   5,225万円（出資された財産の全額を成立後の資本金の額とする。） 

創立総会   平成 20年９月５日開催 

■事業目的 

(1) 中心市街地活性化に向けた中核事業 

会社設立後、５年間における前半の拠点づくりとして地域活性化施設（市設置）を活用し「中

山道の町家活用による商業施設の整備」に取り組みます。中山道守山宿のもつ歴史資源の活用
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とともに、町家や蔵を整備するなか地産地消をテーマにした賑わい施設（飲食店や物販店等）

を守山市の歴史文化の拠点と併設することにより効果的に取り組みを実施します。 

また後半の拠点づくりとしては同様に地域活性化施設（市設置）を活用し「親水公園付近で

の商業施設の整備」に親水公園と統一性をもたす中取り組み、中心市街地の核となる事業の実

施に取り組みます。 

その他、地域の特長を活かした「健康福祉事業やエコ・環境事業」の実施を併せ取り組みま

す。 

(2) 経営安定のための収益事業 

事業を展開していくうえでは、安定した収益を確保していく必要があり、広告事業（街路灯

などへのバナー広告設置・ＨＰへのバナー広告掲載）、民間施設や公共施設の管理受託運営など

に取り組みます。 

(3) その他事業 

その他事業の取り組みとして、イベント・ＰＲ事業、新たに店舗を誘致する外部投資誘導事

業、空き店舗対策事業、市民との協働のためのプラットフォームづくり、情報発信、商業者等

に対するまちに関するデータの提供、まちづくりに関する調査研究などを実施します。 

■株主数及び発行株式 

株主数  173名   (内訳) 発起人  ９人 

募  集  法人株主 42社・個人株主 122 人 

設立時発行株式数  1,045 株（5,225 万円)  

（内訳）発起人引受けによるもの 375株（1,875 万円） 

募集によるもの     670 株（3,350万円） 

 

■設立時取締役及び監査役について 

代表取締役社長 清 原 健  （株式会社清原 代表取締役） 

    取締役 大 崎 裕 士（大崎設備工業株式会社 代表取締役社長） 

    取締役 新 野 富美夫（有限会社いろは花店 専務取締役） 

    取締役 堀 井 直 晃（株式会社堀井商店 専務取締役） 

    取締役 松 村 茂  （守山市副市長） 

    取締役 山 倉 雅 雄（株式会社マサキコーポレーション代表取締役） 

    監査役 日 比 盛 人（株式会社滋賀銀行守山支店長） 

    監査役 南 井 哲  （税理士） 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項  

中心市街地活性化協議会については、法第 15 条第 1 項の規定に基づき、基本計画並びに認定基本

計画及びその実施に関し必要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必

要な事項について協議するため、平成 20年 11月 20日に、守山市中心市街地活性化協議会を設置し、

今後は、関係者の緊密な連携と協力体制のもと、基本計画の策定、特定事業の実施等、中心市街地活

性化に積極的に取り組む体制が整えられました。 

■守山市中心市街地活性化協議会の協議内容について 

  平成 20年 12月 12日、協議会が市長に提出した意見は以下のとおりである。 
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■ 中心市街地活性化協議会の構成員 

（順不同）
№ 役職名 所属団体 職名 委員名 根拠法令

1 会長 立命館大学 教授 及　川　清　昭 法第15条第４項

2 副会長 守山商工会議所 会頭 大　崎　忠　男 法第15条第１項

3 副会長 株式会社みらいもりやま２１ 代表取締役社長 清　原　　健 法第15条第１項

4 副会長 守山市自治連合会 会長 中　條　忠　文 法第15条第４項

5 副会長 守山市商店街連盟 会長 堀　井　隆　彦 法第15条第４項

6 副会長 守山市観光物産協会 会長 今　井　文　哲 法第15条第４項

7 監事 旭化成株式会社守山支社 支社長 西　村　富士夫 法第15条第４項

8 監事 守山市金融協議会（株式会社滋賀銀行） 監事 日　比　盛　人 法第15条第４項

9 構成員 守山銀座商店街振興組合 理事長 北　田　照　夫 法第15条第４項

10 構成員 ほたる通り商店街振興組合 理事長 新　野　富美夫 法第15条第４項

11 構成員 中央商店街 会長 北　川　　一 法第15条第４項

12 構成員 銀座一番街 会長 田　野　真　一 法第15条第４項

13 構成員 今宿商工会 会長 池　田　眞　二 法第15条第４項

14 構成員 株式会社平和堂 常務取締役開発本部長 中　田　俊　数 法第15条第４項

15 構成員 社団法人守山青年会議所 専務理事（次年度理事長） 北　野　裕一朗 法第15条第４項

16 構成員 おうみ冨士農業協同組合 経営管理委員会会長 勝　見　友　男 法第15条第４項

17 構成員 近江守山ライオンズクラブ 会長 大　林　　智 法第15条第４項

18 構成員 守山ローターリークラブ 会長 三　品　東洋一 法第15条第４項

19 構成員 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅長 橋　本　守　雄 法第15条第４項

20 構成員 日本貨物鉄道株式会社関西支社事業開発室 サブリーダー 高　橋　真　悟 法第15条第４項

21 構成員 近江鉄道株式会社　あやめ営業所 所長 竹　内　正　人 法第15条第４項

22 構成員 株式会社近江タクシー守山 取締役支配人 福　田　　陽 法第15条第４項

23 構成員 守山タクシー株式会社 代表取締役 三　品　勝　裕 法第15条第４項

24 構成員 郵便事業株式会社　近江守山支店 支店長 瀬　戸　敏　夫 法第15条第４項

25 構成員 社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 山　本　富　夫 法第15条第４項

26 構成員 守山市文化体育振興事業団 常務理事 丈　達　　宏 法第15条第４項

27 構成員 緑のもりやまを創る会 副会長 小　林　　均 法第15条第４項

28 構成員 中山道守山宿歴史文化保存会 会長 川　端　美　臣 法第15条第４項

29 構成員 NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北　田　俊　夫 法第15条第４項

30 構成員 これから行動隊 代表 笠　原　吉　孝 法第15条第４項

31 構成員 滋賀県南部振興局 建設管理部長 堀　井　佐登司 法第15条第８項

32 構成員 守山市 副市長 松　村　　茂 法第15条第４項

33 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 守山警察署 地域課長 渡　部　賢　司
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■中心市街地活性化協議会の開催状況について 

回数 開催年月日 議題 

第１回 平成 20 年 11 月 20 日 

・守山市中心市街地活性化協議会設置規約（案）の承認について 

・守山市中心市街地活性化協議会役員選任について 

・守山市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

第２回 平成 20 年 12 月 12 日 ・守山市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 

第３回 平成 21 年 4 月 20 日 

・認定守山市中心市街地活性化基本計画について 

・守山市が取り組む中活事業の概ねのスケジュールについて 

・平成 20 年度事業報告 

・平成 21 年度活動方針(案)ならびに収支予算（案）について 

第４回 平成 21 年 10 月 29 日 

・平成 21 年度中心市街地活性化事業中間報告と今後の取り組みについて             

・まちづくり会社「株式会社みらいもりやま２１」経過ならびに事業報告                  

・タウンマネージャーの決定について 

・調査、研修事業「近畿中心市街地活性化ネットワーク研究会」について 

・先進地視察研修会の実施について 

第５回 平成 22 年 2 月 19 日 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

・中心市街地活性化基本計画の一部変更について  

・中心市街地活性化協議会研修について 

第６回 平成 22 年 7 月 6 日 

・平成 21 年度事業報告および会計報告について 

・平成 22 年度事業計画（案）および予算（案）について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

第７回 平成 22 年 11 月 12 日 

・歴史文化拠点の整備方針について  

・中心市街地活性化基本計画の一部変更について                            

・中心市街地活性化事業等の取り組みについて 

第８回 平成 23 年 10 月 27 日 

・平成 22 年度事業報告および会計報告について 

・平成 23 年度事業計画（案）および予算（案）について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

第９回 平成 24 年 3 月 16 日 

・平成 23 年度予算執行見込及び平成 24 年度予算見込について                            

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

・主な事業の取り組みについて                                                  

・守山市中心市街地活性化協議会事務局支援事業について 

第 10 回 平成 24 年 5 月 25 日 

・平成 23 年度収支決算及び平成 24 年度予算（案）について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて                       

・中心市街地活性化基本計画の一部変更について                               

・主な事業の取り組みについて 

第１１回 平成 25 年 2 月 19 日 

・平成 24 年度予算執行見込及び平成 25 年度予算(案)について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

・今後の中心市街地活性化の取り組みについて 
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第１２回 平成 25 年 4 月 26 日 

・平成 24 年度収支決算および平成 25 年度予算(案)について 

・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

・主な事業の取り組みについて 

第１３回 平成 25 年 8 月 20 日 

・今後の取組み方針について 

・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

第１４回 平成 25 年 11 月 21 日 
・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

・中心市街地活性化事業の今後の取り組み方針について 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

（１）客観的現状分析、ニーズ調査に基づく事業・措置の集中実施 

１）統計的なデータ等による客観的な把握・分析 

①面積 

・守山市域の面積（5,481ha）に占める中心市街地の面積（146 ha）の割合は、3.3％となっていま

す。 

・守山市の DID 区域の面積は、平成 17 年時点で 705ha、守山市域の 15.9％を占めており、経年的

に拡大してきています。 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、住民基本台帳 

■中心市街地及び DID区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■面積 

人口 面積
人口
密度

人口
密度

人口
密度

平成２年 58,561 4,426 13.2 24,404 (41.7 %) 440 ( 9.9 %) 55.5 － ( － %) 146 ( 3.3 %) －

平成７年 61,859 4,426 14.0 26,807 (43.3 %) 480 (10.8 %) 55.8 － ( － %) 146 ( 3.3 %) －

平成12年 65,542 4,426 14.8 33,169 (50.6 %) 603 (13.6 %) 55.0 8,758 (13.4 %) 146 ( 3.3 %) 60.0

平成17年 70,823 4,426 16.0 39,478 (55.7 %) 705 (15.9 %) 56.0 9,547 (13.5 %) 146 ( 3.3 %) 65.4

守山市 ＤＩＤ区域内
（単位：人、ha、人／ha）
中心市街地

人口(占有率) 面積(占有率) 人口(占有率) 面積(占有率)

守山市域 
5,481ha 

DID 区域(H17) 
705ha 

中心市街地 
146ha 
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②人口・世帯数の推移 

・ 守山市全体・DID 区域内・中心市街地のどの区分で見ても、人口・世帯数とも増加し続けてい

ます。また、増加傾向も強まっている状況にあります。 

・ 世帯人員は、守山市全体・DID 区域内・中心市街地ともに減少傾向となっており、核家族が増

加していることが伺えます。 

・ 中心市街地の世帯人員は 2.65 人／世帯となっており、守山市全体（3.01 人／世帯）や DID 区

域内（2.78 人／世帯）と比較して、小規模な世帯が多い状況が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③世帯状況（守山市全体） 

ア） 家族類型別一般世帯数 

・守山市では、「夫婦と子供」世帯の占める割合が高くなっています。また、「３世代同居」世帯が

減少しており、その他は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(人)    人口・世帯数の推移   (世帯)  (人／世帯)      世帯人員の推移 

資料：国勢調査、住民基本台帳          資料：国勢調査、住民基本台帳 
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資料：国勢調査 
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イ） 世帯人員別世帯数 

・守山市では、平成 12年には４人世帯が最も多い結果でしたが、平成 17年には２人世帯が最も多

くなりました。一方、５人以上の世帯は全て減少傾向にあるなど、世帯が小規模化していること

が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ） 高齢世帯数 

・高齢世帯については、平成 12 年から平成 17年までの５年間で単身世帯・夫婦世帯ともに 1.5 倍

前後に増加しました。 
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資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 

高齢世帯数＝高齢単身者世帯数＋高齢夫婦世帯数 

高齢単身者世帯：65歳以上の単身者のみの世帯 

高齢夫婦世帯 ：夫が 65歳以上、妻が 60歳以上の夫婦一組のみの世帯 
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④世代構成（年齢階層別人口） 

・年少人口(15 歳未満)の割合を見ると、守山市全体・中心市街地ともに、平成 12 年から平成 17

年にかけて減少しましたが、平成 17年から平成 19年にかけては増加しています。その傾向は、

守山市全体に比べて中心市街地の方にやや顕著に表れています。 

・老年人口(65 歳以上)の割合を見ると、守山市全体では増加し続けているのに比べ、中心市街地

では高齢化が止まっていることがわかります。 

・平成 17 年までは、守山市全体に比べて中心市街地の方が老年人口の割合が高かったのに対し、

平成 19 年には逆転しています。これらのことから、若い世代が中心市街地内に流入しているこ

とがうかがえます。 
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中心市街地の年齢階層別人口の推移 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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⑤従業・通学の状況（守山市全体） 

ア） 昼夜間人口 

・守山市では、昼夜間人口ともに増加傾向にあります。 

・昼間人口に比べて夜間人口が多いことから、守山市がベッドタウンとしての位置づけにあり、そ

の傾向がやや強くなっていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 交通手段（守山市に常住する自宅外就業者・通学者） 

・守山市に常住する通勤・通学者の利用する交通手段は、半数以上が自家用車（59.3％）となって

います。 
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資料：国勢調査 
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⑥守山市中心市街地の商業集積にとってターゲットとして考えられる商圏について 

ア） 地理的範囲 

・平成 18 年の消費者購買動向調査によると、旧中主町（現野洲市）では、守山市の購買割合が

最も多く 35.2％となっています。また、旧野洲町（現野洲市）の購買割合は、自町 50％に次

いで、守山市が 21.7％となっています。 

・平成 18年の消費者購買動向調査において、守山市での購買率が 10％以上の市町を当該中心市

街地の商圏と定義すると、守山市、野洲市（(旧)中主町、(旧)野州町）が商圏内となります。 

・その他、栗東市では 7.3％、草津市では 2.1％が守山市を購買先としています。 

 

表 守山市における購買率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町名 購買率 

1 守山市 78.8% 

2 (旧)中主町 35.2% 

3 (旧)野州町 21.7% 

4 栗東市 7.3% 

5 (旧)甲西町 2.7% 

6 草津市 2.1% 

7 (旧)石部町 1.6% 

8 近江八幡市 1.2% 

9 竜王町 0.9% 

1

0 

(旧)志賀町 0.6% 

守山市 

(旧) 
中主町 

(旧)野洲町 

栗東市 (旧) 
甲西町 

草津市 (旧) 
石部町 

近江八幡市 

竜王町 

(旧) 
志賀町 



 
104 

イ） 世代構成、世帯構造等 

・商圏内の人口・世帯数の６割が守山市となり

ます。 

・高齢化率は、どちらの市も 14～21％の間とな

っており、高齢社会を迎えている状況です。 

・世帯人員別世帯数は、２人世帯の割合が高く、

守山市に比べて野洲市では単身世帯が多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商圏内の世代構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17年国勢調査 
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14.9％
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野洲市

15歳未満 15～64歳未満 65歳以上

商圏内の世帯構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17年国勢調査 

21.4％

18.8％

23.0％

23.7％

20.3％

21.3％

19.3％

21.2％

8.3％

8.6％

4.9％

4.4％

2.7％

2.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

守山市

野洲市

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上

商圏内の人口・世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17年国勢調査 

守山市
58.7％

守山市
58.9%

野洲市
41.3％

野洲市
41.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人口

世帯数



 
105 

ウ） 当該商圏内の小売商業 

・小売商業は、当該商圏内の商店数の 62％が守山市に集積しており、年間商品販売額についても、

65％が守山市で販売されています。 

 

 

 

 

 

 

⑦守山市の地元購買率 

・守山市における地元購買率は、全商品で 78.8％（平成 18 年現在）となっています。 

・守山市の地元購買率は、平成 10 年から平成 13 年にかけては低下しましたが、平成 13 年から平

成 18年にかけては大型スーパーの出店等に伴って大きく上昇しました。 

■地元購買率（守山市） 

 

 

 

 

■凡例 

分類名 商 品 名 

食料品類 生鮮食品類､一般食品類､惣菜･弁当類､酒類､パン･菓子･飲料類 

身廻雑貨類 靴･履物類､アクセサリー･装身具類､化粧品類､医薬品類 

衣料品類 外出着･おしゃれ着類､室内着･普段着類､下着･肌着･靴下類､呉服類 

文化品類 書籍･CD･DVD･ゲームソフト類､家庭用電気機器類､時計･眼鏡類､スポ
ーツ･レジャー用品類､家具･インテリア類､日曜大工･園芸用品類 

家庭用品類 日用家庭用品類､贈答用品類 

 

 

⑧守山市中心市街地の商業集積の状況 

ア）中心市街地の小売商業 

・中心市街地内の主な商店街について平成６年から平成 16 年の変化を見ると、元町商店街では事

業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積とも増加していますが、今宿商店街はなくなり、

その他の商店街では概して事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積とも減少し、中心市

街地全体として事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積とも減少しています。 

 

■商業集積地区別の状況（中心市街地）          (単位：件、人、百万円、㎡) 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査 

商店数 ( 占有率 ) 従業員数 ( 占有率 ) 年間商品販売額 ( 占有率 ) 売場面積 ( 占有率 )
守山市 610 ( 62.4% ) 4,298 ( 60.2% ) 7,184,496 ( 65.2% ) 81,044 ( 63.7% )
旧中主町(現野洲市) 93 ( 9.5% ) 728 ( 10.2% ) 842,363 ( 7.6% ) 9,105 ( 7.2% )

旧野洲町(現野洲市) 275 ( 28.1% ) 2,109 ( 29.6% ) 2,994,525 ( 27.2% ) 37,157 ( 29.2% )

商圏合計 978 ( 100.0% ) 7,135 ( 100.0% ) 11,021,384 ( 100.0% ) 127,306 ( 100.0% )

■小売商業                        （単位：件、人、千円、㎡） 

食料品類 身廻雑貨類 衣料品類 文化品類 家庭用品類
平成10年 70.8% 77.2% 67.8% 62.6% 73.1% 68.4%
平成13年 63.6% 65.7% 60.6% 50.8% 71.6% 57.2%
平成18年 78.8% 79.7% 77.8% 75.7% 80.5% 79.4%

分　　　類
全商品

資料：商業統計調査 

H6 H16 H6 H16 H6 H16 H6 H16
元町商店街 34 41 20.6 % 137 216 57.7 % 1,397 3,288 135.4 % 1,793 4,375 144.0 %
今宿商店街 20 - - 47 - - 625 - - 802 - -
銀座商店街 28 20 ▲ 28.6 % 82 60 ▲ 26.8 % 1,044 470 ▲ 55.0 % 1,451 1,071 ▲ 26.2 %
中央商店街 36 21 ▲ 41.7 % 96 55 ▲ 42.7 % 1,140 431 ▲ 62.2 % 1,566 922 ▲ 41.1 %
ほたる通り商店街 69 34 ▲ 50.7 % 412 135 ▲ 67.2 % 8,656 1,294 ▲ 85.1 % 9,226 2,913 ▲ 68.4 %
吉身商店街 26 25 ▲ 3.8 % 151 102 ▲ 32.5 % 1,244 823 ▲ 33.8 % 1,326 1,419 7.0 %
銀座一番街 31 30 ▲ 3.2 % 281 494 75.8 % 9,093 5,676 ▲ 37.6 % 7,796 10,138 30.0 %
中心市街地 合計 244 171 ▲ 29.9 % 1,206 1,062 ▲ 11.9 % 23,199 11,982 ▲ 48.4 % 23,960 20,838 ▲ 13.0 %

増減率増減率
従業者数

増減率
年間商品販売額

増減率
事業所数 売場面積

資料：消費購買動向調査 



 
106 

イ）核店舗及びその他店舗の状況、業種構成 

・中心市街地内に位置する店舗面積 10,000 ㎡以上の核店舗はありません。 

・中心市街地内に位置する店舗面積 1,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満の店舗は４店舗あり、スーパーが

多くなっています。 

・これらの店舗のうち、セルバ守山は平成 10 年に規模縮小、西友守山店は平成 14 年に規模縮小

（4,085㎡→1,288 ㎡）しています。 

 

 

 

 

 

※図面は次頁参照 

 

ウ） 駐車場の状況 

・中心市街地には、多種多様な駐車場が立地しており、JR 守山駅から半径 750ｍ内には 178 件約

4,600 台分の駐車場が供給されています。このうち、一時利用用駐車場は９件約 1,200 台分とな

っており、全て JR守山駅から半径 300ｍ内に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
店舗名 所在地 業態 

開店
年月 

店舗面積 
(㎡) 

駐車場 
(台) 

図面
番号 

平和堂守山店 梅田町 5-6 スーパー S51.2 7,713 530 3 

セルバ守山 梅田町字梅田上 10-1 寄合百貨店 S61.3 3,734 132 6 

丸善守山駅前店 梅田町 28-1 スーパー H17.7 1,711 89 11 

そ
の
他
店
舗 西友守山店 勝部 1丁目 19-25 スーパー H14.4 1,288 89 12 

 

種　　別 件数
平和堂・滋賀銀行駐車場 530 台
セルバ駐車場 30 台
西友駐車場 89 台
市営駐車場（駅広） 10 台
小島モータープール 180 台
タイムズ守山駅前駐車場 137 台
小計 976 台
(有)パーキングなかきた 189 台
ライズヴィル都賀山前駐車場 60 台
エツワ第一守山駅前駐車場 37 台
小計 286 台

計 1,262 台
店舗専用駐車場 22件 面積約 17,980 ㎡ 約 720 台
マンション等居住者専用駐車場 15件 面積約 4,880 ㎡ 約 200 台
病院敷地内駐車場 4件 面積約 1,730 ㎡ 約 70 台
月極駐車場 123件 面積約 55,660 ㎡ 約 2,230 台
その他の駐車場 5件 面積約 4,270 ㎡ 約 170 台

合　　計 178件 約 4,652 台

備　　　考

一時利用用駐車場

駅
西

駅
東

9件
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477 

 

477 

 

８ 

 

１ 

 

4２１ 

 

守山市 
野洲市 

栗東市 
湖南市 

草津市 

近江八幡市 

竜王町 

京都府 

大津市 

守山 

近江八幡 

野洲 

栗東 

草津 

石山 

大津 

大津 IC 

瀬田西 IC 瀬田東 
JCT･IC 

草津 JCT 

草津田上 IC 

栗東 IC 

竜王 IC 

中心市街地 

１６１ 

 

JR東海道本線 

JR新幹線 

至 

京
都
・
大
阪 

至 

岐
阜
・
名
古
屋 

至 米原 至 福井・金沢 

至 京都 

至 

名
古
屋 

至 

三
重 至 三重 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

② 
① 

 

⑨同じ商圏をめぐり競合する大規模集客施設の状況 

ア）守山市中心市街地及び周辺の大規模小売店舗の立地状況 

・中心市街地内には、面積 3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満の店舗が２店舗(番号①②)あります。その

他、守山市内には、面積 10,000 ㎡以上の店舗が２店舗（番号⑤⑭）、面積 3,000 ㎡以上 10,000

㎡未満の店舗が２店舗(番号⑥⑫)あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番
号 

店舗名 所在地 業態 
建物 
所有者 

開店 
年月 

店舗面積 
(㎡) 

中心市街地か
らの距離（km） 

① 平和堂守山店 梅田町 5-6 スーパー ㈱平和堂 S51. 2 7,713 0 

② セルバ守山 梅田町字梅田上 10-1 寄合百貨店 
㈱平和堂、
個人ほか 

S61. 3 3,734 0 

③ 
甲西中央 P 
(平和堂甲西中央店) 

湖南市中央 1-38 スーパー ㈱平和堂 S61. 5 11,653 10 

④ エルティ 932 草津市大路 1-1-1 スーパー 
草津都市 
開発㈱ 

H 1. 4 13,925 5 

⑤ 
ららぽーと守山 
(アルプラザ守山) 

守 山 市 播 磨 田 町
185-1 

ショッピング
センター 

東和興産 
㈱ 

H 6.11 20,159 2 

⑥ 
テリア･プラザ(ﾛｲﾔﾙ

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ守山店) 
矢島町 149 専門店 個人 H 7.11 6,800 4 

⑦ 
草津エイスクエア
(アルプラザ草津) 

草津市西渋川 1-23-1 
ショッピング
センター 

綾羽㈱ H 8. 3 32,598 5 

⑧ 草津近鉄百貨店 草津市渋川 1-1-50 百貨店 
草津商業 
開発㈱ 

H 9. 9 21,700 5 

⑨ アルプラザ野洲 野洲市小篠原1000外 
ショッピング
センター 

㈱平和堂 H11.12 15,879 4 

⑩ アルプラザ栗東 栗東市綣 2-3-22 スーパー ㈱平和堂 H15. 4 21,475 3 

⑪ 
ホームセンター 
コーナン草津店 

草津市木川町 
ホームセンタ
ー 

コーナン 
商事 

H17.12 15,343 6 

⑫ ミドリ電化守山店 守山市播磨田町 46-2 専門店 
ミドリ 
電化 

H18. 3 3,860 2 

⑬ 
イオンスーパー 
センター野洲店 

野洲市乙窪 480-1 その他 イオン H19.10 12,154 7 

⑭ ピエリ守山 守山市今浜町 2620-2 
ショッピン
グセンター 

大和 
システム 

H20. 9 36,770 9 

⑮ フォレオ大津一里山 
大津市一里山 7 丁目
2104-1他 

ショッピング
センター 

大和ハウス 
工業㈱ 

H20.11 30,400 10 

⑯ イオンモール草津 
草津市新浜町 193 番
２他 

ショッピング
センター 

㈱マイカル 
他 

H20.11 60,000 9 

 

縮尺  3km 
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⑩事業所数、従業者数の推移 

・事業所数・従業者数は、守山市・中心市街地ともに平成 13 年をピークに減少傾向となっていま

す。 

・守山市全体に占める中心市街地の事業所数・従業者数の割合は 6割弱程度であり、平成３年から

平成 13 年にかけて事業所数のシェアが若干低くなったのに対し、従業者数のシェアは高くなり

続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪都市機能関係 

ア） 守山市の主要な公共公益施設の状況 

ａ）主要な公共公益施設の概要 

・守山市全体に占める中心市街地の面積割合が 2.7%であるのに対し、主要な公共公益施設の占有

割合は 13.6％となっています。 

・さらに、中心市街地区域から 500ｍ内に約 20 の主要な公共公益施設が立地しており、これを含

めると占有率は 33％となり、３分の１を占めていることになります。 

■主要な公共公益施設の概要                  （ ）内は占有率 

施設分類 施設数 うち中心市街地に立地 備考 

主要公共施設 6 2 (33.3%)  

市民ｾﾝﾀｰ･市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 6 3 (50.0%)  

文化・教養施設 22 4 (18.2%)  

美術館・記念館・資料館等 3 0 ( 0.0%)  

スポーツ施設 6 0 ( 0.0%)  

病院 2 0 ( 0.0%)  

福祉・保健施設 40 4 (10.0%)  

小学校 9 1 (11.1%)  

中学校 6 0 ( 0.0%)  

高校 3 0 ( 0.0%)  

公共公益施設 合計 103 14 (13.6%)  
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[人]     従業者数の推移    [％] 

資料：事業所・企業統計調査           資料：事業所・企業統計調査 

 

[事業所]    事業所数の推移    [％] 
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ｂ）主要な公共公益施設の利用者数 

 

イ）鉄道駅の乗車人員数 

・平成 17 年から平成 18 年にかけて、守山駅を含めた

周辺の JR駅の乗車人員は増加しています。 

・JR守山駅の乗車人員数は、平成 10年から平成 17 年

にかけて徐々に減少していましたが、平成 18年には

増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

ウ）バス利用者数 

・近江バス利用者は減少傾向が続いており、平

成 19 年には平成４年の利用者数の３割弱に

まで落ち込んでいます。 

・一方、江若バス利用者は徐々に増加し続けて

おり、平成 19 年には平成４年の利用者数の

2.5倍を超えました。 

 

 

 

 

 

 

⑫自動車保有状況 

・守山市における自動車保有台数は、年々増

加し続けています。 

・平成 10年から平成 19年にかけて、約 9,000

台増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,016 13,739 13,686 13,562 13,585 13,522 13,412 13,347
13,909

5,000
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25,000
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大津駅 南草津駅 草津駅 栗東駅

野洲駅 近江八幡駅 守山駅

[人]      JR駅の乗車人員数 

資料：西日本旅客鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱ 

7,977
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5,804

4,723
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[人]          バス利用者数 

資料：近江鉄道㈱、江若交通㈱ 
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資料：近畿運輸滋賀陸運支局、市税務課 

[台]          自動車保有台数 
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⑬中心市街地及びその他の市街地の地価、店舗賃料の状況 

ア）地価 

・どの地点においても、平成８年から平成 17年までは下落し続けていたが、平成 20年には上昇に

転じている。 

・中心市街地の内外による大きな違いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）店舗賃料 

・JR 守山駅を中心とする店舗賃料について、インターネットや情報誌、地元不動産業者へのヒア

リングなどにより調査した結果、平均面積は 119㎡、平均家賃坪単価は 6,670 円／坪でした。 
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平成8年 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年

守山5-6 守山5-1 守山5-4 守山5-3 守山4 守山8

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 
図面番号 基準地番号 土地利用 用途 備 考 

① 守山 5-6 店舗兼事務所 近商 中心市街地内 

② 守山 5-1 店舗 近商 中心市街地外 

③ 守山 5-4 店舗兼事務所 商業 中心市街地内 

④ 守山 5-3 店舗兼事務所 商業 中心市街地内 

⑤ 守山 4 住宅 ２中専 中心市街地内 

⑥ 守山 8 住宅 ２中専 中心市街地外 

 

資料：地価公示価格 
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２）地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

（１）地域住民のニーズ等 

23～26ページ参照 

 

（２）様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整について 

○市民・学生等との連携 

平成 14年より、商工会議所と平安女学院大学が主体となって「商店街エスコーターズ事業」

を始め、商店街での各種イベントの実施や学生チャレンジショップの運営を行いました。しか

しながら、平安女学院大学が平成 17年 4月にキャンパスを閉鎖したため、その後を引き継ぎ、

中心市街地在住の高齢者が主体となって、空き店舗を活用した「商店街コミュニティスペース

事業」として店舗の運営を行っております。 

また、地元の幼稚園では、子どもたちに「郷土のことを知ってもらおう」、「自分たちが住ん

でいる地域を好きになってもらおう」という教育活動を行っています。 

中心市街地に位置する守山幼稚園では、「ほたるに親しむ」取り組みとして、(1) ほたる幼

虫の放流、(2) 周辺河川等のゴミ拾い、(3) ほたるを通じた生き物の学習、(4) 「ありがとう

ほたる」感謝の活動、などを通じて“いのちって つながって いくんだね”を合言葉に守山を

愛する子どもを育んでいます。取り組みの中、親子での活動を重ね、親の意識も変わり始め、

新住民の多い駅前の地域に「ふるさと意識」が芽生えてきています。 

中心市街地を流れる丹堂川では、気軽に水に親しめる憩いの河川にしようと、地元梅田自治

会とＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷、環境用水研究会が、平成 19 年９月からワークショップを開

催し、その集大成として平成 20年３月には、地域住民約 70人が参加して「川普請」を実施さ

れました。この川普請は、住民が川沿いのごみ拾いを行うとともに、地域の方が持ち寄った漬

け物石を梅田会館前の河川内に飛び石として並べ、ハナショウブを植える取組みであり、子ど

もたちや地域住民が水に親しめる環境づくりを自ら考え取り組んだものです。 

また、中山道守山宿では、江戸後期の浮世絵絵師、歌川国芳の描いた「木曽街道六十九次」

の守山宿の版画（守山宿で達磨大師がせいろを高く積み上げ、そばを食べる光景を描いたもの）

にちなんで、「だるまそば」と命名した｢そば｣による地域活性の取組みが、中央商店街の婦人

部により数年前から行われてきました。平成 20年 10月には、中山道守山宿歴史保存会が主体

となって、「手打ちそば」を核とした地域活性を本格的に図ろうと、「守山宿だるまそばの会」

が立ち上げられ、年末の「もりやまいち」などのイベントの際に市民の方々に「だるまそば」

を提供しています。 

平成 20年 11月には、立命館大学理工学部の学生が考えた「守山市中心市街地再生プロジェ

クト」の展示が中山道街道文化交流館で行われ、訪れた地域住民等に学生がプロジェクトを紹

介する光景が見られました。また、伝統的建築物をまちづくりに活かすことを目的に、中山道

守山宿歴史文化保存会が主催し、建築家の解説を交えた「町家探検」が開催され、市民を始め

約 40 人の方々が参加されました。 

○民間事業者等との連携 

商工会議所が主体となって「地域活性化アクションプログラム策定懇話会」を発足させて、

平成 15年から 17年にかけて産官学連携による活性化に向けた検討が行われました。更に平成

17 年にはその内容の具現化に向けて「守山活性化フェニックスプラン協議会」が組織され、
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検討が進められています。 

平成 18 年度には、中心市街地活性化のためのまちづくりを目指す複数の組織に呼び掛け、

それぞれの立場で企画する事業やイベントを、「まちなか活性化」というテーマで統一し連携

していくコンピレーション（編集作業）事業として実施しました。 

同事業は、組織相互の連携強化、市民参加の推進、事業費の効率活用、ＰＲの統一、事業ア

ピールの相乗効果を狙いとし、これを機に、各組織（団体）がまちづくりに対する責務と役割

を明確にしました。また、「まちづくり三法」の見直しを踏まえ、守山らしさを追及した市民

創意による取り組みが求められ、市行政を含めた複数の組織が、初めて協働するまちづくり活

動を展開する効果が大きく、人々に新たなまちなかへの熱い思いを呼び覚ますきっかけづくり

となりました。 

平成 19 年度には、中心市街地商店街の経営者をはじめ、周辺住民に対してまちなか再生へ

の取組みに係る必要性を自覚し、自らがまちづくりに参画する意欲を高めることを目的として

事業を実施しました。市や商工会議所、商店街関係者らが役割分担を明確にしつつ事業を展開

しました。 

具体的には、「まちなか再生ワークショップ・商店街ワークショップ」として、各商店街に

おける課題の発掘と再生に係る共通のテーマを導くため、中心エリアの各商店街においてワー

クショップを開催しました。それぞれの商店街の現状と方向性について意見を出し合い、今後

の方向性について共通の認識を持つなかで４商店街等が集うまちなか再生ワークショップを

適時開催しました。平成 19 年度中に計 27回のワークショップを開催し、市や商工会議所の担

当者と各商店街からの参加者で、中心市街地商店街のあり方について議論を交わしました。 

また、市域全域から中心市街地へのアクセスの向上が重要な課題であるとともに、高齢化社

会により、今後、自家用車を持たない方や、運転できない方が増加することから、公共交通の

充実は中心市街地活性化の取組みと合わせて取り組むべき大きな課題です。このため、平成

20 年 11 月から 12 月にかけて計 44 日間、市民、事業者（「近江タクシー㈱」、「守山タクシー

㈱」、「近江鉄道㈱（バス）」）・市の連携により、交通予約乗り合いシステムの導入による地域

公共交通（オンデマンドバス・タクシー）の充実に係る社会実験を実施しました。 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方  

都市マスタープランでは、「「中心商業拠点」「観光リゾート拠点」「市民交流ゾーン」の３つの

都市機能が集積した拠点を設け、それぞれの特性を活かした施設整備を促進します」と記載され

ています。 

このうち、「中心商業拠点」が中心市街地の区域に該当しています。「中心商業拠点」において

は、以下のようなことが考えられています。 

 

 

 

 

 

 

また、守山学区のまちづくりの将来像における土地利用の方針については、以下のようなこと

が考えられます。 

 

 

［２］都市計画手法の活用  

（１）準工業地域における大規模集客施設※の立地の制限 

広域的都市機能の適切な立地を誘導するとともに、中心市街地における都市機能の集積を図

るため、土地利用状況から見て、準工業地域での大規模集客施設の立地が中心市街地に大きな

影響を与えることが考えられることから、準工業地域にも大規模集客施設の立地を制限するこ

とにより、都市機能の適正立地を目的とし、大規模集客施設制限特別用途地区を追加変更する。 

■大津湖南都市計画特別用途地区の変更 

・地区の種類：大規模集客施設制限特別用途地区 

・面   積：約 22.8ｈａ 

・備   考：守山市内の準工業地域 

■大規模集客施設の立地規制に関するスケジュール 

項目 年 月 日 

公聴会の開催 平成 20 年４月 19日 

計画案の縦覧 平成 20年５月１日～平成 20年５月 15日 

守山市都市計画審議会 平成 20 年６月３日 

条例の公布日 平成 20 年６月 29日 

決定・告示 平成 20 年８月１日 

条例の施行日 〃 

※ 大規模集客施設とは、店舗、飲食店、展示場、遊技場、劇場、映画館、演芸場、勝ち馬
投票券発売所、場外車券売場などで延床面積が１万㎡を超えるものです。 

JR 守山駅周辺において、街並みの再生を図り、本市の玄関口及び中心商業地としてふさわ

しい市民や訪れた人々が交流する拠点を形成します。また、小河川を活かし、街なか居住を

基本に、｢歩く｣、｢出会う｣、｢憩う｣をキーワードに、にぎわいと活力ある市街地を形成し、

核となる文化・医療・福祉施設や生活者の利便性の向上に資する施設の整備推進を図ります。 

中山道沿道については、歴史的な街並みの保全を推進するとともに、景観上重要な建築物

等の保全を推進します。 

JR 守山駅周辺に本市の中心市街地を位置付け、商業･業務施設に加え、文化・医療・福祉

施設等の多様な都市機能の集積を図ります。また、歩いて暮らせるまちづくりを推進すると

ともに、既存商業施設の活用促進など中心商業地の活性化を図ります。 



 
114 

 

［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

（１）都市機能の適正立地 

[２]都市計画手法の活用（前頁）を参照 

 

（２）既存ストックの有効活用 

中心市街地内には中山道が通っており、その沿線には築 100 年を超える町家等が存在し、歴

史的街並みが残っています。この貴重な街並みを保全するため、平成 11年度に「中山道守山宿

まちづくり協議会」が設置され、街並みの保全に向けた検討が進められています。平成 20年２

月には、中山道沿道の景観保全を目的に、歴史的な意匠制限と高さ制限を合わせた地区計画条

例が導入されたところです。 

また、中山道沿道の町家を活用し、「中山道街道文化交流館」を整備するとともに、今後、更

に、中心市街地活性化の中で、中山道沿道の町家を活用し、「歴史文化拠点」整備や「高齢者の

居場所づくり」を行うこととしています。 

平成 13 年度からは、商工会議所が主体となって中心市街地の商店街内になる空き店舗を活用

したチャレンジショップ事業を展開し、現在では、商店街コミュニティスペース事業として、

多世代の方々が活動・交流する場を設けています。 

また、商店街における賑わいづくりとして、まちづくり会社「㈱みらいもりやま２１」等に

よる空き店舗活用を通じて、賑わいのある連続性のある街並み形成を推進します。 
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１）中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況 

・中心市街地内に 10,000 ㎡以上の大規模建築物はありません。 

 

２）守山市内の行政機関、病院・学校等の都市福利施設の立地状況 

・守山市における主な施設の立地状況は以下の通りとなっています。 

・各施設について現時点での移転計画はありません。 

■主要な公共公益施設の概要                  （ ）内は占有率 

施設分類 施設数 うち中心市街地に
立地 

備考 

主要公共施設 6 2 (33.3%)  

市民ｾﾝﾀｰ･市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 6 3 (50.0%)  

文化・教養施設 22 4 (18.2%)  

美術館・記念館・資料館等 3 0 ( 0.0%)  

スポーツ施設 6 0 ( 0.0%)  

病院 2 0 ( 0.0%)  

福祉・保健施設、幼稚園、保育園 61 8 (13.1%)  

小学校、中学校、高校 18 1 ( 5.6%)  

公共公益施設 合計 124 18 (14.5%)  

 

■位置図（中心部） 
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● 市民ｾﾝﾀｰ･市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
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■位置図（郊外部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民センター・市民サービスコーナー 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 守山市役所速野支所  ○ 

2 守山市役所中洲支所  ○ 

3 守山市駅前総合案内所 ○  

4 市民サービスセンター  ○ 

5 
守山市高年齢者職業相談室 
(ジョブプラザ守山) 

○  

6 (社)守山市シルバー人材センター ○  
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 中心市街地区域 

 市街化区域 

● 主要公共施設 

● 市民ｾﾝﾀｰ･市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

● 文化･教養施設 

● 美術館･記念館･資料館 

● スポーツ施設 

● 病院 

● 福祉･保健施設,幼稚園,保育園 

● 小・中・高校 
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●主要公共施設 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 近畿運輸局滋賀運輸支局  ○ 

2 
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖
河川事務所野洲川出張所 

 ○ 

3 大津地方法務局守山出張所 ○  

4 守山警察署  ○ 

5 
湖南広域行政組合北消防署・ 

守山市コミュニティ防災センター 
 ○ 

6 守山市役所 ○  

 

縮尺 500ｍ 
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●文化・教養施設 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 守山市公文書館  ○ 
2 守山会館 ○  
3 吉身会館  ○ 
4 吉身公民館分館  ○ 
5 小津会館  ○ 
6 守山市地域総合ｾﾝﾀｰ･玉津会館  ○ 
7 河西会館  ○ 
8 速野会館  ○ 
9 中洲会館  ○ 
10 中央公民館(守山市民ホール)  ○ 
11 北公民館  ○ 
12 図書館・視聴覚ライブラリー  ○ 
13 教育研究所  ○ 
14 埋蔵文化財センター  ○ 
15 市民文化会館(守山市民ホール)  ○ 
16 もりやまバラ・ハーブ園  ○ 
17 美崎公園パークセンター  ○ 
18 守山駅前コミュニティホール ○  
19 市民交流センター(さんさん守山) ○  
20 通勤会館 ○  
21 守山野洲少年センター  ○ 
22 びわこ地球市民の森  ○ 

 

●美術館・記念館・資料館等 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 野洲川改修記念館  ○ 
2 ほたるの森資料館  ○ 
3 近江妙蓮公園・近江妙蓮資料館  ○ 

 ●スポーツ施設 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 市民体育館  ○ 
2 農業者トレーニングセンター  ○ 
3 市民球場  ○ 
4 野洲川歴史公園ｻｯｶｰ場(ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ)  ○ 
5 農村多目的広場  ○ 
6 市民プール  ○ 

 
●病院 

中心市街地 
 施設名 

内 外 
1 市民病院  ○ 
2 成人病センター  ○ 

 ●小学校、中学校、高校 
中心市街地 

 施設名 
内 外 

1 守山小学校 ○  
2 物部小学校  ○ 
3 吉身小学校  ○ 
4 立入が丘小学校  ○ 
5 小津小学校  ○ 
6 玉津小学校  ○ 
7 河西小学校  ○ 
8 速野小学校  ○ 
9 中洲小学校  ○ 
10 守山南中学校  ○ 
11 守山中学校  ○ 
12 守山北中学校  ○ 
13 明富中学校  ○ 
14 県立守山中学校  ○ 
15 立命館守山中学校  ○ 
16 滋賀県立守山高等学校  ○ 
17 滋賀県立守山北高等学校  ○ 
18 立命館守山高等学校  ○ 

 

●福祉・保健施設、幼稚園、保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地 
 施設名 

内 外 
1 老人憩いの家  ○ 
2 福祉保健センター(すこやかｾﾝﾀｰ)  ○ 
3 大型児童センター(ほほえみｾﾝﾀｰ)  ○ 
4 幸津川デイサービスセンター  ○ 

5 
三宅デイサービスセンター・カナリヤショート
ステイ・カナリヤグループホーム・カナリヤの家 

 ○ 

6 石田デイサービスセンター  ○ 
7 小児保健医療センター  ○ 
8 養護施設守山学園  ○ 
9 児童厚生施設友愛児童館・カナリヤクラブ ○  

10 
児童厚生施設友愛第２児童館・ 
カナリヤ第二クラブ 

 ○ 

11 介護老人保健施設シニアセンターティファニー  ○ 

12 
特別養護老人ホームゆいの里・ゆいの里
守山デイサービスセンター・ショートステイゆいの里 

 ○ 

13 ケアハウスゆい  ○ 
14 グループホームゆい  ○ 

15 
特別養護老人ホーム・デイサービスセンタ
ー・ケアハウス・ショートステイしがそせい苑 

 ○ 

16 さいとうないかデイサービスセンター ○  
17 ゆうらいふデイサービス  ○ 
18 ゆうらいふデイサービス  ○ 
19 デイサービスすいれん・グループホームすいれん  ○ 
20 まごころの家・守山  ○ 
21 デイホームまたあした  ○ 
22 デイホームまたあした伊勢  ○ 
23 デイサービスリハビリテーション守山  ○ 
24 リハビリデイサービスふくろうさん  ○ 
25 あかり家  ○ 
26 デイサービスあいむ  ○ 
27 コミュニティーハウスあいむ今浜  ○ 
28 デイホームきむらさんち  ○ 
29 デイホームみずほのきむらさんち  ○ 
30 ラポール・クリニックデイサービス  ○ 
31 デイサービスツクイ守山今宿 ○  
32 藤本クリニックデイサービスセンター ○  
33 小西醫院デイケアセンター・ショートステイ  ○ 
34 吉身児童クラブ室(めだかクラブ)  ○ 
35 小津児童クラブ室(つくしんぼクラブ)  ○ 
36 物部児童クラブ室(わいわいクラブ)  ○ 
37 立入が丘児童クラブ室(あめんぼクラブ)  ○ 
38 河西児童クラブ室(たんぽぽクラブ)  ○ 
39 玉津児童クラブ室(ひばりクラブ)  ○ 
40 ひなぎく学童クラブ  ○ 
41 守山幼稚園 ○  
42 物部幼稚園  ○ 
43 吉身幼稚園  ○ 
44 立入が丘幼稚園  ○ 
45 小津幼稚園  ○ 
46 玉津幼稚園  ○ 
47 河西幼稚園  ○ 
48 速野幼稚園  ○ 
49 中洲幼稚園  ○ 
50 守山保育園 ○  
51 古高保育園  ○ 
52 吉身保育園 ○  
53 浮気保育園  ○ 
54 小津保育園  ○ 
55 玉津保育園  ○ 
56 社会福祉法人ひなぎく保育園  ○ 
57 社会福祉法人はねすだ保育園  ○ 
58 社会福祉法人カナリヤ保育園 ○  
59 社会福祉法人カナリヤ第二保育園  ○ 
60 社会福祉法人速野カナリヤ保育園  ○ 
61 社会福祉法人若鮎保育園  ○ 
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樹下神社(安産石)● 
●土橋 

勝部神社 
● ●一里塚 

●本像寺 

●土橋 東門院● 

源内塚(薬師堂)● 
●天満宮 

●中山道街道 
文化交流館 

●酒八 

●ほたる橋 

●道標 

●甲屋跡 広場● 

吉川川 

金森川 

丹堂川 

守山川 

伊勢戸川 

中山道 

  ● 
守山小学校 

●ＪＲ守山駅 

３）その他の既存ストックの有効活用 

①歴史施設 

・本市は、古くから中山道の宿場町

として栄えた場所であり、中心市

街地内には多くの神社・仏閣とと

もに一里塚、道標や歴史的町並み

等名所・旧跡が各所に見られま

す。 

・中山道沿線以外のこれらの施設は

点在しており、ネットワーク化に

よる一体的な歴史的空間の創出

が望まれます。 

 

 

②河川 

・本市の市街地内には、流れが比較

的緩やかで、かつ分流・合流が入

り組んだ系統となっている特徴

ある河川が流れ、市街地内でゲン

ジボタルが飛び交う姿を見るこ

とができます。 

・この貴重な環境を活かすため、歩

行者動線を整備するとともに、ネ

ットワーク化して回遊性を高め

ることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮尺 200ｍ 



 
119 

［４］都市機能の集積のための事業等  

都市機能の集積に資すると考えられる事業については以下のとおりです。 

これらの事業は、主に都市活力の再生、連携強化、中心市街地の吸引力及び回遊性の確保を

目的にしており、これらの事業を総合的に推進することによって中心市街地の活性化を図って

いきます。 

 

○市街地の整備改善に関する事業 

・道路の美装化事業 

・道路のバリアフリー化整備事業 

・親水公園整備事業 

・都市計画公園整備事業  

・「水辺遊歩道ネットワーク」の整備 

・「歴史回廊ネットワーク」の整備 等 

・「自転車活用・自転車道整備」「安心して歩ける歩行空間確保」の検討 

・分かりやすいサイン表示の設置事業 等 

 

○都市福利施設整備に関する事業 

・歴史文化拠点整備事業 

・旧八幡信用金庫広場整備（中山道街道文化交流館の機能充実） 

・教育施設（小学校・幼稚園）の統合化事業 

・福祉・文化・交流施設の整備 

・町家を活用した高齢者のふれあい施設整備事業 

・新設マンションへの事務所・店舗等の設置義務付け 等 

 

○街なか居住の推進に関する事業 

・四季を感じる景観形成の推進事業 

・守山市景観条例・景観計画 

・街並み景観づくり修景整備助成事業 

 

○商業の活性化に関する事業 

・商店街コミュニティスペース事業 

・(仮称)平和堂守山店建替え事業 

・近江鉄道用地の有効活用検討 

・地域活性化施設の活用事業 

・新たに店舗を誘致する外部投資誘導事業 

・商店街活性化事業 等 

 

○上記に掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業 

・「公共交通の充実」の検討 

・守山ほたるパーク＆ウォーク 等 
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

（１）個事業等に関連した実践的・試行的な活動の内容・結果等 

○ゲンジボタルの生態系を守る意識を向上させるための取り組み（守山ほたるパーク＆ウォーク） 

ホタル観賞者が年々増加する中、マイカーの迷惑駐車が課題となっています。そのため、

ゲンジボタルの生態系を守ると共に、地域住民にとって便利で快適な生活空間を創出してコ

ミュニティ機能の再生を目指すことを目的に、環境にやさしい「パーク＆ウォーク」（＝所定

の駐車場にマイカーを駐車し、バスに乗り換えて、市内のゲンジボタル飛翔地を散策する）

を展開し、ゲンジボタルを通して川の環境を守ることの大切さを学び、 市民ひとり一人が誇

りの持てるふるさと「守山」にすることを目指しています。 

この活動によって、観光物産振興と環境保護の両面において効果が見られます。 

○商店街の活性化に向けた取り組み（チャレンジショップ事業など） 

中心市街地内に複数ある商店街はいずれも空き店舗が増え続けている状況にあります。そ

のため、空き店舗を有効活用しながら若者起業者の育成・支援する事業として、チャレンジ

ショップ事業を実施しました。 

その他、学生参画により商店街の各種イベントを実施する「商店街エスコーターズ事業」

を実施し、商店街の魅力向上を図りました。 

また、各店舗の魅力向上により商店街の活力を取り戻すため、「一店逸品事業」を実施しま

した。 

さらに、平成 15年度から、地域通貨「もーりー」を発行し、地域内での経済活性化の取り

組みを行いました。 

○社会実験の実施（平成 19年度 歩ける歩行空間創出委託事業） 

安全・安心に歩ける、歩いてみたくなる環境づくり及び歩行者の回遊性向上を目指すに当

たり、中心市街地内の銀座通り、ほたる通り、中山道において自動車交通を制御するなど、

歩行空間を再検討する社会実験を行いました。 

具体的には、以下の内容について試行しました。 

① 路線にカラーコーンなどを設置して車道を狭め、歩行体験をしてもらう。 
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② ほたる通り、中山道の車道部分にハンプを設置して、車速抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社会実験の実施（平成 20年度 新しい地域公共交通の充実検討） 

  中心市街地の活性化は、単に中心市街地の活性だけではなく、市域全体の活性につなげるこ

とが必要です。このため、今後の高齢化の進展も見据える中、市域全域から中心市街地へのア

クセスを向上、すなわち、公共交通の充実が必要です。昨年度、市民 2000 人を対象としたア

ンケートでは「バスの本数を増やしてほしい」「中心市街地の主な施設をつなぐ循環路線を充

実して欲しい」「駅に向かう路線を充実して欲しい」などの要望が大変多い状況でした。また、

市内路線バスについては、平成 20 年 3 月のダイヤ改正等により、主要路線である服部線・小

浜線の約 4割が減便され、市民の移動手段が少なくなり、利便性が低下しつつあります。 

  この状況を踏まえ、市民、交通事業者（「近江タクシー㈱」「守山タクシー守山㈱」「近江鉄

道㈱」）、市が連携し、東京大学大学院の乗合予約システムを活用し、平成 20 年 11 月から 12

月までの計 44日間にわたり、「オンデマンド型のタクシー・バス」に係る社会実験を実施しま

した。これは、会員登録した市民が、電話などを通じて希望の出発･到着時刻および行き先を

伝えると、車両が迎えに来て、目的地まで送り届けてくれる仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      オンデマンドタクシー            オンデマンドバス 
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［２］都市計画との調和等 

 

①第４次守山市総合計画（もりやまレインボープラン） 

 ※策定年月日：平成 12年 3月 26日（基本構想議決日） 

守山市民憲章の「のどかな田園都市」を基本とするなかで、市民一人ひとりの精神

的・身体的な健康はもとより、社会的にも健康で満たされた新たな都市文化を築いて

いくことが大切であり、その主役となる「ひと」がさまざまな学びや実践活動を通し

ていきいきと輝き、その暮らしを支える「まち」はにぎわいと活力にあふれ、それら

を取り巻く「自然」が守られ、育てられ、生かされる「元気な健康都市」、このような

『ひと・まち・自然が元気な健康都市 守山』を創造します。 

 

②守山市都市計画基本方針（守山市都市計画マスタープラン） 

 ※策定年月日：平成 19年 7月 6日（都市計画審議会にて決定） 

○ＪＲ守山駅周辺において、街並みの再生を図り、本市の玄関口及び中心商業地とし

てふさわしい市民や訪れた人々が交流する拠点を形成します。また、小河川を活か

し、街なか居住を基本に、「歩く」、「出会う」、「憩う」をキーワードに、にぎわいと

活力ある市街地を形成し、核となる文化・医療・福祉施設や生活者の利便性の向上

に資する施設の整備推進を図ります。 

○中山道沿道については、歴史的な街並みの保全を推進するとともに、景観上重要な

建築物等の保全を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［３］その他の事項 

 

 

特になし 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第１号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 １．中心市街地の活性化に関する基本的な方

針参照 

認定の手続 ９．中心市街地活性化協議会に関する事項参

照 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

２．中心市街地の位置及び区域参照 

４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

４から８までの事業及び措置の総合的かつ一

体的推進については基本方針に即している。 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

10．中心市街地における都市機能の集積の促

進を図るための措置に関する事項参照 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

11．その他中心市街地の活性化のために必要

な事項参照 

第２号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な

４から８までの事業等が記載

されていること 

４から８のすべての事業が記載されている。 

基本計画の実施が設定目標の

達成に相当程度寄与するもの

であることが合理的に説明さ

れていること 

３．中心市街地の活性化の目標参照 

第３号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

各事業等ごとに掲載した「実施主体」参照 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

各事業等ごとに掲載した「実施時期」参照 

 

 


